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１ 前経営強化計画の実績についての総括 

(１) 経営環境 
 株式会社北都銀行（以下、「当行」又は「北都銀行」）と株式会社荘内銀行（本店、鶴岡

市、頭取：國井英夫、以下、「荘内銀行」）は、広域の金融機関グループとして「地方の未

来」「地方の飛躍」に真剣に取り組む－このような目標を掲げて、平成 21 年 10 月に共同持

株会社フィデアホールディングス株式会社（以下、「フィデア HD」）を設立して経営統合し、

「フィデアグループ」が発足いたしました。 

 前経営強化計画の計画期間（平成 21 年 10 月～平成 24 年 3 月）においては、悲惨な爪痕

を残した昨年 3 月の東日本大震災、直近では欧州債務問題に起因した円高問題など、日本

経済はいくつもの危機に直面してまいりました。 

 また、特に地方経済においては、人口減少に伴う少子高齢化や農村部の過疎化、新興国

マーケットの拡大需要を狙った地方からのアジア進出の加速化など、様々な形での劇的な

構造変化が起きております。 

こうした中、フィデア HD を通じて当行に対し国から 100 億円の資本参加をいただいたこ

とにより、当行の財務基盤の強化を図り、中小規模事業者等向けの積極的な信用供与に取

り組り組むなど、金融仲介機能の積極的な発揮により、預金及び貸出金ともに大幅に増加

しており、中小規模事業者等向け信用供与や経営改善支援先等の取り組みについて、計画

を達成しました。業容の拡大による収益基盤の強化に一定の成果があったものと考えてお

ります。 

これに加え、東日本大震災を契機に、この構造変化から生じている難しい課題を克服す

べく新しい「地域のカタチ創り」に向けた挑戦に取り組んでおります。 

例えば、風力を活用した再生可能エネルギーの導入・拡充計画、効率的で競争力ある大

規模農業開発、地元農産物の拡販サポート、積極的に海外から観光客を呼び込む企画など、

新しい地域開発プロジェクトが動き出しております。高齢化が進む中、医療・介護・福祉

分野においても、先進医療、福祉・介護体制の確立を目指し、ソフト・ハード両面で様々

な取り組みを進めていかなければならないものと認識しております。 

日本経済は、危機を乗り越えるたびに強く成長してきました。フィデアグループは、東

北初の広域金融グループとして「地域を元気にする、リーダーを目指す」を合言葉に、こ

れからも地域の皆さまからの信頼にお応えしてまいります。なお、前経営強化計画中にお

ける取り組み状況や実績は以下のとおりとなりました。 
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(２) 前計画期間における地域密着型金融への取り組み状況 
 平成 22 年 3 月に、フィデア HD を通じて当行に対し国から 100 億円の資本参加をいただ

いたことにより当行の財務基盤の強化を図り、適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮に加

え地域密着型金融の推進等に全力で取り組み、地域経済の発展に貢献してまいりました。 

 地域経済は長引く低迷の只中にあり、持続性のある景気回復には程遠い状況にあります。

加えて、人口の減少、高齢化の進展等容易に解決し難い課題も山積しております。 

 特に、当行の主たる営業基盤である秋田県の人口は、昭和31年に135万人のピークを迎え

た後に減少に転じ、平成22年の国勢調査時には108万人と、ピーク時と比較し約2割減少して

おります【図表1】。また、人口増減率は全国最下位【図表2】で、平成17年の国勢調査時も

最下位となっております。加えて、高齢化の進展と相俟って生産年齢人口は急速に減少して

おり、地域活力の減速が危惧されております。 

人口規模の縮小、人口構造の変化は秋田県の産業経済の規模を縮小させ、県民所得の減少

に伴う生活水準の低下や地域の活力の減退、福祉、教育、暮らしといった様々な行政サービ

ス経費の増加などをもたらし、さらに地域社会においては、コミュニティの維持が難しくな

ることも予想されます。 

このような時にこそ、厳しい経済情勢の克服、秋田の可能性を見据えた産業構造の成長分

野へのシフトや新産業の育成、新たな農業の展開、少子化対策、地域医療提供体制の充実な

ど、将来の秋田の発展にとって不可欠な施策を、タイミングを逃さず打ち出し、戦略的に取

り組んでいくことが重要だと考えております。 

 前経営強化計画においては、当行は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律（以

下、「金融機能強化法」）の趣旨を十分に理解し、地域（秋田）の活力創造に向け、お客さ

まの売上増加や仕入先拡大等の本業支援、事業先の経営者と真正面から向き合い取り組ん

だ事業再生支援等を通じて、地域雇用の維持・拡大等地域経済の発展に向けて尽力してま

いりました。 

 また、昨年 3 月の東日本大震災における秋田県の直接被害は軽微だったものの、県内企

業の間接被害として、震災後の資材不足や受注減及び交通網の寸断並びに消費の自粛等に

より、建設業、製造業、旅館・ホテル、外食等観光・レジャー関連産業等への影響が顕著

に表れました。そうした中、当行は東北地方太平洋沖地震復旧支援資金（以下、「震災復旧

支援資金」）180 億円の取り扱いなど、地域のお取引先企業の金融円滑化に積極的に取り組

んでまいりました。 

 フィデアグループのグループ理念は、『私たちは、地域に密着した「広域金融グループ」

として、お客さまの高い満足と地域の発展のために、上質な「金融情報サービス」を提供

し続ける。』であり、北都銀行のコーポレートスローガンは、「お客さまを知る。地域に応

える。」であります。 

 地域に密着した金融機関として、前計画期間中における具体的な取り組みは以下のとお

りであります。本計画においても、地域のお客さまとの関わりを深め、これまで以上に付

加価値の高い金融情報サービスの提供を図ってまいる所存です。 
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【図表 1】秋田県の人口の推移 
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    出典：秋田県企画振興部調査統計課「秋田県の概要」（平成 22 年国勢調査） 

 

【図表 2】都道府県別の人口、人口増減数、人口増減率 

実数
（千人）

率
（％）

平成17年 平成22年

全国 289 0.2 127,768 128,057

1 東京都 583 4.6 12,577 13,159
2 神奈川県 257 2.9 8,792 9,048
3 千葉県 160 2.6 6,056 6,216

45 高知県 -32 -4.0 796 764
46 青森県 -64 -4.5 1,437 1,373
47 秋田県 -60 -5.2 1,146 1,086
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       出典：総務省「平成 22 年度国勢調査」 

 

① 地域企業の再生による雇用の維持への取り組み 
 開示債権の削減を通じたお取引先企業の財務健全化を達成し、お取引先企業の事業再生

支援を通じた地域経済の活性化に資するため、平成 21 年 2 月に、当行 100％子会社である

株式会社北都ソリューションズ（以下、「北都ソリューションズ」）に、当行の約 162 億円

の貸出債権等を移管し、平成 24 年 3 月末までのプロジェクトとして企業再生に取り組みま

した。本プロジェクトには、外部のノウハウ及び資金を活用することも重要な要素である

と考え、北都ソリューションズが株式会社日本政策投資銀行（以下、「日本政策投資銀行」）

から出資やノウハウ等の提供を受ける形のジョイント・ベンチャーとして運営をいたしま
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した。また、荘内銀行からも人材を受け入れ、フィデアグループとしてノウハウを共有い

たしました。 

 このように、相当の経営資源を投入し、「企業再生」の看板を掲げ真摯に本プロジェクト

に取り組んだ結果、平成 24 年 3 月末まで約 7割のお取引先企業の事業再生が実現し、約 8

百人の雇用維持に資することができました。 

 当行の連結開示債権比率は、本プロジェクト開始前の平成 21 年 9 月末には 5.75％でし

たが、平成 24 年 3 月末においては 2.90％まで低下しております。 

 加えて、本プロジェクトに携わった人材を適切かつ有効に活用することにより、開示債

権の更なる削減や新たな開示債権発生の未然防止に繋がるものと考えております。このプ

ロジェクトで得た経験及び専門知識等を活用して、今後の適切なソリューション提案に役

立て、事業再生等を通じた雇用の維持・拡大等による地域活性化に引き続き取り組んでま

いります。 

 

【図表 3】当行の開示債権比率の推移 
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② 地域経済再生に向けた取り組み 
(イ) 秋田県製材業界活性化に向けた取り組み 

秋田県産製材の安定供給と製材コストの低減に資することを目的に「秋田製材協同組合

（通称:アスクウッド）」が進めてきた秋田市河辺・七曲臨空港工業団地への大型製材工場

建設を計画段階から全面的にサポートしてまいりました。平成 24 年 3 月に工場が完成し、

平成 24 年 6 月から本格操業しております。また、今春新規採用 41 名の大量雇用を実現し、

県内製材業界の底上げと地域活性化に貢献しております。 

秋田県のスギ人工林面積及びスギの生産量は全国トップクラスで、課題であった製材工

場の大規模化により、国産材製材需要の高まりに応える供給力を発揮できます。本事業を

継続してサポートすることで、県産材の県外出荷を進め、県内製材業界の活性化に貢献し

てまいります。 
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(ロ) 秋田市中央街区再開発への取り組み 
秋田市の中心地に位置する秋田赤十字病院・秋田県婦人会館跡地の再開発計画について、

平成 9年に発足した中通一丁目市街地再開発組合に人材を派遣いたしました。以降、再開

発計画に対するアドバイス、情報提供等のサポートを継続しております。 

平成 24 年 7 月 5日、中通再開発地区（以下、「エリアなかいち」）に商業施設と駐車場が

オープンいたします。7 月 21 日には、秋田市にぎわい広場が開館し、新秋田県立美術館も

暫定オープンする予定です。エリアなかいちは、平成 10 年の秋田赤十字病院の移転から

15 年近くも空き地のままとなっていた秋田市中心地を再生する切り札としての期待を担

っております。 

また、再開発地区向かいに位置する秋田キャッスルホテルの省エネ型エコホテルへの全

館リニューアルに際しては、環境負荷の軽減に積極的な企業に対し必要な資金を供給し、

エコ環境向上への取り組みを促進するとともに、地域経済の発展に寄与することを目的に

平成 23 年 1 月に取り扱いを開始した、環境配慮型融資「ほくとエコファンド～利子補給活

用プラン」をご利用いただいております。 

 

(ハ) 地域再生・活性化に向けた取り組み 
当行の湯沢支店が主導した「湯沢市・北都いきいきまちづくり懇話会」が提案した地域

イベント「全国まるごとうどん EXPO in 秋田・湯沢」が、平成 23 年 9 月 30 日～10 月 2

日に開催されました。開催期間中は、天候にも恵まれ県外客を含む 7 万人の来訪者で賑わ

い、約 5万食のうどんが販売されました。フィデアグループ系列のシンクタンクである株

式会社フィデア総合研究所（以下、フィデア総研）では、このイベントによる経済波及効

果を約 7 億円と試算しております。 

地域の豊富な資源を上手に活用し、地域に人を呼び込む活性化に向けた施策の具現化に

より、地域の人々との連携が深まり、地域発の成功事例を創出することができました。 

 
③ 地域の新産業創出に向けた取り組み 
(イ) アグリビジネスへの取り組み 

「雇用創出による地域貢献」を喫緊のミッションとし、平成 24 年 2 月アグリ専任担当者

を本部内に配置し、「農業」を核とした秋田県の新しい産業の創出に向けた仕組みづくり

に着手しております。平成 24 年 5 月には、当行専務取締役を責任者とする「アグリ事業法

人設立準備室」を立ち上げ、当室へは秋田県からも人材を派遣いただいております。平成

24 年度中を目処とした農業関連の事業法人設立に向けサポートを強化し、秋田県内の農家

と県外の小売・流通業者のニーズのマッチングを図り、県産農産物の首都圏向けなどの新

たな販路を拡大していくことで雇用の拡大に繋げ、秋田県の活性化に貢献してまいります。 

 

(ロ) 地域企業の海外進出への取り組み 
 お取引先企業のアジアでの事業展開を支援するため、アジアの商業銀行等との提携を拡

大いたしました。平成 24 年 3 月末現在において、フィデアグループは 3つのアジアの金融
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機関（タイ：カシコン銀行、インドネシア：バンクネガラインドネシア、香港：香港上海

銀行）と業務協力協定を締結したほか、平成 24 年 3 月には、主にベトナムにおけるお取引

先企業への金融情報サービスを充実させるため、東京海上日動火災保険株式会社と業務協

力協定を締結しております。 

 また当行は、平成 24 年 2 月に日本通運株式会社仙台支店と国際業務に関する提携を結ん

び、お客さまの海外ビジネスを金融と物流の両面からサポートする体制の構築を目指して

おります。 

 今後地域銀行においても、海外進出を視野に入れる地元企業の需要をはじめ海外関連ビ

ジネスへのニーズが着実に増加していくものと考えております。地域密着型金融の一環と

してお取引先企業の海外進出支援を活発化させることで、地域経済の活性化に貢献したい

と考えております。 

 

④ その他地域活性化に向けた取り組み 
(イ) お客さまの利便性向上に向けた取り組み 
 ショッピングセンターなどの大型商業施設の中に、年中無休で午後 3 時以降も営業を続

けるインストアブランチ（以下、「ISB」）1の出店を 4店舗まで拡大しております。 

 また、ISB のノウハウを活用し、店内に図書スペースやゆったりとしたロビー、地域の

皆さまへの解放的なセミナールームなどお客さまのくつろぎを提供する個人特化型店舗

（スーパーリテールブランチ、以下、「SRB」）を 2ヵ店展開いたしました。 

 各店ともオープン以来、「便利で気軽に利用できる店舗」と大変ご好評をいただくなど、

地域のお客さまの利便性向上に積極的に取り組んでおります。 

 
(ロ) バンカシュアランスへの取り組み 
 高齢化社会が進展し、「老いへの備え」などお客さまの生活保障ニーズは高まっておりま

す。お客さまの「備える（年金準備）」、「遺す（相続）」、「守る（保障）」の 3大ニーズへ対

応するため、当行は、専門のライフプランアドバイザー（以下、「LPA」）を常駐させた「北

都ほけんの相談窓口」を秋田県内 9 拠点に設置するなど、バンカシュアランス2への取り組

みを強化してまいりました。 

｢北都ほけんの相談窓口｣では、LPA が数多くの商品からお客さまのライフプランに応じ

たオーダーメイドの保険商品コンサルティング提案を実施しております。また、お客さま

                                                 
 
1 インストアブランチ（ISB）とは、ショッピングセンターやスーパーマーケットなど大型

商業施設の中にある銀行の店舗です。年中無休で午後 3時以降も営業する新たな銀行店舗

スタイルで、お客さまの利便性が格段に向上しております。 
2 バンカシュアランスはフランス語の造語で『銀行と保険の融合』を意味するものですが、

当行ではお客さまにこれまでの銀行業務（預金、資産運用、融資）に加え、新たに保険業

務を提供することで、お客さまに総合的なコンサルティングサービスを提供していく業務

を推進することをバンカシュアランスとしております。 
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の利便性向上を図るべく、休日営業、平日の営業時間延長のほか、個別ブースでのご相談、

ご要望に沿ったご相談時間の設定、お子さま連れでも安心のキッズスペースの併設等を実

施しており、お客さまから多数の感謝の声をいただいております。 

以下は、平成 23 年度に「北都ほけんの窓口」にご来店されたお客さまの感謝の声を一部

紹介いたします。 

 

◎子どもの成長に合わせた私たちの保険を十分に納得して決めることができました。 

出産を機に学資保険の加入を検討していた際に、偶然、北都銀行の保険相談を知りました。

初めは気軽な気持ちで、「一回で終わるんだろうな・・・」と思っていたのですが、保険

の基礎知識から始まり、現在加入している保険内容の確認、毎月の家計の収支やライフプラ

ン設計など、相談内容はとても濃いもので、毎回とても楽しく相談できました。 

子どもに学資保険をと考えていたのですが、学資保険以外にも資金の準備方法はあること

を知りました。 

また、子どもの成長に合わせた私たちの保険を十分に納得して決めることができて本当に

満足しています。ありがとうございました。（2012.3／大曲プラザ支店） 

 

◎保険の仕組みから、何が必要かという目的までとても丁寧に説明していただきました。 

今回、「ほけんの窓口@北都銀行」に保険相談をして本当に良かったと思いました。 

今まで漠然と保険のことを考えており、自分たちの家族の将来を具体的にイメージしてい

なかったことが良くわかりました。 

保険の知識もなく、何もわからないまま相談しましたが、保険の仕組みから、何が必要か

という目的までとても丁寧に説明していただき、加入すべき保険が何なのか明確になりまし

た。 

たくさんの保険会社の商品から選べるのも魅力だと思います。 

本当にありがとうございました。（2012.2／大曲プラザ支店） 

 

◎毎回、懇切丁寧にこちらの要望に応えてくださり、本当に感謝しております。 

北都銀行の保険相談会は、まさに驚きと新たな発見の連続でした。今までいかに受身の姿

勢で、少ない選択肢から保険契約を選んでいたかを痛感しました。ライフプランアドバイザ

ーの方に相談したことで、保険の基本から学ぶことができ、広い選択肢の中から主体的に今

の自分たちに最適な保険を選ぶことができました。毎回の相談では「本当ですか？」「知ら

なかった！」という言葉が思わず出るほど多くのことを学ぶことができました。ライフプラ

ンアドバイザーの方は毎回、懇切丁寧にこちらの要望に応えてくださり、本当に感謝してお

ります。ありがとうございました。(2011.09／御所野支店) 

 

◎公平な立場で親切に、私の身になって提案してくださったので、安心して決断できまし

た。 

保険の基本的なところからとても丁寧に教えてくださり、今まで分からなくて不安だった
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自分の保険の内容についても、しっかりと理解することができました。 

その上で、今の自分にどういう保障がどれだけ必要なのか、そぎ落としていいものはどう

いうものかを親身になって考えてくださり、本当の意味で自分にあった保険に出会うことが

できました。公平な立場で親切に、私の身になって提案してくださったので、安心して決断

できました。相談に来て本当に良かったと思っています。 

ありがとうございました。（2011.08／秋田駅前保険相談プラザ） 

（注）「相談体験記（感謝の声）」をいただいたお客さまからは予め、利用の同意をいただ

いております。 
 

(ハ) 経営改革に向けた取り組み 
 上述の地域密着型金融の推進には、組織の活性化が不可欠だと考え、前計画期間中様々

な経営改革に取り組んでまいりました。経営会議のペーパーレス化（タブレット型端末の

活用）、「頭取かわら版」と名付けたトップメッセージの行内イントラを活用した全行配信、

女性の活用等であります。 

 特に、労働力人口の減少に歯止めをかけるには女性の労働市場への参入促進が不可欠と

考え、女性の登用を積極的に進めております。平成 23 年 4 月には、企業内託児所をオープ

ンするなど、女性が働きやすい職場環境の整備に努めており、平成 24 年 7 月において、全

82 ヵ店中 8ヵ店の支店長を女性が務めます。 

このような取り組みの成果として、平成 20 年度より毎年実施している従業員満足度調査

（モラルサーベイ）の結果は年々向上しており、経営改革による組織の活性化は着実に進

んでいるものと認識しております。 
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(３) 資産負債の状況 
【図表 4】資産・負債の実績（北都銀行単体、末残） 

（単位：百万円）

実績 実績 実績 実績 増減 増加率 増減 増加率

預金等 1,094,422 1,066,071 1,093,373 1,119,350 25,977 2.37% 24,928 2.27%

うち個人預金 796,203 806,524 816,790 818,973 2,183 0.26% 22,770 2.85%

貸出金 698,280 673,836 692,432 720,210 27,778 4.01% 21,930 3.14%

有価証券 353,083 364,153 383,769 437,601 53,832 14.02% 84,518 23.93%

（注）増減については表上計算にて算出しております。

H21/9期
H23/3期比 H21/9期比

H24/3期H23/3期H22/3期

 
 

① 預金等 
 譲渡性預金を含む預金等の平成 24 年 3 月末の残高は、1 兆 1,193 億円となり、前期末比

259 億円（増加率：2.37％）増加いたしました。 

 計画始期対比においては、特に個人預金が＋227 億円と大きく増加（増加率：2.85％）

したことを主因に、総体で 249 億円（増加率：2.27％）増加いたしました。 

 

② 貸出金 
 貸出金の平成24年3月末の残高は7,202億円となり、前期末比277億円（増加率：4.01％）

増加いたしました。 

 計画始期対比においても、219 億円（増加率：3.14％）増加しております。 

 

③ 有価証券 
 有価証券残高は、平成 24 年 3 月末で 4,376 億円となり、前期末比 538 億円（増加率：

14.02％）増加、計画始期対比においては、845 億円（増加率：23.93％）増加いたしまし

た。預金等の増加に対応して債券投資を増やしたこと、資金の効率的な運用を目的として、

短期金融市場での運用を低位に抑えたことが、有価証券残高増加の主な要因であります。 

 前計画の基本方針の一つに「健全で収益力の高い有価証券ポートフォリオの構築」を掲

げており、国債等債券中心のポートフォリオを構築し、債券利息をベースとした安定収益

の確保を図ってまいりました。 

 一方、不稼動資産及び評価損を抱えた資産を計画的に圧縮するなど資産の良化に取り組

み、健全なポートフォリオの構築を目指しております。債券中心のポートフォリオを構築

する中で、債券デュレーションの調整等により、金利リスクのコントロールにも留意して

おります。 
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(４) 損益の状況 
平成 24 年 3 月期は、金利環境の変化から資金利益が減少する一方で、業務効率化の追求

等により経費の削減に努め、また、与信関係費用の減少や有価証券関連損益の増加により、

経常利益は前期比 12 億 3 百万円（増加率：60.1％）増加し 32 億 4 百万円、当期純利益は

前期比 1億 10 百万円（増加率：7.7％）増加し、15 億 22 百万円となりました。 

 フィデア HD は、北都銀行の利益剰余金の積み上げにより、公的資金 100 億円の早期返済

を目指すこととしており、前計画期間中、北都銀行の当期純利益は堅調に増加しておりま

す。 

 

【図表 5】損益の実績（北都銀行単体） 

（単位：百万円）

9,806 19,810 19,847 19,412 △ 434

[ 9,706 ] [ 19,484 ] [ 18,875 ] [ 18,060 ] [ △ 814 ]

資金利益 7,867 15,768 16,026 15,908 △ 118

役務取引等利益 1,252 2,671 2,766 2,735 △ 31

その他業務利益 685 1,370 1,053 768 △ 284

(うち国債等債券関係損益) ( 99 ) ( 325 ) ( 971 ) ( 1,351 ) ( 380 )

(うち仕組貸出のデリバティ
ブ部分の評価損益)

( 662 ) ( 1,208 ) ( 229 ) ( △ 441 ) ( △ 670 )

7,617 15,398 14,913 14,458 △ 454

（うち人件費） ( 3,286 ) ( 6,701 ) ( 6,697 ) ( 6,355 ) ( △ 342 )

（うち物件費） ( 3,813 ) ( 7,838 ) ( 7,420 ) ( 7,361 ) ( △ 58 )

△ 156 290 △ 202 △ 288 △ 86

2,345 4,121 5,135 5,241 106

[ 2,089 ] [ 4,086 ] [ 3,961 ] [ 3,601 ] [ △ 360 ]

△ 1,089 △ 2,492 △ 3,135 △ 2,037 1,097

（うち不良債権処理額） ( 1,075 ) ( 2,793 ) ( 2,815 ) ( 1,537 ) ( △ 1,278 )

（うち株式等関係損益） ( 31 ) ( 55 ) ( △ 4 ) ( 263 ) ( 268 )

1,256 1,628 2,000 3,204 1,203

55 159 114 △ 637 △ 751

( 1,312 ) ( 1,788 ) ( 2,114 ) ( 2,567 ) ( 452 )

12 28 27 29 1

541 726 675 1,015 340

758 1,033 1,412 1,522 110

法人税等調整額

当期（中間）純利益

平成23年3月期

実　績

平成22年3月期

実　績

平成21年9月期

実　績

経常利益

特別損益

税引前当期（中間）純利益

法人税、住民税及び事業税

一般貸倒引当金繰入額

業務純益

[コア業務純益]

臨時損益

業務粗利益

［コア業務粗利益］

経費

実　績 平成23年3月期比

平成24年3月期
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(５) 経営強化計画の終期において達成されるべき「経営改善目標」に対する実績 
① コア業務純益（収益性を示す指標） 

 平成 24 年 3 月期においては、市場金利の低下等による貸出金利回りの低下（計画比△

0.14％、利息額△974 百万円に相当）及び前計画において掲げた現場力の強化が十分でな

かったこと等により事業性貸出の安定的な伸張ができなかったこと等を要因として、貸出

金利息が計画を 959 百万円下回りました。有価証券利息配当金はボリュームの伸張により

計画比+277 百万円、預金等利息は利回りの低下により計画を 161 百万円下回り、資金利益

全体では計画比△533 百万円となりました。 

また、仕組貸出 80 億円の期限前償還を受けたこと等から、仕組貸出のデリバティブ費用

441 百万円が発生し、コア業務純益を押し下げました。 

一方、貸出金利回りの低下等による貸出金利息収入の減少をカバーするため、人材の効

率的配置等による人件費の削減及びプロジェクトチームを主体とした物件費の削減に取り

組み、経費全体では計画比△20 百万円、計画始期対比では 776 百万円減少しました。 

この結果、平成 24 年 3 月期のコア業務純益は計画を 1,039 百万円下回りましたが、計画

始期対比では 747 百万円改善いたしました。 

 

【図表 6】コア業務純益の実績推移 

（単位：百万円）

H21/9期

（始期）

計画 2,731 1,615 3,424 2,276 4,640 1,786

実績 2,089 2,854 2,878 2,013 3,731 1,420 3,601 747

計画比 147 398 307 △ 856 △ 1,039

仕組貸出のデリバティブ
収益又は費用（参考）

662 － 1,208 248 229 △ 319 △ 441

H23/9期 H24/3期 始期対比H22/3期 H22/9期 H23/3期計画

 

（注）仕組貸出のデリバティブ損益の評価については、収益が発生した場合は実績より除

外し、費用が発生した場合は実績に含め、保守的に評価しております。 
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【図表 7】計画終期における損益の状況 

（単位：百万円）

H24/3期 H24/3期 H21/9月期

実績 （強化計画） （計画始期）

① ② ①－② ③ ①－③

コア業務粗利益 18,060 19,118 △ 1,058 9,706 △ 1,352

　資金利益 15,908 16,441 △ 533 7,867 174

　　貸出金利息 13,326 14,285 △ 959 7,319 △ 1,312

　　有価証券利息配当金 3,665 3,388 277 1,814 37

　　預金利息等 △ 1,137 △ 1,298 161 △ 1,161 1,185

　役務取引等利益 2,735 2,824 △ 89 1,252 231

　　うち預り資産関係 1,657 1,664 △ 7 619 419

　その他業務利益 768 △ 107 875 685 △ 602

　　うち仕組貸出デリバティブ損益 △ 441 － △ 441 662 △ 1,765

経費 14,458 14,478 △ 20 7,617 △ 776

　人件費 6,355 5,971 384 3,286 △ 217

　物件費 7,361 7,682 △ 321 3,813 △ 265

与信関係費用 1,032 2,354 △ 1,322 752 △ 472

  うち一般貸倒引当金繰入額 △ 288 △ 241 △ 47 △ 156 24

　うち個別貸倒引当金繰入額 1,407 2,554 △ 1,147 1,048 △ 689

コア業務純益 3,601 4,640 △ 1,039 1,427 747

債券5勘定尻（債券関係損益） 1,351 40 1,311 99 1,153

株式3勘定尻（株式関係損益） 263 40 223 31 201

経常利益 3,204 2,407 797 1,256 692

当期純利益 1,522 907 615 758 6

貸出金（平残） （億円） 6,967 6,960 7 6,834 133

貸出金（利回り） 1.91% 2.05% △ 0.14% 2.13% △ 0.22%

有価証券（平残） （億円） 4,204 3,800 404 3,320 884

有価証券（利回り） 0.87% 0.89% △ 0.02% 1.08% △ 0.21%

預金等（平残） （億円） 11,492 11,200 292 10,964 528

預金等（利回り） 0.10% 0.11% △ 0.01% 0.21% △ 0.11%

無担保コール翌日物 0.076% 0.095% △ 0.02% 0.103% △ 0.03%

長期金利（10年新規発行国債） 0.985% 1.285% △ 0.30% 1.295% △ 0.31%

ドル/円レート （円） 82.16 92.12 △ 9.96 89.74 △ 7.58

日経平均株価 （円） 10,083 9,000 1,083 10,133 △ 50

運
用
調
達
平
残
・
利
回
り

金
融
市
況

比較

利
益

比較

 

（注）計画始期との比較（利益項目）については、平成 21 年 9 月期の計数を 2倍し、通期

化しております。 
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② 業務粗利益経費率（業務の効率性を示す指標） 
平成 24 年 3 月期において、業務粗利益（分母）は、市場金利の低下等により貸出金利息

収入が減少したことを主因に、資金利益は計画を 533 百万円下回ったものの、債券関係損

益の増加によりその他業務利益が計画を 875 百万円上回ったこと等から、計画を 254 百万

円上回る 19,412 百万円となりました。 

一方、機械化関連費用を除く経費（分子）は、前計画に掲げた店舗機能の変更がお客さ

まの利便性等を考慮し 12 ヵ店に止まった（計画 31 ヵ店）こと、及び当初想定より退職者

が少なかったこと、並びに店舗営業時間延長の強化等により行員及び嘱託行員が増加した

こと等から人件費が計画を上回ったことを主因に、計画を 526 百万円上回る 13,032 百万円

となりました。 

この結果、業務粗利益経費率は、計画を 1.86 ポイント上回る 67.13％となったものの、

計画始期と比べ、7.50 ポイント改善いたしました。 

 

【図表 8】業務粗利益経費率の実績推移 

（単位：百万円、％）

H21/9期
（始期）

計画 13,866 6,617 13,163 6,268 12,506 △ 1,142

実績 6,824 13,845 6,648 13,420 6,571 13,032 △ 616

計画比 △ 21 31 257 303 526

計画 18,648 9,188 18,527 9,546 19,158 870

実績 9,144 18,601 9,693 19,617 9,689 19,412 1,124

計画比 △ 47 505 1,090 143 254

計画 74.35 72.02 71.04 65.66 65.27 △ 9.36

実績 74.63 74.43 68.58 68.41 67.81 67.13 △ 7.50

計画比 0.08 △ 3.44 △ 2.63 2.15 1.86

（注1）業務粗利益経費率＝（経費－機械化関連費用）/業務粗利益

（注2）機械化関連費用には、機械賃借料、機械保守料及びアウトソーシング費用（システム関連）等を

　　　計上しております。

（注3）コア業務純益と同様に、仕組貸出のデリバティブ損益の評価については、収益が発生した場合は

　　　実績より除外し、費用が発生した場合は実績に含め、保守的に評価しております。

業務粗利益　（b）

業務粗利益経費率
（a）/（b）

H23/9期 H24/3期 始期対比

経費（機械化関連
費用を除く）　（a）

H22/3期 H22/9期 H23/3期

 

 

(６) 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化、地域経済の活性化への貢献状況

を示す指標に対する実績 
① 中小規模の事業者に対する信用供与の残高及び総資産に占める割合 
平成 24 年 3 月期における中小規模事業者等向け貸出残高は、2,858 億円となり、計画始

期と比べ 128 億円増加いたしました。 

保証協会保証付融資を積極的に活用し、特に東日本大震災からの復興に向けて、平成 23

年 3月～9月に取り扱いした震災復旧支援資金をお取引先企業の直接・間接被害状況等を把

握して積極的に提供したこと及び法人推進エリアサポートチーム（以下、「法人推進 AST」）
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3を中心に積極的に事業性融資基盤の拡充に取り組んだことが主因であります。 

一方、中小規模事業者等向け貸出残高の総資産に対する比率については、法人預金及び個人

預金を中心に預金等が増加したこと及び日本銀行の成長基盤強化を支援するための資金供給制

度の積極活用等を主因に総資産が当初想定より増加したことにより、計画と比べ 0.41 ポイン

ト下回る 23.50%となりました。 

 総資産に対する比率については計画を下回りましたが、中小規模事業者等向け貸出残高

については、計画始期対比 128 億円増加しており、前計画期間中における北都銀行の主た

る営業基盤である秋田県の経済環境や貸出マーケットを考慮すると、相応の実績を確保で

きたものと認識しております。 

 

【図表 9】中小規模事業者等向け信用供与円滑化の状況 

（単位：百万円、％）

H21/9期
（始期）

計画 273,200 274,200 275,500 277,000 279,027 6,000

実績 273,027 278,015 277,160 281,268 286,627 285,827 12,800

計画比 4,815 2,960 5,768 9,627 6,800 6,800

計画 1,149,340 1,151,740 1,155,460 1,159,170 1,166,595 17,628

実績 1,148,967 1,133,285 1,172,896 1,167,725 1,220,128 1,216,012 67,045

計画比 △ 16,055 21,156 12,265 60,958 49,417 49,417

計画 23.77 23.80 23.84 23.89 23.91 0.15

実績 23.76 24.53 23.63 24.08 23.49 23.50 △ 0.26

計画比 0.76 △ 0.17 0.24 △ 0.40 △ 0.41

始期対比H22/9期 H23/3期 H23/9期 H24/3期

中小規模事業者等
向け貸出残高(a)

総資産(b)

中小規模事業者等
向け貸出比率
(a)/(b)

H22/3期

 

 

② 経営改善支援等取組先企業の数の取引先企業総数に占める割合 
当行では経営改善支援等取組先として、①創業・新事業開拓支援先、②経営相談先、③

早期事業再生支援先、④事業承継支援先、⑤担保・保証に過度に依存しない融資促進先の

5 項目を対象とし、取り組みを行ってまいりました。 

特に、中小企業支援ネットワーク強化事業を活用して高度・専門的な経営課題解決に取

り組んだほか、ビジネス商談会の継続開催等により、お取引先企業へのビジネスマッチン

グ支援に向けた取り組みが定着しました。加えて、融資部経営改善グループが中心となり

推進した経営改善計画策定支援に重点的に取り組んだことにより、経営相談先数が計画を

大幅に上回って推移しました。 

この結果、前計画期間における経営改善支援等取組先割合は、いずれの期においても計

画を上回る実績となりました。 

平成 24 年 3 月期においては、ビジネスマッチング先数の増加により経営相談先数が計画

                                                 
 
3本部の専門部署で経験を積んだ行員や中小企業診断士、FP 資格者等を「法人推進エリア

サポートチーム（AST）」として秋田県内の一部フルバンキング店舗に配置しております。

新規創業や異業種進出支援など地域のお客さまのニーズに対して、タイムリーで付加価値

の高い金融サービスを提供できる態勢を整備しております。 
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を大幅に上回ったことから、経営改善支援等取組先数は、計画始期対比 79 先増加いたしま

した。また、取引先企業の総数は、計画始期と比べ 69 先増加し、経営改善支援等取組先割

合は、計画を 0.14 ポイント上回る 5.02％となりました。 

平成 23 年度のビジネスマッチングにおいて、お客さまの売上高の増加に寄与した件数は

796 件で、寄与額は 4,707 百万円と試算しております。1 件当たりでは、平均約 6百万円の

売上機会の創出を実現しております。平成 24 年度以降についても、年間 50 億円規模の売

上機会の創出を維持・向上させるべく、これまで以上にお客さまとのリレーションの深化

に努めてまいります。 

 

【図表 10】経営改善支援等取組先割合の実績推移 

（単位：百万円、％）

H21/9期
（始期）

計画 20 35 35 40 40 6

実績 34 30 24 38 16 31 △ 3

計画比 10 △ 11 3 △ 24 △ 9

計画 410 410 410 415 435 73

実績 362 478 432 467 490 476 114

計画比 68 22 57 75 41

計画 4 4 2 2 1 △ 3

実績 4 6 5 2 2 2 △ 2

計画比 2 1 0 0 1

計画 2 3 3 2 2 2

実績 0 0 0 0 0 0 0

計画比 △ 2 △ 3 △ 3 △ 2 △ 2

計画 16 19 22 37 42 △ 4

実績 46 26 12 36 4 16 △ 30

計画比 10 △ 7 14 △ 33 △ 26

計画 452 471 472 496 520 74

実績 446 540 473 543 512 525 79

計画比 88 2 71 16 5

計画 10,440 10,490 10,540 10,590 10,640 252

実績 10,388 10,426 10,523 10,553 10,491 10,457 69

計画比 △ 14 33 13 △ 99 △ 183

計画 4.32 4.48 4.47 4.68 4.88 0.59

実績 4.29 5.17 4.49 5.14 4.88 5.02 0.73

計画比 0.85 0.01 0.67 0.20 0.14

H23/9期 H24/3期 始期対比

創業・新事業開拓
支援

H22/3期 H22/9期 H23/3期

合計　（a）

取引先企業総数
（ｂ）

割合　（a）/（b）

経営相談

早期事業再生支援

事業承継支援

担保・保証に過度
に依存しない融資
促進

 

 

２ 経営強化計画の実施期間 

 当行は、金融機能強化法第 12 条第 1項の規定に基づき、平成 24 年 4 月より平成 27 年 3

月までの経営強化計画を策定、実施いたします。 

 なお、今後計画に記載された事項について重要な変化が生じた場合、又は生じることが

予想される場合には、遅滞なく金融庁に報告いたします。 
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３ 経営強化計画の終期において達成されるべき経営改善の目標 

(１) コア業務純益（収益性を示す指標） 
 前計画期間において、当行の貸出金利回りは市場金利や他行との競合等の影響から低下

基調にあるほか、有価証券利回りについても市場金利動向により低下してきております。 

 また、本計画期間中においては、欧州債務問題等により世界経済を巡る不確実性が引き

続き大きく、金利・株価は平成 24 年 5 月末の低い水準にて横這いで推移することを見込ん

でおります。 

 このような前提条件において、貸出金平均残高は増加するも、貸出金利回り及び有価証

券利回りの低下等により資金利益は伸び悩むことが見込まれ、加えて、平成 24 年度以降、

自行システム構築等に係る経費負担が一時的に増加することから、平成 26 年 3 月期までコ

ア業務純益が計画始期を下回る水準に止まる見通しとなっております。 

しかし、計画期間中に貸出金等安定収益資産の着実な積み上げを図ることに加え、役務

取引等利益の増強や業務効率化等による経費の削減に引き続き取り組むことにより、計画

終期におけるコア業務純益を 3,620 百万円とし、計画始期対比 19 百万円増加させる計画と

しております。 

 

【図表 11】コア業務純益の計画 

（単位：百万円）

H22/3期 H23/3期 H24/3期 H24/9期 H25/3期 H25/9期 H26/3期 H26/9期 H27/3期 始期からの

実績 実績 実績 計画 計画 計画 計画 計画 計画 改善幅

(計画始期）

コア業務純益（本計画） 2,878 3,731 3,601 1,793 3,008 1,465 2,500 1,810 3,620 19

システム移行費用 0 0 0 0 357 714

コア業務純益（決算ベース） 3,601 1,793 3,008 1,465 2,500 1,453 2,906 △ 695
 

（注）当行は、平成 21 年 10 月に荘内銀行と経営統合し、平成 26 年中に基幹系システムの

統合（フィデアグループ用基幹系システム（「BeSTAcloud」）への移行）を予定して

おります。本件は経営統合よって生じるシステム移行であり、経営統合に伴う特殊

要因として、コア業務純益の計画策定及び計画達成状況の評価にあたり、当該移行

費用を除いております。なお、システム移行費用には、当該システム移行に伴い資

産計上するソフトウェア等の減価償却費を計上しております。 
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(２) 業務粗利益経費率（業務の効率性を示す指標） 
 本計画期間中の経費については、適正な人員コントロールを含めた人材の効率的配置及

び業務効率化等による物件費（機械化関連費用を除く）の削減を図り、計画終期では計画

始期対比 818 百万円の削減を計画しております。 

 業務粗利益は、貸出金及び有価証券利回りの低下による収入の減少等により、計画終期

では計画始期対比 1,193 百万円減少する計画ですが、業務粗利益経費率は計画始期対比

0.09 ポイントの改善を計画しております。 

 

【図表 12】業務粗利益経費率の計画 

（単位：百万円、％）

H22/3期 H23/3期 H24/3期 H24/9期 H25/3期

実績 実績 実績(始期) 計画 計画

経費（機械化関連費用を除く） 13,845 13,420 13,032 6,259 12,553

業務粗利益 18,601 19,617 19,412 9,114 17,557

業務粗利益経費率 74.43 68.41 67.13 68.67 71.50

H25/9期 H26/3期 H26/9期 H27/3期 始期からの

計画 計画 計画 計画 改善幅

経費（機械化関連費用を除く） 6,152 12,270 6,247 12,214 △ 818

業務粗利益 8,869 17,174 9,200 18,219 △ 1,193

業務粗利益経費率 69.37 71.44 67.90 67.04 △ 0.09
 

 （注 1）業務粗利益経費率＝（経費－機械化関連費用）/業務粗利益 

 （注 2）機械化関連費用には、機械賃借料、機械保守料、アウトソーシング費用（シス

テム関連）等を計上しております。 
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４ 経営の改善の目標を達成するための方策 
(１) 当行における収益の現状と課題 
 前計画期間においては、トップライン収益の増強を図るため店舗機能の見直しと営業店

事務の BPR 推進による営業人員の捻出（＝現場力の強化）に取り組み、一定の成果があっ

たと認識しておりますが、現場力強化の観点から効果は十分とは言えませんでした。 

 この結果、平成 24 年 3 月期のコア業務純益（仕組貸出のデリバティブ損益を除く）は、

計画始期より 747 百万円改善しましたが、計画を 1,039 百万円下回りました。貸出金の平

均残高は計画を上回りましたが、市場金利の低下等を背景とした貸出金利回りの低下等に

より、貸出金利息収入は減少基調にあり計画を 959 百万円下回るなど、貸出金利息収入の

増強は当行の喫緊の課題であります。 

 貸出金利息収入の増強等による収益力の強化には、経営強化計画に掲げる各種施策を全

82 ヵ店に十分に浸透させることが必要だと考えております。 

 加えて、地域企業の持続・成長や事業転換の可能性などを親身になって一緒に考え、高

い付加価値（課題解決力）を組織的かつ継続的に提供する地域密着型金融をビジネスモデ

ル化することが、今後の課題であり、ひいては、地域経済の活性化に繋がるものと考えて

おります。 

 

(２) 経営強化計画における基本方針 
 北都銀行が創業 120 周年を迎える 2015 年における「ありたい姿」とその実現に向けた「新

しいベクトル」として、「2015 北都維新ビジョン」を平成 23 年 4 月に策定しスタートい

たしました。また、このビジョンを実現するために、新しく制定したスローガン「お客さ

まを知る。地域に応える。」を全役職員が共有し、地域・秋田へのコミットメント強化とコ

ーポレートブランド価値の向上に取り組んでおります。 

 前計画期間中、当行は ISB・個人リテール専門店舗の拡大等新しいチャネル戦略の展開、

時間延長営業の拡大、お客さまニーズにお応えするコンサルティング営業の展開などによ

り、法人・個人のお客さまの預金のほか、法人向け貸出、地方公共団体向け貸出等を中心

に貸出金が伸長するなど、お客さまから多大なるご支持を頂戴いたしました。 

 一方、地域経済は、少子高齢化と地域人口の減少や経済・雇用情勢の低迷等様々な課題

を抱え、依然として厳しい状況が続いております。 

 また、昨年 3 月に発生した東日本大震災による影響は多岐に亘り、真の復興を目指す上

で、地域金融機関として当行の果たすべき役割は、ますます大きくなっていくものと認識

しております。 

 震災に強い街づくり、東北の農林水産業復活と 6次産業への進化、電力供給の維持と環

境にやさしい持続可能な電源開発など、復旧の枠にとどまらない未来志向型の復興に官民

一体となって取り組む重要性を痛感しております。 

 こうした現状認識と様々な環境の変化を踏まえて、当行の存在意義である経営理念4に立

                                                 
 
4 北都銀行経営理念：健全経営をすすめ 地域とともに 豊かな未来を創造します 
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ち返った新たなビジョンの策定と、その実現に向けて、地域・秋田の可能性に光を照らし、

地域の発展のため知恵を出し、汗をかくことで、永続的に地域の皆さまの期待と信頼に応

える企業になることを目指しております。 

 「セールス to コンサルティング」と「Speed & Challenge」を両輪として、新リテール

戦略5を推し進め、これまで以上に「お客さまとの接点拡大及び取引深化」に努めるととも

に、「新産業・新事業の創出」を全面サポートし、地域（秋田）とのさらなるコミットメン

ト強化に全行を挙げて取り組んでまいります。 

 

【図表 13】「2015 北都維新ビジョン」の機軸となる戦略・考動 

お客さまを知り、
地域に応える

金融情報サービス業
へ

地域（秋田）へのさらなるコミットメント強化

全行員の考動の基軸
＝維新のベクトル

「セールス to コンサルティング」

新リテール戦略

攻
め

の
IT戦

略革
新

の
チ

ャ
ネ

ル
戦

略

2011年

2015年2015年

組織風土の刷新

前例に捉われない
Speed＆Challenge

 

 

① 「セールス to コンサルティング」の実践 
 コンサルティングのスタートは「お客さまを知る」ことから始まります。北都維新ビジ

ョンの横串である「セールス to コンサルティング」の考え方は、「お客さまを知り、お客

さまのニーズに合致した商品やサービスを選択して提供する」ということであります。単

に「売らんかな」のセールスはお客さまも望んではおりません。お客さまと向き合い、要

望を聴き取り、それに相応しい商品やサービスを選択し、お客さま視点での情報提供を行

うことで、結果として、地域の再生・発展に繋がるグッドサイクルを回してまいります。 
また、個人から法人まで（新リテール分野）のすべてのお客さまと接する機会を増やし、

お客さまを知るということを大切にし、「金融情報サービス業」としてお客さまのニーズを

捉え、その先の展望を組み込んだお客さま視点での情報提供を展開してまいります。 
                                                 
 
5 個人に加え、中小企業等を「新リテール分野」と捉えております。例えば会社オーナー

であれば「事業者」としての顔と「資産保有者」としての顔を持っておりますが、このう

ちひとつの顔だけを取り出して捉えるのではなく、個人及び中小企業等を一体として有機

的に結び付ける金融情報サービスの提供を展開する戦略です。 
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 平成 23 年 10 月より、フルバンキング店舗等 58 ヵ店にカスタマー・リレーションシップ・

マネジメント（以下、「CRM」）システムを導入いたしました。 

 この CRM システムを最大限活用し、お客さまとの接点の量と質を深め、お客さまニーズ

に即したソリューションをスピーディに提案することでお客さまからの信頼を獲得し、融

資取引の深化へ結び付けていく営業活動が「地域密着型金融」の本質であると理解してお

ります。このリレーション営業（以下、「R 営業」）を徹底していくことで、中長期的スパ

ンでの収益力向上へ結び付けてまいります。 

また、前計画期間中当行が取り組んできたバンカシュアランスで培ってきたコンサルテ

ィング力を、数多くのお客さまに提供していきたいと考えております。例えば「北都ほけ

んの窓口」へご来店されたお客さまのライフプランに応じて住宅ローンの専門部署を紹介

するなど、多様なチャネル及び取引間のコラボレーションを強化し、お客さまにご満足い

だだける上質な金融情報サービスの提供を徹底してまいります。 

 
② 「Speed & Challenge」の実践 

スピードは最大の武器となります。常に時代の流れを見つめ、変化を迅速・適確に捉え

る感性を磨き、新しい課題に積極果敢に挑戦し、機敏に行動し続けることで、お客さまに

喜んでいただきたいと考えております。 

また、日頃から「考える習慣」を大切にし、目的に向かって自ら考え、創意と工夫を生

み出し、それをお客さまへ提供する活動を展開してまいります。 

 変化の激しい時代の中で素早い対応は必要不可欠であり、失敗を恐れず失敗を活かす「挑

戦する精神（チャレンジングマインド）」を大事にすることで、モラール（士気）の高い組

織風土を創り上げ、地域（秋田）から日本を変える気概を持って地域再生に取り組んでま

いります。 

 

【図表 14】経営強化計画における基本方針 

事業者

お客さまを知る。地域に応える。お客さまを知る。地域に応える。

セールスtoコンサルティングセールスtoコンサルティング Speed & ChallengeSpeed & Challenge

秋田へのコミットメント強化秋田へのコミットメント強化

個人新リテール

バンカシュアランスとの
コラボレーション戦略事業承継、M&A

資産承継金融円滑化

CRM ISB・SRB

お客さま接点アップ
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(３) 経営戦略及び主要施策 
① 組織体制の整備 
(イ) 3 つの委員会（Committee）の新設 
前計画期間中は、①店舗機能を明確化（フルバンキング店の集約（64カ店⇒33カ店）と併

せ、法人取引を集約化）し専担者を増強するとともに、②営業店事務の本部集中化により営

業効率を高め、③お客さまと接する時間（営業活動の時間）の捻出による顧客接点機会の増

加と④法人取引開拓専門部隊の増員により法人営業力を図ってまいりました。店舗機能

の変更（フルバンキング店舗からリテール店舗への変更）は、お客さまの利便性等を十分

に考慮し 12 ヵ店に止まりましたが、店舗ごとの役割課題の定着に一定の成果があったと認

識しております。 

今後は、地域ごとの役割課題を明確化し、地域別戦略の確立による収益力の強化と取引

基盤の拡充を図ってまいります。また、秋田県内の事業所のうち約 30％が所在する「秋田

市」での取引基盤拡大を図ってまいります。 

加えて、R 営業の推進には人員と時間が必要となるため、前計画で取り組んできた営業

店事務の BPR6を更に推し進めるとともに、融資業務プロセスの見直しによる与信業務のス

ピード向上等抜本的な BPR 施策の抽出・実行を図ってまいります。 

 
【図表 15】秋田県内の事業所数 

（単位：先、人）

事業所数 割合 従業者数 割合

55,433 100.0%  445,988 100.0%

秋 田 市 16,154 29.1%  153,289 34.4%

能 代 市 3,433 6.2%  25,229 5.7%

横 手 市 5,370 9.7%  40,730 9.1%

大 館 市 4,087 7.4%  33,563 7.5%

男 鹿 市 1,471 2.7%  9,830 2.2%

湯 沢 市 3,017 5.4%  21,448 4.8%

鹿 角 市 1,746 3.1%  13,195 3.0%

由 利 本 荘 市 4,241 7.7%  33,671 7.5%

潟 上 市 1,259 2.3%  8,522 1.9%

大 仙 市 4,820 8.7%  35,557 8.0%

北 秋 田 市 1,986 3.6%  13,454 3.0%

に か ほ 市 1,361 2.5%  12,455 2.8%

仙 北 市 1,741 3.1%  11,317 2.5%

そ の 他 4,747 8.6% 33,728 7.6%

出典:平成21年経済センサス調査

秋 田 県

 
 
                                                 
 

6 BPR：Business Process Reengineering（ビジネス・プロセス・リエンジニアリング）の

略で、企業内部での仕事の流れを合理化・簡素化するために、事務フローや体制を

ゼロから見直す（リエンジニアリングする）経営手法を意味します。 
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（a）地域戦略コミティの新設 

秋田県内の地域ごとの現状や課題を浮き彫りにし、短期・中期・長期の地域戦略を構

築するため、平成 24 年 7 月より「地域戦略コミティ」を立ち上げ、当行地区担当役員と

各地区を統括する母店長・グループ長それぞれの地域ごとの課題を明確化し、地域の業

種特性等を考慮した戦略・施策を審議・検討し、実践してまいります。 

また、地域別戦略の確立により、経営資源の戦略的な配分と地域ごとの適確な対策を

講じ、地域を支え・雇用等に影響力のある企業のサポート強化、地域の次代を担う企業

群の育成を図ってまいります。 
  営業店と本部間の横断的な会議体を設けることで、営業店及び経営陣並びに本部間の

連携を一層強化し、地域戦略や施策の実効性を高めてまいります。 

 

【図表 16】地域戦略コミティの展開イメージ 

地区担当役員 地区担当役員 地区担当役員

母店長母店長母店長

地域振興部長

融資部長 経営企画部長

営業戦略部長

大
曲
仙
北
地
区

横
手
平
鹿
地
区

湯
沢
雄
勝
地
区

能
代
山
本
地
区

大
館
鹿
角
地
区

秋
田
地
区

地域内取引
シェアアップ

委員長＝頭取

地域戦略コミティ

統括責任者・営業店サポート部担当役員

担当役員

人事部長

仙
台
地
区

東
京
地
区

営業店サポート部
法人推進チーム

（新 設）

秋田地区
シェアイン

本
荘
に
か
ほ
地
区

営業店サポート部長

男
鹿
南
秋
地
区

地区担当役員

本店営業部長

グループ長

県内との
連 携

 

【図表 17】地域戦略コミティの概要 

目的  各地域における課題や情報等の共有及び将来の展望を踏まえた地域

戦略の確立並びに戦略実効性の確保 

 地域ごとの営業推進進捗状況、要因分析、対策等の PDCA 発揮 

位置づけ 地域戦略の方針や地域の課題・情報に対応した施策等を検討・審議する

機関 

構成  委員長を頭取とし、副委員長は営業店サポート部担当役員が務める

 地域戦略 com には、役員のほか母店・グループ長、本部部長のほか、

検討・審議事項に関係する者が参加 

開催 原則として月 1回開催。必要に応じて随時開催 
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（b）法人推進コミティの新設 

  平成 24年 7月に、法人取引推進専担セクションとして「法人推進チーム」を営業店サポ

ート部に新設いたします。従前は、秋田市内のフルバンキング店舗に設置した法人推進室

（6 室）に法人推進 AST9 名を配置しておりましたが、新たに本部組織として 7 名を配置

（秋田市内の「法人推進室」は廃止）し、特に秋田県内の事業先数の約 30％を占める「秋

田市」における取引シェアの向上を図ってまいります。 

  また、営業店サポート部が、全 82 ヵ店からの情報を一元的に集約・管理し流通させる

とともに、営業店サポート部内の法人推進チームを活用し、事業先に加え、事業先オー

ナー及び従業員の取引深耕を推進してまいります。 

  加えて、秋田市内営業店と営業推進関連部（営業店サポート部、地域振興部、営業戦

略部）及び融資部との連携を強化し、営業店と本部が一体となった取り組みを展開する

とともに、秋田市内におけるお取引先企業の動向や地域情報等の共有化を図るため、「法

人推進コミティ」を新設いたします。 

  法人推進コミティを活用し、情報リレーション活動（後述）のフロントランナーとし

て秋田市内店舗を位置づけ、その定着と実効性向上を図ってまいります。 

 

【図表 18】法人推進コミティの展開イメージ 

秋田西グループ

地域振興部 営業戦略部

法人推進コミティ

秋田北グループ秋田中央グループ

秋田東グループ融資部

委員長:営業店サポート部担当役員

営業店サポート部
法人推進チーム

（新 設）
秋田南グループ営業店サポート部

本店営業部

 

 

（c）BPR 推進委員会の新設 

 営業店が営業推進に専念できる体制を構築するため、営業店事務の軽量化・本部集中

化に向けた施策を推進する部署として平成 21 年 4 月に BPR 推進室を立上げ、加えて平成

21 年 10 月には融資事務の軽量化・本部集中化を図るため融資事務センター（現融資事

務管理部）を開設いたしました。さらに平成 21 年 10 月から平成 22 年 4 月にかけて営業

店事務を後方処理する部署として 3 ヵ所（横手・秋田・大館）に地区センターを設置し、
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事務の効率化及び本部集中化を図ってまいりました。その結果、営業店の内部事務人員

を 79 名削減し、その中から本部渉外人員(本部所属となるが各営業店へ配属され営業推

進に特化する役割を持つ行員)を 57 名捻出しております。 

 

【図表 19】前計画における営業店人員の推移             （単位：人） 

配置 人員 平成 21 年 4 月 平成 24 年 3 月 増減 

内部事務 475 396 △79

営業推進 485 576 91

 

営業店 

(うち本部渉外) (0) (57) (57)

営業店人員合計(本部渉外含む) 960 972 12

（注）算出方法:当行行内資料の営業店組織図に基づき算出 

 

本部渉外の人員捻出効果はあったものの、営業店事務の軽量化・本部集中化は道半ば

であり一層の推進を図り「営業店におけるお客さまとの接する時間（営業推進に充てる

時間）」を捻出するため、事務サポート部 BPR 推進室が展開する各種 BPR 関連施策につい

て、本部各部からの目線を含めた検証を機動的に行い、全行レベルでの BPR 施策の抽出

を図り営業力の強化に資するため、本部横断的な BPR 推進機関として、平成 24 年度上半

期中に「BPR 推進委員会」を新設いたします。 

  営業店事務の BPR に加え、融資業務プロセスの再構築や業務のアウトソーシング等抜

本的な BPR 施策を抽出・実行し、営業力の強化に加え、業務効率の向上による経費削減

にこれまで以上に取り組んでまいります。 

 

【図表 20】BPR 推進委員会の展開イメージ 

ＢＰＲ推進委員会

委員長 ： 事務サポート部担当役員

【事務サポート部】
事務集中センター
秋田地区センター
大館地区センター
横手地区センター

融資事務管理部

82ヵ店
（フルバンキング店）

（リテール店）
（ＩＳＢ、ＳＲＢ）

《 本部関連部のサポート 》

事務サポート部ＢＰＲ推進室
営業店サポート部、営業戦略部、融資部

人事部、総務部、システム部、経営企画部

・従前ＢＰＲ施策の見直し
・融資業務の事務プロセス分析
・融資実行の本部集中推進
・経費支払の本部集中推進
・法人ＩＢ等サービス活用推進
・営業店の意識改革

「効果を実感できる営業店ＢＰＲ」
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(ロ) 本部組織（営業関連部）の再編 
 個人から法人までの新リテール分野への取り組みを強化するため、これまで個人営業と

法人営業に区分けしていた営業関連本部体制を見直し、「営業戦略部」として個人及び法人

営業の企画・統括部門を平成 24 年 7 月より統一いたします。 

 個人及び法人営業企画・統括部門の融合を図ることにより、業務の互換性・効率性を高

め、お客さまへ提供する商品・サービスの質を向上させてまいります。 

 また、営業推進部門（営業店サポート部）と営業企画・統括部門（営業戦略部）の役割

と責任を明確化（推進部門と企画・統括部門の区分けを明確化）し、現場（営業店）のサ

ポート態勢の充実及び商品・サービスの企画・推進力を強化いたします。 

 加えて、地域の課題に真正面に向き合い、地域経済の活性化に資するセクションとして、

「地域振興部」を新設いたします。秋田県は、少子高齢化と人口減少の最先進県として、

その対策は大きな課題であります。雇用の場が増えれば人口も増え、子供を生み育てる意

欲も湧きます。新しく産業創出を企て、雇用吸収力を高める方策を産学官の力を合わせ、

知恵を出し、多様なプロジェクトを企画・実行していくことで、全力を挙げて「秋田の活

性化」に取り組んでまいります。 

 

【図表 21】本部組織再編（平成 24 年 7 月）の概要 

改正前 平成 24 年 7 月 1日付改正 

法 人 開 発 グ ル ー プ

公 務 グ ル ー プ

ア ジ ア 戦 略 支 援 室

個 人 開 発 グ ル ー プ

ライフプランサポートグループ

金融ｻｰﾋﾞｽ事務ｾﾝﾀｰ

営業店ｻﾎﾟｰﾄ部

法 人 企 画 部

個人ﾘﾃｰﾙ企画部

 営

コンサルティンググループ
営 業 戦 略 部

ロ ー ン ス テ ー シ ョ ン

バンカシュアランスグループ

営 業 企 画 グ ル ー プ

アジア戦略グループ

成長ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ

地 域 振 興 部

営業店ｻﾎﾟｰﾄ部

 

 

② マーケット（成長産業及び戦略エリア）戦略 
(イ) 成長分野への取り組み強化 

 当行収益の根幹を成す貸出増強と地域活性化への貢献の双方を満たす推進施策として、

地域の成長ビジネスへの取り組み強化を掲げており、平成 24 年 7 月に地域振興部成長ビジ

ネスサポートグループ及びアジア戦略グループを新設し、アグリビジネス、新エネルギー

（風力）・環境ビジネス、医療・介護・福祉ビジネス、アジアビジネスのビジネスモデル化

に注力してまいります。 

 成長ビジネスへの取り組みについては、「項目 6（2）中小規模の事業者に対する信用供

与の円滑化のための方策」に記載いたします。 
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(ロ) 戦略エリア（秋田市）への取り組み強化 

前計画において秋田県内のフルバンキング店舗に設置した法人推進室については、当行

の法人推進セクションとしての役割が明確になりましたが、より専門性の高い分野の情報

提供等について、取り組みが地域ごとにバラツキが見られるなど組織体としては形式的に

なっていた部分が見られました。 

こうした実態を踏まえ、本計画においては、母店長及びグループ長が「法人推進責任者」

として地域の法人推進を統括する体制とし、前述の「地域戦略コミティ」の立ち上げにより、

地域ごとの課題等を浮き彫りにするとともに、タイムリーかつ有効な方針・対策により本部

施策等の浸透を図ることで、地域内取引のシェアアップを図ってまいります。 

また、法人推進 AST の配置については、前計画を見直し、「地域戦略コミティ」において

十分に検討・審議していくことで、効果的かつ機動的な人材配置を実現してまいります。 

加えて、秋田県内の重点地区である秋田市については法人推進 AST を廃止し、新たに「法

人推進チーム」が営業店と連携して地域のお客さまをサポートする体制といたします。 

なお、秋田市以外の地域については、前計画に引き続き法人推進 AST を配置し、秋田県内

マーケットの掘り起こし、既存取引先のシェアアップ、成長分野への取り組み強化などの活

動に注力してまいります。 

特に、地域経済の活性化に資する成長分野として、「アグリビジネス」、「新エネルギー（風

力発電）ビジネス」、「医療福祉介護ビジネス」、「アジアビジネス」を挙げ、積極的にお客さ

まニーズを取り込んでまいります。 

 

【図表 22】営業店サポート部法人推進チームの活動イメージ 

コンサルティング営業・情報営業 本部連携による専門知識の提供 個人リテールとの融合

・創業支援による雇用創出

・新規先開拓による従業員取引の拡大

・オーナー層の資産運用取引拡大

・従業員（ローン・決済口座等）取引拡大

・ターゲットリスト先への工作

・コンサルティング営業の実践
（助成金・税効果等の提案）

・オーダーメイドのファイナンス提供

・多様なソリューションの提供

・業務提携先との連携強化

・営業店長との帯同訪問強化

・法人推進AST育成・研修企画

・提案ツールの作成

「秋田市」における取引シェアの拡大

②事業承継・②事業承継・M&AM&A・・ABLABL活用活用

（業務提携先の活用）（業務提携先の活用）
③新規先・創業支援サポート③新規先・創業支援サポート
（オーナー・従業員取引推進）（オーナー・従業員取引推進）

①ターゲットリスト先①ターゲットリスト先
優良先の開拓優良先の開拓

ボリューム増強 地域活性化他行差別化

「秋田市」におけるリレーション（R）営業の実践
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③ 営業推進態勢の強化 
(イ) 情報リレーション活動の展開とお客さま接点の拡大 

 中小企業における経営上の問題から事業先オーナーの様々な悩みや個人取引先の個人的

なニーズに至るまで様々なニーズを収集し、地域の情報集積拠点として、企業や個人のラ

イフサイクルに応じた情報提供や提案活動を繰り返し行っていく活動を、営業店と営業店

サポート部等本部が連携して展開してまいります。 
 情報リレーション活動については、「項目 6（2）中小規模の事業者に対する信用供与の

円滑化のための方策」に記載いたします。 

 なお、法人取引の拡大に向け、行内における業績表彰制度について、「法人取引間口の拡

大」及び「優良貸出先の新規開拓」並びに「法人推進担当者の育成」といった観点から、

平成 24 年度下半期より評価方法を変更することで、法人取引基盤・法人取引推進に係る人

材基盤の充実を図ってまいります。 

 
(ロ) 女性行員の戦力化及び女性の起業支援の強化 
 昨今における経済の低迷、少子高齢化に伴う人口の減少といった様々な課題解決のため

に、女性の活用に期待が高まっております。 

こうした環境下、女性行員を活用してきめ細かな商品やサービスを企画・推進すること

によって、お客さまニーズを着実につかみ、当行の成長に繋がるものと認識しております。 

 加えて、女性が新しい視点でビジネスを志しその成長を目指すことは、地域社会や経済

に変革をもたらし地域活性化への原動力となることから、意欲ある女性の起業活動に対し、

資金・ネットワーク・企業ノウハウ等の総合的なサポートを実施してまいります。 

 

 （a）当行における女性行員の戦力化促進 

  当行の行員全体に占める女性行員の割合は年々高まっており、これに比例して、女性

の管理職登用率（管理職全体に占める女性行員の割合）も高まっております（平成 19

年 4 月の管理職登用率は 1.2％でしたが、平成 24 年 4 月では 5.4％となっております）。

また、今後行員全体に占める女性行員の割合は益々高まっていくものと想定しており、

女性行員の活躍機会拡大を図り、男女公平感のある管理職登用を進めることが、今後の

当行の成長に不可欠なものと認識しております。 

  こうした中、当行では以下の施策を進め、女性の戦力化を実現し、モラール・生産性

の向上を図ってまいります。 

  なお、当行では、女性行員の戦力化促進に向け、【図表 23】のとおり諸制度を整備し

ており、女性が働きやすい環境づくりに積極的に取り組んでおります。 

○ マネジメントリーダー（管理職ポスト）、専門分野リーダーなどを期待できる人材を

選抜し、女性リーダー研修を実施 

将来の管理職候補者を中心に、意識改革と業務マネジメントについて、インター

バル研修（間隔を置いて複数回開催する研修）を実施していくことで、マネジメン

ト力の高い人材の育成を図ってまいります。 
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○ 新たな職能開発に向けた養成プログラムの推進 

 法人推進担当者の養成に向け、OJT7、研修、自己啓発を組み合わせた養成プログラ

ムを構築・展開してまいります。 

 
○ 能力の高い契約行員を行員登用 

契約行員への人事面談の継続及び後述のスキルチェックシートを活用した能力・

特性の把握を進め、フォローアップ研修の実施による業務スキル及びモラールの向

上を図ってまいります。 
 
【図表 23】女性行員の戦力化に向けた諸制度の整備状況 

 育児休業・時短勤務 

 育児休暇は最長で子供が満 1歳 6ヵ月に達するまで取得可能。 

 1 時間を限度として、始業時刻の繰り下げ又は終業時刻の繰り上げ勤務が可能。 

 企業内保育所 

 子育て中の行員が安心して働くことができるよう、企業内保育所を設置。 

 フレックスタイム制度 

 就業時間の弾力化が可能。 

 コース転換 

 勤務地域を限定しない総合職と転居を伴う転勤のないエリア総合職のコース選択

が可能で、1 年に 1 回コース転換の申し出が可能。 

 
 （b）女性の起業支援の強化 

   Café・美容院・エステ・雑貨販売など女性が起業しようと考えている事業の中には、

店舗改装費・仕入資金など予想以上に資金が必要となってくる場合があります。 

   当行では、そうした女性の起業ニーズに対応するため、女性専用の創業融資商品（制

度）を、平成 24 年度中を目処に開発し提供してまいります。 

また、起業にあたってのビジネスプランの策定に向けたサポートなど、意欲ある女

性の起業活動に対し、資金・ネットワーク・起業ノウハウ等の総合的なサポート態勢

を構築することにより、女性起業支援を強化し、地域の活性化に貢献してまいります。 

 

(ハ) 個人リテール取引推進態勢の強化 

（a）個人リテール戦略における基本方針 

 お客さまの重要なライフイベント等への適確な「ライフプランニング」の提案を軸と

し、利便性の高いチャネル構築と、相談・提案スキルの高い人材育成を並行して推進し、

                                                 
 
7 OJT（On-the-job-Training）とは企業内で行われる企業内教育・教育訓練手法の一つで、

具体的な業務を通じて業務に必要な知識・技術・態度などを意図的・計画的・継続的に指

導し、習得させることによって全体的な業務処理能力や力量を育成する活動をいいます。 
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「セールス to コンサルティング」をベクトルに、お客さまを「満足」から「感動」へ導

くことにより、ロイヤリティの向上を実現し、生涯取引に繋がるお客さま基盤の充実を

進めてまいります。 
また、「お客さまの声」を積極的に施策に織り込み、リアルチャネル（ISB、個人リテ

ール店舗、保険の窓口等）とリモートチャネル（総合コンタクトセンター、ATM、WEB 等）

の融合により、既存のお客さまの利便性向上によるお取引拡大に加え、お取引をいただ

いていないお客さまとの接点拡大を積極的に推進し、秋田県内における取引シェアアッ

プを図ってまいります。 

 

（b）総合コンタクトセンターの設置 

「真の営業店支援」8を基本とした「総合コンタクセンター」を設置し、個人預金基盤拡

充（年金層開拓、キャンペーンのご案内等）に向けた取り組み、住宅ローンをご利用い

ただいているお客さま、投信及び保険をご購入いただいたお客さまのアフターフォロー、

バンカシュアランスの推進（保険相談窓口への集客、トスアップフォロー等）を充実さ

せることで、様々な個人リテール業務のクロスセル態勢を構築してまいります。 

 

【図表 24】総合コンタクトセンターの設置スケジュール（予定） 

スケジュール 平成 24 年度中（予定） 

〔インバウンド〕 

商品・サービス問合せ（IB 照会含む） ほか 

コールセンター業務 〔アウトバウンド〕 

キャンペーン商品のご案内、保険をご契約いただいた方へ

のアフターフォロー、ローン等のサンクスコール ほか 

主
要
業
務 

コンタクト業務 
各種事務集約（クレジット、保険、IB 等）、各種 DM 発送業

務 ほか 

 

（c）トスアップモデルの構築 

お客さまとの接点を持つ「営業店スタッフ」によるニーズキャッチと各専門業務に精

                                                 
 

8通常営業時間内での来店客への接点は限定的であり、特に非来店客層（主に就業層）と

の接点は、リモートチャネル（総合コンタクトセンター、ATM、WEB チャネル）への誘導が

効果的であります。 

ライフプランニング提案を軸とした営業態勢を強化する中で、リモートチャネルの中で

も、「商品、サービスの問合せを均一かつ高い品質」で「サービス対応時間を充実」させて

行うインバウンドや「より良いサービス、お得な情報」を顧客セグメントにより提供する

アウトバウンドを行う「総合コンタクトセンター」は、当行が目指す「セール to コンサル

ティング」の入口という位置づけであります。 

また、平日営業時間延長、土日祝日営業を行う ISB、個人特化型店舗の SRB 等、渉外行

員を置かないリテール店舗の営業を総合コンタクトセンターが支援し、バンカシュアラン

スへの誘導をより効率的に行う効果も期待できるものと考えております。 
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通したスタッフ（LPA、ローンステーション（以下、「LS」）、スペシャルインストラクタ

ーチーム（以下、「SIT」））との連携により、より多くのお客さまへの接点の拡大と、専

門スタッフによる質の高いサービスの提供を目指してまいります。 

また、専門スタッフ間の業務連携により、資金調達（ローン）、資産形成（保険、預金）、

資産運用（投資信託）、備え（保険）等、あらゆる世代のお客さまのライフイベントに対

応した金融サービスをワンストップで提供してまいります。 

営業店に平日ご来店いただけない就労層のお客さまの ISB、SRB へのトスアップ（お客

さまのニーズや情報等を専門人材やチャネル等へ繋ぐこと）により、お客さまの利便性

を高めてまいります。 

 

【図表 25】トスアップモデルのイメージ 

 

 
ｽﾀｯﾌ/ﾁｬﾈﾙ トスアップ例 ｽﾀｯﾌ/ﾁｬﾈﾙ
営業店 住宅新築等のお客さまの相互連携 LS 

営業店 ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ、保障見直しﾆｰｽﾞのお客さまの相互連携 LPA 

営業店 相続、資産承継等のお客さまへの連携 SIT 

LS 保障（保険）＋住宅ﾛｰﾝのお客さまへの連携 LPA 

LS ﾛｰﾝ＋相続対策のお客さまへの連携 SIT 

LPA 保障設計＋相続対策等のお客さまへの連携 SIT 

営業店 休日のご相談希望のお客さまへの連携 ISB/SRB 

 
(ニ) 預り資産推進態勢の強化 
（a）投信販売態勢の再構築（全天候型営業体制の構築） 

研修態勢の充実した投信会社やメガバンクの販売ツール・研修カリキュラムの導入に

より、販売員が証券会社レベルの情報提供・コンサルティングができるようレベルアッ

プさせ、各販売員スキルの標準化を図ってまいります。 

お客さまのニーズキャッチ 

住宅ローン 生命保険 資産運用 

ISB、SRB 

店舗チャネル 
トスアップ（営業店⇔専門ｽﾀｯﾌ）

トスアップ（専門スタッフ間） 

専門スタッフ 

休日営業 

トスアップ（店舗間） 
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また、タブレット型端末等お客さまに分かり易いご説明ツールを導入し、徹底したア

フターフォローの実施を通じてお客さまが必要とする金融情報等を提供し、安心してお

取引いただけるよう販売態勢を整備してまいります。 
 
（b）投資信託商品ラインナップの充実 

リスク量を抑えつつ安定した収益の確保と信託財産の成長を目指すタイプのファンド

等を導入し、元本確保嗜好の強いお客さまへご案内することにより、投信取引の基盤拡

大に取り組んでまいります。また、魅力あるミドルリスク商品等を導入し、多様化する

お客さまニーズに対応できる商品ラインナップの充実に努めてまりいます。 
なお、リスク性商品のご提供にあたっては、お客さまの知識、経験、財産の状況、投

資目的等に応じた商品・サービスをご提供するとともに、ご提供にあたってリスクやコ

ストを含めた十分な説明に引き続き努めてまいります。 
 
（c）生命保険商品ラインナップの充実 

お客さまニーズを適確に把握し、高齢者を含めお客さまが分かり易い比較的リスクの

小さい保険商品の導入により、商品ラインナップの充実に努めるとともに、引き続きお

客さまのニーズに見合った保険商品の提案に努めてまいります。 
 

(ホ) 資産承継・法人保険等コンサルティング業務の強化 
事業先オーナーの資産・事業承継ニーズ等への対応を強化するため、平成 24 年 7 月に営

業戦略部コンサルティンググループを新設いたします。 

営業戦略部コンサルティンググループ内に、新たにコンサルティングチームを組成し、

生命保険会社等とタイアップの上、資産承継相談案件の発掘と各種分析（自社株評価・事

業者退職金・相続税等）及び分析結果に基づいたコンサルティング・提案を行い資産承継・

相続ニーズへ対応してまいります。また、法人保険分野の販売態勢を強化し、事業承継ニ

ーズにも対応してまいります。 

富裕層の相続ニーズへの対応については、相続に関するセミナーの開催等によりニーズ

を発掘し、オーダーメイドのコンサルティング提案を提供してまいります。 

 

(ヘ) バンカシュアランス推進態勢の強化 
人口減少、高齢化が進展する秋田県において、資産形成層から資産運用層にいたるお客

さまのライフイベントに積極的に関わり、一生涯必要とされる銀行になるとともに、保障

性保険提案を新たな収益機会の切り口とするべく積極的に推進し、保障性保険におけるス

トック収益の増強と、各金融商品、サービス、チャネルと融合した複合的収益（クロスセ

ル）増強を図ってまいります。 

営業戦略部バンカシュアランスグループでは、保障性保険分野における企画・商品選定・

推進態勢を一層強化するとともに、お客さまニーズに応じた総合的なライフプラン提案営

業を強化してまいります。 
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○ ライフプランアドバイザー（LPA）の増員と育成 

お客さまに総合的かつ専門的にコンサルティングができる LPA 人材の育成を強化し

てまいります。保障性保険の提案のみならず、お客さまのライフイベントに応じた商

品・サービスの提案ができるフィナンシャルプランナー化を進めてまいります。 

 

○ チャネル融合による集客増加と当行未取引先との取引開拓 

これまで実施している「（営業店）トスアップ」による集客のほか、商品・サービス、

広告、ISB 等の店舗機能、WEB を融合した集客増加を図ってまいります。 

特に、当行とお取引いただいていないお客さまとの取引開拓を強化し、保障性保険

とのトータルコンサルティングサービスの提供に努めてまいります。 

 

○ クロスセル体制の構築による新たな収益機会の創出 

LPA によるライフプランコンサルティングを基点とした銀行取引（特に住宅ローン

等の資金調達や決済サービス）の拡大を図り、複合的収益増強を図ってまいります。 

 

○ お客さま満足度の向上とコンプライアンス態勢の強化 

CRM を活用したお客さま情報の一元管理、コールセンター等の活用により、アフタ

ーフォロー体制を構築し、お客さま満足度の向上を図ってまいります。 

また、コンプライアンスの第一義を「お客さま保護」と捉え、当行をご利用いただ

いたお客さまからの声（要望を含む）を今後施策に織り込みながら、サービス水準の

向上を図ってまいります。 

 

(ト) 人材開発 

 経営戦略を実現し、収益力を強化していくためには、自ら考え行動する「自己リーダー

シップ」を備えた人材、コンサルティング力を兼ね備えた人材を増やしていくことが重要

と捉えております。「お客さまを知り、地域に応える『金融情報サービス業』」を実践して

いくために、人材の「質的向上」を進めてまいります。 
 
（a）研修メニューの拡充 

  お客さま視点での活動のベースとなる人間力（誠実さ、勤勉さ、謙虚さ、勇気、忍耐、

正義等）を向上させ、コンサルティング力及びマネジメント力を強化するため、行内研

修及び外部講師等による外部機関との連携を拡充・強化してまいります。 

人間力を高める … 超階層リーダーシップ研修、フィデアリーダーシップ研修 

  ～外部講師活用、当行及び荘内銀行合同開催による「刺激」

「気づき」の場の拡充 

中小企業金融・ … R 営業研修～企業訪問を取り入れた実践・提案型研修 

経営改善力向上  中小企業診断士セミナー～コンサルティング力アップ 

  融資基礎休日セミナー～事例活用による財務分析入門編 
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個人資産運用 … 資産運用スキルアップ研修～相続ニーズへの提案 

  ブラッシュアップ研修～コンサルティング・提案力アップ 

契約行員向け … キャスト育成プログラム～早期戦力化、スキル別フォローの

徹底 

 

（b）トレーニー・研修派遣 

  アジアビジネスやアグリビジネス、事業・資産承継等、経営戦略実現に資する人材を

育成するため、積極的に外部機関や海外へのトレーニー派遣を進めてまいります。また、

全国地方銀行協会などの外部研修や保険の窓口グループ株式会社（本社：東京都）開催

の LPA 育成研修についても、幅広く公募のうえ派遣してまいります。 

 

【図表 26】（ご参考）平成 24 年度外部トレーニー等派遣状況（予定を含む） 

派遣先 人数 派遣先 人数 

日本政策投資銀行 1 名 信託銀行 1 名 

カシコン銀行（タイ） 1 名 ＪＥＴＲＯ 1 名 

あきた企業活性化ｾﾝﾀｰ 1 名 秋田県貿易促進協会 1 名 

日本ＧＥ 2 名 東京海上日動火災保険 3 名 

  合計 11 名 

 

（c）スキルアップ体制の整備 

  従業員の自発的な知識・スキル向上と人材在庫の可視化を図るため、「スキルチェック

シート」9を制定し、平成 24 年度より運用を開始してまいります。 

 

④ 経営の効率化 
(イ) 人材の効率的配置及び人件費のコントロール 

有為かつ有限な人材が効率的に活躍することが、組織の活性化と収益の極大化に繋がる

ものと認識しております。 
（a）新人事制度の運用 

  平成 24 年度より新人事制度を導入し、より職務・職責に応じた処遇・評価が可能とな

るような仕組みを構築しております。資格要件を従前より明確にするとともに効果ツー

ルも一新し、「自ら学び続け、育てる組織風土」を確立してまいります。 

  また、高年齢者雇用の拡大に向けた社会的要請も踏まえ、役職定年を迎えたシニア層

に対する制度を制定し、ベテラン経験者の職務開発や処遇の見直しを進めてまいります。 

                                                 
 
9業務ごとに必要になる知識・スキルを一覧で示したもので、半年に 1 回、行員自身の習得

度合いの確認をしてまいります。また、上司から習得度合いの認定を受けるツールとして

も活用してまいります。自ら学び、業務能力を高めるために新設した仕組み・ツールです。 
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  加えて、女性行員活躍の機会拡大や契約行員（呼称：キャスト）の業務範囲拡大、若

手登用を促進し、多様性かつ柔軟性のある人材配置を実現してまいります。 

 

（b）人員計画 

 採用については、今後の退職見込みを勘案し、年 30～40 名程度の水準で安定的に人材

確保を進めてまいります。新規採用にあたっては分野別（職務別）や地域別要因を考慮

するとともに、業務経験者については通年採用による対応を実施してまいります。 

 また、業務経験者の活用、金融ノウハウ等の地域への還元の観点から出向先の拡大を

図り、地元企業とのリレーションを強化してまいります。 

 

【図表 27】人員計画                       （単位：人） 

 
H24/3 期 

実績 

H25/3 期 

計画 

H26/3 期 

計画 

H27／3 期 

計画 

期末従業員数 1,468 1,488 1,496 1,502 

 うち行員 909 902 892 865 

 うち契約・嘱託 559 586 604 637 

出向者・トレーニー 109 140 171 184 

出向等除き従業員数 1,359 1,348 1,325 1,318 

 （注）上位資格者層が役職定年を迎えることで嘱託雇用者の増加を見込んでおりますが、新卒

採用の維持と出向先拡大を図ることで、出向等除きの従業員数は微減を計画しております。 

 

（c）人件費 

平成 24 年 2 月に確定拠出型企業年金を導入し、退職給付会計に係るリスク軽減を図っ

ております。高年齢者の役職定年・退職と新規採用に伴う年代構成の見直しや、新人事

制度に基づく職務・職責に応じた処遇、契約行員や嘱託行員の活用を図りながら、適正

な人件費管理を進めてまいります。 

 

【図表 28】人件費計画                   （単位：百万円） 

 H24/3 期 

実績 

H25/3 期 

計画 

H26/3 期 

計画 

H27/3 期 

計画 

人件費 6,355 6,222 6,076 5,967 

 

(ロ) 物件費の適正化 

前計画期間中においてプロジェクトチームによる経費削減策の抽出や物件費一括管理シ

ステムの活用など、全行レベルで経費削減に取り組んでまいりました。今後も同様の活動

を継続し、引き続き業務の効率化を図り、メリハリの利いた予算配分を行い、一層の削減

に取り組んでまいります。また、毎月開催の ALM・戦略委員会で予算管理を徹底し、都度

分析の上対策を講じていくことで、計画を達成してまいります。 
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平成 26 年中に基幹系システムの移行を予定しております。平成 24 年度以降システム移

行費用の増加を見込んでおり、毎月開催の「基幹系システム移行推進会議」において、移

行費用の進捗管理と削減策の抽出を行ってまいります。 

 

【図表 29】物件費計画                      （単位：百万円） 

 H24/3 期 

実績 

H25/3 期 

計画 

H26/3 期 

計画 

H27/3 期 

計画 

物件費 7,361 7,390 7,619 7,710

 うち機械化関連費用 1,426 1,845 2,222 2,278

 

⑤ 信用コストの抑制（中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置

に関する法律（以下、「中小企業金融円滑化法」）の期限（平成 25 年 3 月末）

を見据えた地域密着型金融の推進） 
平成 21 年 12 月の中小企業金融円滑法施行以来、当行は、お客さまからの条件変更等の

ご相談に対し、真摯に対応してまいりました。平成 24 年 3 月末現在、3,910 件の条件変更

等のお申込みに対し、約 9割の 3,593 件に対応しております。 

平成 25 年 3 月末で中小企業金融円滑化法は期限を迎えますが、中小企業金融円滑化法期

限到来後も、引き続きお客さまからのご相談等に対し、真摯に対応してまいる所存です。 

地域の事業者の活性化なくして当行の持続と成長はありません。中小企業金融円滑化法

の期限を見据え、地域密着型金融のビジネスモデルの確立とコンサルティング機能の発揮

に努めてまいります。 

 

(イ) 経営改善・事業再生支援に係るコンサルティング機能発揮態勢の整備 
（a）組織体制の整備・人員の配置 

平成 24 年 4 月、融資部内に「金融円滑化推進室」を組織化いたしました。金融円滑化

推進室を中心に融資部、営業店サポート部、地域振興部、営業戦略部、融資事務管理部

等関係部が協働して、特に条件変更等を実施したお客さまの実態やニーズ等を把握し、

適切なソリューション提案を強化してまいります。 

 

（b）人員の育成 

2 ヵ月に 1回程度の頻度で、人材を選抜して「融資特訓研修会」を開催するとともに、

月 1 回程度の頻度で企業実態分析セミナーを開催してまいります。また、各種外部研修

やセミナー派遣等によりコンサルティング機能を発揮できる人員を育成してまいります。 

また、再生子会社北都ソリューションズの出身者を融資部経営改善グループに配置し

ており、事業再生ノウハウの共有に努めてまいります。 

 

（c）外部機関や外部専門家との連携 

  再生子会社北都ソリューションズ及び融資部経営改善グループ等において、中小企業
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再生支援協議会、整理回収機構（以下、「RCC」）企業再生スキームを積極的に活用してお

ります。平成 20 年 4 月より、中小企業再生支援協議会へ人材を派遣しており、これまで

以上に連携してまいる所存です。 

  当行は、日常的・継続的な関係を通じて中小企業の経営課題を把握・分析した上で、

適切な助言等によりお取引先企業の課題認識を深めつつ主体的な取り組みを促しながら、

当該企業にとって最適で実効性のあるソリューションを提案しております。こうしたコ

ンサルティング機能を発揮するにあたっては、外部専門家や外部機関、他の金融機関、

信用保証協会、中小企業関係団体等と積極的かつ効果的に連携していくことが重要であ

ると考えております。 
  特に、お取引先企業の財務内容の毀損度合いが大きく、事業再生、業種転換、事業承

継、廃業等の支援を必要とする状況にある場合や、支援にあたり債権者間の調整を必要

とする場合には、判断を先送りせず、できるだけ早い段階で、積極的に企業再生支援機

構や中小企業再生支援協議会を通じて、事業再生を支援してまいります。 
  また、中央と比べて事業改善・再生に係る専門家の数等が劣る地方において、常に中

小企業の経営相談に携わっている税理士は、ソリューションを行う上で重要なファクタ

ーであり、東北税理士会等との関わりを一層強化してまいります。 
 

(ロ) お取引先企業に対するコンサルティング機能の発揮 
お取引先企業の経営課題を把握・分析し、事業の持続可能性等を見極め、A「特に経営改

善を必要としない先」、B「経営改善が必要な先」、C「事業再生・業態転換が必要な先」、D

「事業の持続可能性が見込まれない先」の 4 類型10に区分し、中小企業金融円滑化法期限

到来後の出口の観点から B「経営改善が必要な先」及び C「事業再生・業態転換が必要な先」

に区分されるお取引先企業について、あらためて深堀りし事業再建等抜本策の提案・実施

等を支援していく方針です。 

 

 

 

                                                 
 

10 A「特に経営改善を必要としない先」=「事業について抜本的な施策を打たなくても、

財務面での返済条件緩和等を行なえばある程度の努力で改善ないし再生できる先」B「経営

改善が必要な先」については、平成 24 年 4 月に融資部内に組織化した金融円滑化推進室を

中心に、営業店及び営業関連部と協働で、お取引先企業の経営改善計画策定、資金繰り改

善、財務改善、販路拡大ニーズ等のサポート態勢を強化してまいります。 

また、C「事業再生や業種転換が必要な先」については、企業再生専門部署の融資部経営

改善グループが専担し、適切なソリューション提案を図ってまいります。 

中小企業金融円滑化法期限到来を見据え、当行の経営改善及び企業再生等に係る経営資

源を「類型 B」と「類型 C」に集中することで、組織的かつ継続的にコンサルティング機

能を発揮し、地域経済の活性化に資する活動を行ってまいります。 
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【図表 30】企業類型区分のイメージ 

事業再生や 特に経営改善を

業種転換が 必要としない

必要

事業の持続 経営改善が必要

可能性が見 自力再生

込めない

低

企業の潜在能力

類型B

類型A           類型C

     類型D

低 高 事業の持続可能性

高

 
 

⑥ 有価証券ポートフォリオの再構築 
平成 21 年 10 月のフィデア HD 設立以降、フィデア HD の証券投資戦略グループを中心に

策定した投資戦略及び運営の基本方針に基づき、当行資金証券部が有価証券投資計画を立

案し運用を行い、業務管理及び管理態勢の充実を目指して運用に係る基準書の制定、整備

に取り組んでおります。 

「安定した利息収益の確保」を有価証券運用の基本スタンスとし、「債券」をポートフォ

リオの中心に据え、段階的に残高を積み増してまいりました。「株式」は市場環境悪化によ

る価格変動に留意しつつも、「債券」と逆相関関係にある資産と位置付け、金利上昇による

評価損益悪化の軽減を念頭に、ある程度の残高を維持してまいりました。「その他の証券」

は、主に信用リスク及び不稼動資産の圧縮を進めてまいりました。 

今後の有価証券運用方針としては、引き続き国債等「債券」中心のポートフォリオを構

築し、債券利息をベースとした安定収益の充実に取り組んでまいります。 
市場金利が低位で推移している環境下ではありますが、一方では、金利上昇リスクが高

まりつつあることから、「債券」投資は、流動性を重視し金利上昇リスクに留意しつつ慎重

に進めてまいります。また、不稼動資産（運用成績の芳しくない資産又は収益性が著しく

低い資産）及び評価損を抱えた資産については、計画的な圧縮による評価損益のコントロ

ールに努めてまいります。 
以上の運用を基本スタンスとし、基礎的収益力（利息収入）の充実度合いとのバランス

を取りながら有価証券ポートフォリオの質向上を図り、有価証券総合損益の安定と強化を

目指すとともに、金融市場の急激な変動にも対応できる磐石なポートフォリオの構築を図

ってまいります。 
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５ 従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項 
(１) 業務執行に対する監査又は監督体制の強化のための方策 
① フィデア HD の経営管理体制 

フィデア HD は「経営監督機能の強化」「迅速な意思決定」を可能とし、「透明性の高い

ガバナンス態勢」を構築するため、委員会設置会社としております。 

また、社外取締役が過半数を占める「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の各

委員会が取締役人事・役員報酬の決定ならびに監査を実施し、経営の透明性の向上を図っ

ております。 

取締役会は取締役 11 名（うち社外取締役 5 名）により構成され、法令で定められた事項

やグループ経営の基本方針及びグループ経営上の重要事項に係る意思決定をするとともに、

取締役及び執行役の職務の執行状況を監督しております。 

指名委員会は取締役 3名（うち社外取締役 2名）により構成され、株主総会に提出する

取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定しております。 

監査委員会は取締役 3名（うち社外取締役 2名）により構成され、取締役及び執行役の

職務執行の監督のほか、監査方針、監査計画、株主総会に提出する会計監査人の選解任議

案等の内容について決議しております。 

報酬委員会は取締役 3名（うち社外取締役 2名）により構成され、取締役及び執行役が

受ける個別の報酬等の内容について決議しております。 

今後も経営管理態勢の定着、充実を図るべく、現行体制を引き続き堅持してまいります。 

 

② 北都銀行の経営管理体制 
地元経営者を社外取締役として 2名選任し、経営の透明性向上を図っております。 

当行の取締役会は取締役 9名（うち社外取締役 2名）で構成され、法令及び定款に定め

る事項のほか、当行の重要な業務執行を決定し、取締役及び執行役員の職務の執行を監督

してまいります。社外取締役からは、当行の経営戦略等について、客観的な立場で評価及

び助言をいただき、経営に反映させてまいります。 

また、当行は監査役会制度を採用しております。監査役会は、監査役 4 名（うち社外監

査役 3名）で構成され、適正な監査を実施しております。また、取締役会には監査役全員、

経営会議には常勤監査役が出席し、銀行の業務執行状況の経営監視を行っております。 

 

(２) リスク管理体制の強化のための方策 
① フィデア HD におけるリスク管理態勢 

フィデア HD のリスク管理態勢については、CRO(最高リスク管理責任者)のもと、ＡＬＭ・

リスク統括グループ、市場リスクグループ、信用リスクグループを設置し、各種リスクに

機動的に対応する体制としております。 

オープンプラットフォーム型の経営統合を進め、リスク管理機能をフィデア HD に集約し

ております。これにより、リスク管理機能の更なる高度化を図り、当行及び荘内銀行と共

同でリスク管理態勢を強化してまいります。 
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フィデア HD における所管部署 拠点 

統合的リスク管理：ＡＬＭ・リスク統括グループ 宮城県仙台市 

信用リスク管理：信用リスクグループ 山形県鶴岡市 

市場リスク管理：市場リスクグループ 東京都中央区 

リスク管理関連の各グループ間では、必要に応じて CRO も同席しグループ長の打合せを

実施しているほか、随時 TV 会議を開催するなどフィデアグループ内のリスク情報の共有化、

リスクコミュニケーションの充実を図っております。具体的には、リスク管理に関する経

営会議案件の協議、資本配賦計画の設定等、グループ横断的な討議を行っております。 

また、リスク管理に関する経営会議をフィデアグループ合同で開催し、グループベース

で付議・検討可能な態勢を整備している他、定期的ないし必要に応じて随時グループ 3社

（フィデア HD、北都銀行、荘内銀行）へリスクレポートを発信するなど、フィデアグルー

プにおけるリスク管理態勢の強化を図っております。 

 

② 北都銀行におけるリスク管理態勢 
リスク管理部門より、経営陣へ定期的にリスクレポート（「リスク管理委員会資料」「市

場関連部門実績把握表」「ストレステスト結果」「バックテスト結果」等）を報告しており

ます。 

信用リスク・市場リスクはフィデア HD にリスク管理機能の集約を図る一方、流動性リス

ク、オペリスク等、子銀行単位のリスク管理が主となるリスク・カテゴリーについては、

各リスク管理部署が適時適切に北都銀行並びにフィデア HD の経営陣へリスク管理の状況

を報告しております。 

 

③ 北都銀行における統合リスク管理強化のための方策 
統合リスク量の実績値を月次で計測し、リスク資本配賦枠並びに自己資本との比較を付

してリスク管理委員会へ報告しております。また、与信集中リスク、銀行勘定の金利リス

ク、事務・システムリスク等についても経営陣へ適時報告しております。 

カテゴリーごとのリスク資本配賦額は、ストレス事象発生時に増加が予想されるリスク

も加味して設定しており、平常時のリスクに対しては十分な水準を確保しております。 

平成 24 年度上半期資本配賦計画においても一定の配賦留保額を確保しておりますが、

ストレス事象の発生に備え、従前以上にきめ細かなリスク管理運営を行ってまいります。 

 

④ 北都銀行における信用リスク管理強化のための方策 
(イ) 基本方針 

当行ではフィデアグループ共通の「リスク管理基本方針」のもとに「信用リスク管理規

程」を制定しており、この方針・規程に基づき信用リスク管理の強化を図ってまいります。 

 当行(フィデアグループ共通)の信用リスク管理の基本方針は以下の通りです。 

○ 個々の信用リスクの度合いを適正に把握した上で、信用リスクの分散を基本とした

信用集中リスク管理を行い、最適な与信ポートフォリオの構築と資産の健全性及び
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収益性の向上を図る。 

○ 個別案件の取組みにあたっては、「クレジットポリシー」に基づき適切な対応を行い、

また、同一グループ先、同一業種及び同一地域等に貸出が集中しないよう信用リス

クの分散を行い、大口与信先等についての信用集中リスクを管理する。 

 

(ロ) 信用集中リスクの管理 
（a）クレジットリミットによる管理 

格付別一社限度額によるクレジットリミットを設定し、一社集中リスクを管理してお

ります。クレジットリミットは個別行基準(SOFT LIMIT/単体与信先、信用格付に応じ 4

段階)、フィデアグループ合算基準(HARD LIMIT/単体与信先、グループ与信先、信用格付

に応じ 4 段階)があり、いずれも未保全額ベースで運用しております。 

クレジットリミットによる管理は、基本的に個別行基準の SOFT LIMIT の範囲内での対

応としていますが、止むを得ず本リミットを超過する場合は、経営会議において超過す

ることの妥当性について十分に検討・協議し、対応する場合はその内容をフィデア HD

へ報告する態勢としております。 

また、本制度導入時点で既にフィデアグループ合算基準( HARD LIMIT)を超過している

先については、個社別に管理方針を策定し管理の徹底を図っております。 

 

（b）Tier1 基準による管理 

大口与信先に対する審査体制として、単体与信先は自己資本 Tier1 の 10％を、グルー

プ与信先は Tier1 の 12％を超える場合、取締役会の承認を必要とする態勢とし大口与信

管理を強化しております。また、同基準の超過先については、フィデア HD へ発生の都度

及び半年ごとに報告する態勢としております。 

 

(ハ) 業種別与信管理 
リスクの高い業種を特定業種として選定し、業種ごとに対応方針を定めております。 

また、リスク管理委員会では、対象業種の合計与信残高、未保全残高をモニタリングし、

方針に基づいた運営がなされているかを検証しております。 

 

(ニ) 与信ポートフォリオ管理 
与信ポートフォリオについては、リスク管理委員会において信用格付別、業種別、地区

別によりモニタリングし、適切な与信ポートフォリオの構築を図っております。 

 

(ホ) 信用格付の精緻化 
個社別の信用リスク管理を一層強化するため、外部スコアリングモデル(RDB の中小企業

モデル)による定量評価に、定性評価、外部情報、自己査定による調整を勘案して信用格付

を決定するデフォルト率に基づいた信用格付制度としております。引き続き、個社別信用

リスク管理の強化を図ってまいります。 
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(ヘ) 信用リスク量計測 
信用リスク量については、与信の質に応じて一般事業性与信、消費性与信の大きく 2つ

に区分けして四半期ごとに計測し、その計測結果及び年 2 回実施するストレステストの結

果等についてリスク管理委員会に報告しております。また、リスク量の増減についてはそ

の要因を分析し、リスク管理委員会に報告しております。 

 

⑤ 北都銀行における不良債権の適切な管理のための方策 
 前計画期間中、新たな不良債権の発生防止及び既存の不良債権の圧縮に向け、融資部が

積極的に現場（取引先や営業店）に出向き、企業の実態把握強化を行い、本部・営業店が

一体となった深度ある協議を中心とした案件組成や問題債権の管理を行ってまいりました。

その結果、開示債権比率（金融再生法ベース・単体）は平成 21 年 3 月期 4.61%から、24

年 3 月期 2.83%まで低下し、大幅に改善しております。本計画期間中においても、これま

での取り組みを強化し不良債権の圧縮を進めてまいります。 
 融資部経営改善グループが担当する要管理先以下のお取引先企業について、経営改善支

援によるランクアップに注力するとともに、融資部融資グループ担当先についてモニタリ

ング強化先を選定し、経営改善計画の進捗管理を行い、営業店と一体となった改善指導を

進めてまいります。 
 また、中小企業金融円滑化法の期限到来を見据え、早急に支援が必要な先を抽出し、出

口戦略の構築・実践に向かってまいります。 
加えて、引き続き、個社別融資先の状況や融資部経営改善グループ担当先の業況等を、

タイムリーに経営会議に報告するクレジット・レビューを計画的に実施し、経営によるお

取引先企業の実態把握とガバナンス強化を図りながら、新たな不良債権の発生防止に努め

てまいります。 
 
【図表 31】金融再生法ベースの開示債権比率の計画 

  （単位：百万円）

H24/3期 H25/3期 H26/3期 H27/3期

実績 計画 計画 計画

開示債権額　（A） 20,703 19,650 18,850 18,250

総与信額　（B） 730,226 732,200 736,200 739,200

開示債権比率（A）/（B） 2.83% 2.68% 2.56% 2.46%  
 
⑥ 北都銀行における市場リスク管理態勢強化のための方策 
(イ) 基本方針 

北都銀行ではフィデアグループ共通の「リスク管理基本方針」に基づき、「市場リスク管

理規程」を制定し、リスク管理態勢の強化を図っております。すなわち最適な有価証券ポ

ートフォリオの構築を通じたリスク対比の収益性向上を図るため、当行の経営体力、投資

スタイル、取引規模、及びリスクプロファイルに見合った適切なリスク限度枠等を設定の

上、市場取引部門（フロント）、リスク管理部門（ミドル）、事務管理部門（バック）が相
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互牽制機能を発揮するなど、適切なリスク管理態勢を整備するとともに、リスク管理を重

視する企業風土の醸成に努めております。 

 

(ロ) 市場リスク管理強化のための方策 
（a）限度枠の設定と管理 

市場取引部門が遵守すべき限度枠として、市場リスク枠、10BPV 枠、ポジション枠、

及び損失限度枠を定め、リスク管理部門では限度枠の遵守状況と使用状況をモニタリン

グし、定期的にリスクプロファイルとの整合性を検証の上、担当役員に報告します。リ

スク枠を超過した場合は速やかにリスク管理部門から担当役員に報告し、リスク量の削

減、あるいはリスク枠の追加配賦等の対応策を協議します。 

 

（b）ストレステストの高度化 

  ストレステストの第 3のカテゴリーへの高度化を図ってまいります。 

第 1のカテゴリー：過去に発生した事例をストレスに設定（ex.ブラックマンデー等を想定） 

第 2のカテゴリー：一定の市場変動を想定（ex.株価 10％下落） 

第 3 のカテゴリー：今後発生する可能性が高い現実的なシナリオを想定し、ストレステス

ト結果に対応するアクションプランを立案 

これにより潜在化する将来の金利上昇リスク等を念頭に置いた対応策の議論を深め

てまいります。 

 

（c）市場リスク管理システムの更改 

グループ内における複数システムの併用から脱し、単一のシステムによる統一的なロ

ジックでの市場リスク管理に移行します。これによりリスク管理業務の「効率化」が大

きく進展するとともに、シミュレーション機能の有効活用により、期間損益、将来 VaR

などを予測し、リスクシナリオへの対応策検討に役立ててまいります。 

 

(３) 法令等遵守の体制の強化のための方策 
① フィデア HD における法令等遵守態勢 

フィデアグループでは、業務の健全かつ適切な運営を通じて、地域経済の発展に貢献す

るとともに、法令等遵守を重んじる企業風土醸成のために、平成 21 年 10 月に「法令等遵

守方針」を定め、法令等遵守を経営の最重要課題のひとつとして取り組んでおります。 
また、フィデア HD は「フィデアグループ協議・報告等規程」を制定し、当行及び荘内銀

行から定期的にコンプライアンスプログラムの進捗状況、訴訟案件、反社会的勢力に関す

る情報の報告を受けるほか、重要な苦情・トラブル、不祥事件に関する事項、内部通報情

報、その他法令等遵守、顧客保護等管理に関する重要事実については随時報告を受け、改

善等を図るべく検討を行う態勢を整備しております。 
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② 北都銀行における法令等遵守態勢 
当行では、業務の健全性や適切性を確保するため、平成 20 年 4 月に法令等遵守方針を制

定しております。同方針に基づいて制定した法令等遵守規程では、業務の内容に応じて遵

守すべき法令等遵守に関する取決めを明確に規定し、法令等遵守態勢の充実・強化を図っ

ております。 

また、法令等遵守を経営の最重要課題として位置付け、法令等遵守態勢の充実・強化を

図るために、頭取を委員長とし会長、専務取締役及び本部部長を委員とする法令等遵守委

員会（平成 15 年 4 月設置）を、四半期ごと及び必要に応じて開催し、コンプライアンスに

係る事案について検討・協議しております。 

コンプライアンス実現のための具体的な実践計画であるコンプライアンスプログラムは、

法令等遵守委員会の協議、取締役会の承認を受けて年度ごとに策定しております。インサ

イダー取引の未然防止、優越的地位の濫用防止や顧客保護等への対応強化、反社会的勢力

との関係を遮断するための態勢強化などに取り組み、プログラムの進捗状況や実効性評価

を定期的に取締役会に報告し、法令等遵守態勢の強化を図ってまいります。 

法令等違反発生時の対応として「法令等違反発見時の対処方法」を定めており、この対

処方法に、法令等違反行為の未然防止及び早期発見を図るべく、内部通報制度について規

定し周知に努めております。 

法令等遵守の統括部門である経営企画部法務グループは、コンプライアンス態勢の充

実・強化を図るため、各部店ごとに開催するコンプライアンス会議を主催し、法令等遵守

の周知徹底に継続的に取り組んでおります。 

監査部は、法令等遵守方針や法令等遵守規程、その他関連諸規程等の遵守状況や運営状

況を監査し、その適切性と実効性を検証しております。 

今後も引き続き、内部監査部門及び監査役との連携によるモニタリングを実施して課題

の改善に努め、より強固な法令等遵守態勢の確立に取り組んでまいります。 

 

(４) 経営に対する評価の客観性の確保のための方策 
① フィデア HD 

フィデアHDは、経営に対する客観性と透明性を保ちつつ、各子銀行（当行及び荘内銀行）

の経営に対する評価の実施等経営監視機能を強化すべく委員会設置会社とし、社外取締役と

して、有識者である公認会計士2名と大手金融機関での役員経験者3名、計5名を選任してお

ります。 

特に、社外取締役が過半数を占める各委員会は、業務運営の適切性について外部の視点か

ら検証を行っており、現行の体制を引き続き堅持してまいります。 

 

② 北都銀行 
当行は、経営に対する評価の客観性を確保するため、地元経営者 2名を社外取締役に選

任しているほか、弁護士や経営経験豊富な地元経営者の 3 名を社外監査役に選任し、経営

監視機能の十分な確保に努めており、現行の体制を引き続き堅持してまいります。 
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③ 経営強化計画の運営管理 
フィデア HD は、経営強化計画の着実な遂行を確保するため、フィデア HD における経営

強化計画の実施状況を管理する部署を経営統括グループ（経営企画部門・CEO 管掌）とし

ております。北都銀行は、ALM・戦略委員会において、月次で計画数値・施策の進捗状況を

チェックするとともに、進捗状況が芳しくない項目については、その対策について協議し

てまいります。 

また、経営強化計画の履行状況について、北都銀行、フィデア HD 各々の取締役会におい

て四半期ごとにレビューを実施してまいります。 

 

(５) 情報開示の充実のための方策 
① フィデア HD における四半期ごと情報開示の充実 
東京証券取引所への適時開示、プレスリリース、ホームページへの掲載等を通じ、迅速

かつ正確な四半期情報の開示を行っております。 
 今後も、迅速かつ正確で、より広く分かりやすい開示に努めてまいります。 

 

② 北都銀行における主として業務を行っている地域への貢献に関する情報開示

の充実 
取引先への情報開示の充実を図るため、平成 23 年度は秋田県内各地で延べ 17 回開催さ

れた貯金会（北都会）の中で、最近の当行の取り組みについての説明会を開催し、当行の

業績やトピックス等について説明をしております。 

 また、地域密着型金融の推進等を通じた地域の活性化へ向けた当行の取り組みや地域貢

献活動等について、ディスクロジャー誌、ホームページ等で開示しております。 

 今後も、開示内容及び地域貢献活動の充実を図ってまいります。 

 

(６) 持株会社における責任ある経営管理体制の確立に関する事項 
子銀行の経営管理を強化するため、フィデアグループ運営方針の統括とグループ会社管

理全般を担当するフィデア HD 経営統括グループを CEO（最高経営責任者）の直轄としてお

ります。 

また、経営統括グループには、グループ長を含め専任者（子銀行業務を兼務しない者）

を 7名配置し、子銀行の経営管理を適切に行う体制としております。 
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６ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他主として業務を行ってい

る地域における経済の活性化に資する方策 
(１) 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他主として業務を行ってい

る地域における経済の活性化に資する方針 
① 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化に関する方針 
 当行の R営業は、様々なお客さまの異なる個々の課題をお客さまと一緒になって真摯に

解決していく「質」に力点を置いたビジネスモデルであります。 

 秋田県は人口減少、少子高齢化の流れの中で、経済が縮小・停滞しており、秋田県が持

つ資源の有効活用が不可欠と考えております。秋田県ならではの地域資源や特長のある事

業資源を地域企業や行政と一緒になって掘り起こし、「強み」にスポットを当て付加価値を

創造していくための本業支援を組織的、継続的に行ってまいります。 

 また、情報の迅速な共有化のツールである CRM システムを活用しながら、R 営業を実践

し、お客さまとの強固なリレーションを構築することで融資取引の深化に結び付けていく

ことで、信用供与の円滑化に努めてまいります。 

 
② その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方針 
 当行は、地域金融機関として、主たる営業基盤である秋田県経済を支えていく責務を強

く認識し、秋田県経済の活性化、産業の育成に努めてまいります。 

 当行は、秋田県内に 79 ヵ店の店舗網を整備しており、地域のお客さまの利便性の向上、

地域の特性に応じた取り組みの強化による地域活性化に取り組んでまいります。 

 また、資金供給のみならず、産学官や外部機関と連携したソリューションの提供、ビジ

ネスマッチングを通じた販路拡大支援、フィデアグループの総合力を活用した様々なメニ

ューをご用意して、お客さまへの上質な金融情報サービスの提供を通じて、地域の活性化

に貢献してまいります。 

 

(２) 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 
① 秋田県の経済成長、貸出マーケットの状況 

秋田県経済の経済成長率は平成 17 年（2005 年）よりマイナス成長となっており、フィ

デア総研によれば、今後もマイナス成長で推移する見込みであります。 

また、秋田県の中小企業マーケット（秋田県における地方銀行の中小企業向け貸出残高

（資金需要）予測推移）は、楽観的に推計（高位推計）しても平成 27 年度（2015 年度）

には平成 21 年度（2009 年度）と比べ中小企業貸出残高は 666 億円減少（最も手堅い予測

（中位推計）では 1,334 億円減少）する見込みであり、マーケットの縮小は避けられない

見通し【図表 34】であります。 
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【図表 32】秋田・山形・宮城の県別 GDP 成長率の予測（フィデア総研） 

 
（注 1）経済予測は成長会計の手法に基づいて実施。 

（注 2）成長会計とは、経済成長を労働、資本、前二者で把握されない要素（全要素生産性）に区

分して計算する手法。 

 
【図表 33】秋田・山形・宮城における地方銀行の中小企業向け貸出残高（資金需要）の予

測推移（フィデア総研） 

2009 2015 2020 2025 2030
低位推計 52,890 51,847 50,828 49,963 49,137
中位推計 52,890 54,420 55,768 57,279 58,829
高位推計 52,890 56,994 60,709 64,594 68,521

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

（億円）

（年度）

予測

 
（注 1）予測にあたり以下の式を利用しております。中小企業貸出残高 t＝GDPt×中小企業貸出残高

/GDP ※t は時間 

（注 2）低位推計とは、中小企業貸出残高／GDP が 09 年度期末値のまま今後も一定で推移すると仮

定したケース  

中位推計とは、中小企業貸出残高／GDP が高位推計と低位推計の中間値で推移する仮定し

たケース 
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    高位推計とは、中小企業貸出残高／GDP が 06～09 年度のトレンド（線形近似）で推移する

と仮定したケース 

（注 3）なお、秋田だけは、トレンド線で推計する高位推計の値が最も貸出額の減少が大きかった

ため、これを低位推計としております 

 
【図表 34】県別の中小企業金融市場（中小企業向け貸出残高）の予測（フィデア総研） 

高位推計

中位推計

低位推計
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② 中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画 
(イ) 計画策定にあたっての考え方 
前回計画期間中、中小規模事業者等向け貸出残高については、毎期計画を達成し、計画終

期における始期からの増加額は 128 億円となるなど、積極的な金融仲介機能の発揮により、

地域の中小規模事業者等の金融円滑化に全力で取り組みました。また、震災復旧支援資金

180 億円を対応（平成 23 年 3 月～9 月）するなど、東日本大震災後の間接的な影響懸念等

を背景としたお取引先企業の手元資金を確保する等のニーズに積極的に対応してまいりま

した。 

しかし、前述のとおり当行の主たる営業基盤である秋田県を取り巻く経済環境は厳しい

状況が続き、本計画期間中の中小企業貸出マーケットは縮小するものと予想しております。 

こうした中、本計画期間中におけるお取引先企業の資金需要は少ないものと想定してお

りますが、R 営業の推進及び成長分野への取り組みを強化することにより、計画期間中に

おいて計画始期の水準を確保するとともに、計画終期において約 12 億円の増加計画として

おります。また、R 営業の推進及び成長分野への取り組みは、貸出残高として結果が現れ

るまで相応の時間を要することから、計画期間後半での増加計画としております。 
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なお、秋田県の地域活性化に向けた取り組みへの積極的な参画及びお取引先企業に対す

るコンサルティング機能の発揮を通じて、計画以上の中小規模事業者等への信用供与額の

増加を目指してまいります。 

 

(ロ) 中小規模事業者等に対する信用供与の額及び総資産に占める割合 

 

【図表 35】中小規模事業者等向け貸出残高及び貸出比率計画 

(単位：百万円、％）

H21/9期
実績

H22/3期
実績

H22/9期
実績

H23/3期
実績

H23/9期
実績

H24/3期
実績

中小規模事業者等向け貸出残高 273,027 278,015 277,160 281,268 286,627 285,827

総資産 1,148,967 1,133,285 1,172,896 1,167,725 1,220,128 1,216,012

中小規模事業者等向け貸出比率 23.76 24.53 23.63 24.08 23.49 23.50

始期より

の増減

中小規模事業者等向け貸出残高 285,830 285,850 285,860 285,880 286,000 287,000 1,173

総資産 1,216,000 1,216,000 1,216,000 1,216,000 1,216,500 1,220,000 3,988

中小規模事業者等向け貸出比率 23.50 23.50 23.50 23.50 23.51 23.52 0.02

H26/3期
計画

H27/3期
計画

H24/9期
計画

H25/3期
計画

H25/9期
計画

H26/9期
計画

 
（注）「中小規模事業者等」とは、銀行法施行規則第 19 条の 2第 1項第 3号ハに規定する別表第一

における中小企業等から個人事業者以外の個人を除いた先に対する貸出で、かつ次の貸出を除

外しております。 

政府出資主要法人向け貸出及び特殊法人向け貸出、土地開発公社向け貸出等、大企業が保有す

る SPC 向け貸出、当行関連会社（当行子会社及び銀行持株会社等（その子会社も含む））向け

貸出、その他金融機能強化法の趣旨に反するような貸出 

 

③ 中小規模事業者等に対する信用供与円滑化のための方策 
(イ) 成長ビジネスへの取り組み強化 

 秋田県では、平成 22 年の国勢調査において高齢化率が 29.6％と、全国で最も高齢化の

進んだ県となっております。今後も更に人口減少と少子高齢化が進行し、平成 32 年には、

秋田県の生産年齢人口は現状の 65 万人から約 2 割減少して 53 万人となるものと見られて

おります（国立社会保障・人口問題研究所平成 19 年 5 月推計値）。 

経済のグローバル化が進む中で、平成20年9月の世界を瞬時に駆け巡ったリーマン・ショ

ック、平成23年3月の悲惨な爪痕を残した東日本大震災は、秋田県にも大きな影響をもたら

し、経済雇用情勢をかつてないほど悪化させているほか、国内で最も速いスピードで進む人

口減少や少子高齢化の流れは、地域活力を衰退させており、先行き不安や不透明感を増大さ

せています。 

このような厳しい状況の中で、将来に向けて希望が持てる秋田を実現するために、県民の

パワーや、秋田県が持てる有形無形のあらゆる力を結集して、困難に立ち向かっていかなけ

ればなりません。 

 現下の厳しい経済・雇用情勢に適確に対応するため、地域金融機関として、地域雇用の強

化に取り組むとともに、経済危機による混乱の後に出現する新しい社会を展望し、秋田の持
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てる強みを活かす産業経済の成長戦略を全力でサポートしてまいる所存です。具体的には、

秋田県の強みである豊富な農産物を活かした食品産業の新たな展開、風力などの新エネルギ

ー関連産業の創出、高齢化の進展に伴い需要拡大が見込まれる医療・福祉・介護ビジネスの

潜在的な需要の掘り起こし、そして東アジア地域との貿易の拡大など、秋田県産業経済の再

構築に向けた取り組みを重点的に進めてまいります。 

 平成 24 年 7 月に、秋田の成長ビジネスを全力でサポートするセクションとして、地域振

興部を新設いたします。地域振興部には、「成長ビジネスサポートグループ」と「アジア戦

略グループ」を設置し、アグリビジネス、風力等新エネルギー分野、医療・福祉・介護ビ

ジネス等地域成長産業の発展及び地域企業のアジアビジネス拡大等に特化して取り組んで

まいります。 

人口が減少する中で、秋田県経済の活性化と雇用の場を創出するためには、県外から「外

貨」を獲得するとともに、県内での消費を促進する必要があります。そのためには、今後高

い成長が見込まれる分野に、地域金融機関として全力でサポートする必要があるものと認識

しており、秋田県内各地で動き出した新しい構想に積極的に参画してまいる所存です。 

 

【図表 36】秋田県の人口推移（左）及び各都道府県の高齢化率（右） 

（単位：百万人） （単位：人）
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順位 都道府県 総人口
高齢者人口
（65歳以上）

高齢化率

1 秋田県 1,085,997 320,450 29.6%
2 島根県 717,397 207,398 29.1%
3 高知県 764,456 218,148 28.8%
4 山口県 1,451,338 404,694 28.0%
5 山形県 1,168,924 321,722 27.6%

45 愛知県 7,410,719 1,492,085 20.3%
46 神奈川県 9,048,331 1,819,503 20.2%
47 沖縄県 1,392,818 240,507 17.4%

～～～～～～～～～～～～～～～～

出典：秋田県「統計から見た秋田県の人口」 
（平成 22 年） 

出典：総務省統計「平成 22 年度国勢調査結果」 

 

（a）アグリビジネスへの取り組み 

秋田県は、雄物川、米代川、子吉川などの主要河川の流域や盆地や海岸平野には肥沃な

耕地が開け土地利用型農業に恵まれた条件となっており、水田面積は約13万ha（耕地の

85％）で全国3位となっており、水稲の生産量も年間約50万トンと全国3位となっておりま

す。また、米をはじめ豊富な農林水産物により、食料自給率は全国第2位となるなど、伝

統ある発酵などの文化と相俟って、豊かな「食」資源に恵まれております。 

こうしたポテンシャルにもかかわらず、農業算出額は東北最下位、全国20位に止まって

おります。 

一方、近年、農家民宿や体験農園、農産物加工、農産物直売など、生産者が直接取り組

む、又は加工業者等と連携したアグリビジネスが増加し、その内容は多様化してきており
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ます。生産者自らが農産物に付加価値をつけて販売することなどによって、手取り収入の

向上や新たな顧客層の開拓等が期待でき、農業経営の新たな取り組みとして今後ますます

発展することが予想されます。 

こうした中、改めて地域（秋田）に根ざした農業を若者に魅力ある新しい産業として大

きく発展させることが、地域経済の活性化に資するものと捉え、農業を生産分野としての

1次産業に止めず、研究開発やマーケティング、プロモーション、そして加工・流通、IT

技術などを加えた農業の6次産業化を目指すことが重要だと考えております。 

平成24年5月に、本部内に「アグリ事業法人設立準備室」を新設しております。当行専

務取締役を責任者とし、専担スタッフを配置し、秋田県からも人材の派遣をいただいてお

ります。平成24年度中を目処にスタートする農業関連の新事業法人の設立を全力でサポー

トし、農業を核として、関係する事業・企業を結び付け、新たな農業の6次産業スキーム

を構築することで、地域経済の活性化に貢献してまいります。 

 

【図表37】東北の農業算出額の内訳（単位：億円） 

0 1,000 2,000 3,000

秋田

宮城

山形

岩手

福島

青森

米

野菜

果実

畜産

その他合計1,494785

 
        出典：秋田県「生産農業所得統計」 

 

【図表 38】新しい農業法人設立サポートイメージ 
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（b）新エネルギー（風力）・環境ビジネスへの取り組み 

○ 風力発電ビジネスへの取り組み 

  秋田県では風力発電（12 万 kW、国内 7 位）の導入が進んでおります【図表 39（左）】。

また、秋田県内における風力発電の既存量（土地用途や法令、経済性などの制約要因

とエネルギーの採取・利用効率は考慮せず、理論的に算出できるエネルギー資源量に

対応した発電設備を設置した場合の設備容量）は5,505万 kWと全国 4位【図表39（右）】

で、秋田県の風力発電エネルギーポテンシャルは全国的に見て豊富と言えます。 

  新エネルギー関連産業の世界的な成長が予想される中で、秋田県においても、エネ

ルギーの安全保障や地球温暖化対策としてのエネルギー源という視点だけでなく、産

業や雇用の面からも風力発電施設に高い導入目標値が掲げられ、これを達成するため

の支援制度等の整備も進みつつあります。 

  これらのことから、秋田県が抱える経済の低迷や少子高齢化・人口減少、農山村地

域の課題を解決し、安心して暮らせる豊かな社会を築くために、風力発電ビジネスを

課題の根源にある産業の低迷と雇用の受け皿不足を解決に導く新たなリーディング産

業とするべく、全力でサポートしていく所存です。 

  秋田県では、平成 28 年までに 72～85 基の風力発電施設の建設を目指すこととして

おります。このとき、総事業費は 500～600 億円（1基当たり：建設費約 6億円、関連

工事費約 1億円、計 7億円）を想定しており、平成 24 年 7 月に新設した地域振興部成

長ビジネスサポートグループを中心に、資金計画等を適切にサポートしてまいります。 

 

【図表 39】秋田県における風力発電のポテンシャル 

（単位：万 kW） （単位：万 kW）
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出典：NECD「都道府県別風力発電導入量」 出典：環境省「平成 21 年度再生可能エネルギー導入ポ

テンシャル調査」 

 

○ 環境ビジネスへの取り組み 

環境負荷の軽減に積極的な企業に対し必要な資金を供給し、エコ環境向上への取り

組みを促進するとともに、地域経済の発展に寄与することを目的に、環境配慮型融資

「ほくとエコファンド」の取り扱いを平成 23 年 1 月に開始しており、平成 24 年 3 月
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末現在で 26 億円の資金供給を行っております。 

「ほくとエコファンド」については、これまで大型案件の対応が中心となっており

ましたが、中小規模事業者等が利用し易い商品内容（資金使途を LED 化による省電力

に向けた設備資金等に拡大）に改定することで、利用件数の増加を図ってまいります。 

（c）医療・介護・福祉分野への取り組み 

  平成 24 年 5 月の日本銀行秋田支店の公表によると、秋田県における高齢化の進行につ

れて、何らかの介護サービスが必要とされる要支援・要介護者数は増加を続けており、

また、秋田県内の「特別養護老人ホーム」（以下、「特養」）の施設数が大きく増えない中

で、特養の入所待機者数は増加傾向にあります【図表 40】。 

 

【図表 40】秋田県内の要支援・要介護者数（左）及び特養入所待機者数（右）の推移 

（単位：人） （単位：人）
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出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」 出典：秋田県健康福祉部長寿社会課「介護保険施設入

居申込者数調べ」 

 

  秋田県内では、「ショートステイ」（短期入所生活介護）や「デイサービス」（通所介護）

といった、比較的容易に開所できる介護福祉施設が増加しており、当行においても医療・

福祉・介護事業者向け貸出残高は増加基調にあります【図表 41】。また、秋田県の部門

別生産額の構成比をみると、製造業や建設業等の構成比が低下傾向にある中、医療・保

健・社会保障・介護の構成比が上昇しており【図表 42】、同産業部門が秋田県内におい

てウェイトを高めている姿が窺えます。 
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【図表 41】当行の医療・介護・福祉分野向け貸出先数・残高推移 
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【図表 42】秋田県の部門別生産額構成比 

（単位：％）

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

100.0 100.0 100.0 100.0

28.3 28.4 26.1 22.7

9.7 9.3 10.4 10.7

13.9 14.0 11.6 9.9

18.9 19.5 21.1 22.6

医療・保健・社会保障・介護 4.9 5.2 6.2 7.5

出典:秋田県「秋田県産業連関表」

建設業

サービス業

全産業

製造業

商業

 

 

  こうした中、当行は、医療・福祉・介護ビジネスが秋田県の成長産業として一段と発

展することを想定しており、引き続き、同ビジネスへの取り組みを強化してまいります。 

具体的には、平成 21 年に取扱いを開始した医療分野専門ローン（ほくと・メディカル

ローン、ほくと・ドクターズサポートローン）を中心に資金需要に対応するとともに、

お客さまのニーズにあった商品設計に随時改定（当座貸越の追加、医療従業者向けカー

ドローン新設等）を行い、より利便性の高いサービスの提供を行ってまいります。 

また、専門性の高い医療現場の課題解決に対応するため、医療コンサルティング業者

である株式会社日本経営と業務提携し、各種セミナーの開催や病院等への同行訪問によ

る課題の掘り起こしと解決策の提案等を進める体制を整えており、平成 24 年 7 月に新設

する営業店サポート部法人推進チーム等による、病院等の経営改善や M&A の提案、介護

福祉施設の運営ノウハウ提供等を強化してまいります。 

 

（d）アジアビジネスへの取り組み 

前計画期間中、他行との差別化推進のため、海外ビジネス支援を目的とした海外ネッ

トワークの構築を行ってまいりました。海外商業銀行や保険会社等との提携、銀聯オン
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ラインモールへの出店斡旋等、フィデアグループでの海外戦略に対する取組みは、秋田

県内のみならず東北地方でも際立ったものとなっております。 

進出企業支援や海外投資情報の提供を行うことを目的として、東アジア・アセアン地

域を主軸とし、平成 24 年 3 月末現在海外商業銀行等 5 先（タイ：カシコン銀行、インド

ネシア：バンクネガラインドネシア、香港：香港上海銀行、東京海上日動火災保険株式

会社、日本通運株式会社）と業務協力協定を締結しております。今後は東アジア各国に

拠点を持つ金融機関との業務協力協定締結を推進し、東アジアネットワーク拡充による

更なる金融サービス向上に努めてまいります。 

また、海外業務を担う人材育成を目的として、行員の海外派遣を継続して行うほか、

国別、投資・貿易等の目的別に海外セミナーを継続開催し、海外業務に関わるサポート

体制の拡充や情報の提供を行ってまいります。 

構築した海外ネットワークや海外取引のサポート体制を活用することにより、海外進

出を実施もしくは検討している企業への現地情報の提供や、取引拡大を目的としたサポ

ートを行うことができ、海外進出に係る必要資金の与信対応や進出企業との関係強化に

よる取引シェアアップを他金融機関に先駆けて推進してまいります。 

 
(ロ) 情報リレーション活動の展開と R 営業の徹底 

CRM システムの導入により、情報管理をデジタル化することが可能となりました。この

CRM システムを活用し、お客さまとの接点を増やすことによって最新の情報（お客さまの

属性、商流、交渉経緯、課題状況等の入力）を共有し、営業店と本部が一体となって「情

報」を有機的に結び付けて、ソリューション提案を実践してまいりいます。 

 当行には、フィデアグループとして広域の情報網を共有する一方で、秋田に特化した地

域密着の金融機関として多くのお客さまとの接点があります。その特性を活かして、お客

さまの持つ潜在的なニーズに対して、フィデアグループのネットワークや様々な問題解決

機能を活用することでグループ総合力を発揮し、お客さまに役立つ情報やソリューション

を提案していくことを当行の「強み」にしてまいります。 

 また、このような活動の展開には、お客さまとの接点の量と質を高め、お客さまのこと

を「深く知る」必要があります。当行は、以下の「情報リレーション活動」を展開し、R

営業を確立してまいります。 

 

（a）お客さまとの接点の強化による情報やニーズの徹底した収集 

  融資のお取引のない新規先や事業先オーナーを含め、接点強化先をリストアップし、

全先について営業担当者を割り振る「全先担当制」を導入いたします。 

  営業担当者は、定められた訪問行動基準に基づき、担当先へ定例的に訪問を繰り返し

ます。訪問活動を終えて帰店した後、面談した先から聴取した情報やニーズなどを CRM

へ入力します。事業者の観点からは、足元の業績、今後の事業の見通しや課題、オーナ

ー経営者が抱えている悩みなど、資産保有者の観点からは、金融資産の運用に対する考

え方や家族を含む属性情報などを CRM へ入力し、ソリューション提案の前提となる情報
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やニーズの集積を図ってまいります。 

 

（b）情報トレーダーによる情報の仕分け及びトレーディング 

  営業店サポート部に「情報トレーダー」を配置し、CRM に入力された訪問記録を毎日

全件閲覧し、その中から、経営上のニーズや経営者の個人的ニーズなど、重要又は緊急

性のあるニーズを抽出します。 

  抽出したニーズは、「ビジネスマッチング」「事業承継」「資産承継」「相続」「M&A」な

どのカテゴリーに分けてデータベース化します。データベースに集積したニーズを情報

トレーダーがマッチングしてまいります。 

  営業店に各 1名、また、本部渉外セクション及び本部企画・推進セクションに【図表

43】のとおり「情報コーディネーター」を配置いたします。情報トレーダーがデータベ

ースでマッチングした情報を、日次で営業店及び本部の情報コーディネーターに連絡し、

お客さまへの様々な提案活動に結び付けてまいります。 

 

【図表 43】情報リレーション活動の陣容 

本部サポートセクション 主な業務内容 配置人員

営業店サポート部 

CRM に入力されている情報・ニーズ

の抽出分類 
 専担チーム 

（情報トレーダー） 

集積したデータを活用したニーズとニ

ーズのマッチング（トレーディング） 

2

   

法人推進チーム 
（営業店サポート部） 

集積したデータの活用と取引先訪問に

よるビジネスマッチング 
7

コンサルティング G（営業戦略部） 

 事業承継・資産運用提案チー

ム 
事業承継・相続・資産承継・資産運用・

法人保険等に係る提案 
2

 創業・新事業支援チーム M&A、ベンチャー支援  

融資部 経営改善支援等のサポート 1

営業企画 G（営業戦略部） 情報を活用した企画・R 営業の統括 2

地域振興部 

 成長ビジネスサポート G 医療・介護ビジネス、アグリビジネス

等に係る提案 
2

 アジア戦略 G アジアビジネスに関する情報提供・サ

ポート 
2

 公的機関との連携・調整 

 

中小企業応援センター 

中小企業の課題解決に向けたサポート 
2

営業店 82（各 1）

情
報
ト
レ
ー
ダ
ー 

情
報
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 
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（c）ソリューション提案と進捗管理の徹底 

  情報コーディネーターは、情報トレーダーからの情報を担当者へ割り振るとともに、

「情報管理シート」に入力します。また、担当者はスピーディーに提案活動に入ってま

いります。 

  営業店については、情報の内容に応じて、本部渉外セクションである「営業店サポー

ト部法人推進チーム」及び「営業戦略部コンサルティンググループ」並びに融資部と情

報を共有し連携を図ります。本部渉外セクション等は、必要に応じて外部提携機関・専

門家及び中小企業応援センター、経営陣等と連携し、専門知識、経営改善支援、ベンチ

ャー・M&A、財務改善等付加価値の高いソリューション提案を展開してまいります。 

  提案活動に係る進捗管理は、情報コーディネーターが「情報管理シート」にて行うと

ともに、営業店サポート部が定期的に進捗管理する仕組みを構築してまいります。 

 

【図表 44】情報リレーション活動の展開イメージ 

経営ニーズから経営者の
個人的ニーズまで幅広く収集

Step1収集 営業店サポート部へ一局集積

情報やニーズのトレーディング

Step2集積

営業店及び本部専門スタッ
フによる継続提案

Step3提案

情報リレーション活動

既存の

お取引先

お取引の

ない先

中小企業・自営業者

ビジネスマッチング

事業・資産承継ニーズへの提
案

ベンチャー・M&A提案

専門家（中小企業診断士等）
の派遣

各種セミナー等の開催

経営改善支援（経営改善計画
の策定サポート）

財務改善サポート

資金繰り改善（返済負担軽減
等）

事業再生支援
・
・
・

案件対応は人間力と専門スキ
ルでオーダーメイド

コンサルティングG

法人推進チーム

融資部中小企業支援ネットワーク強化事業

営業店・本部

経営陣

地域戦略com
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(３) その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策 
① 経営改善支援等取組先企業の数の取引先企業の総数に占める割合 

各カテゴリー別の目標を以下のとおりとし、取引先企業総数に占める経営改善支援等取

組先割合を増加させてまいります。 

 
【図表 45】経営改善支援等取組先割合の計画 

（単位：先、％）

H21/9期 H22/3期 H22/9期 H23/3期 H23/9期 H24/3期

実績 実績 実績 実績 実績 実績（始期）

創業・新事業開拓支援注1 34 30 24 38 16 31

経営相談注2 362 478 432 467 490 476

早期事業再生支援注3 4 6 5 2 2 2

事業承継支援注4 0 0 0 0 0 0

担保・保証に過度に依存しない融資促進
注5 46 26 12 36 4 16

合計　経営支援等取組先数（a） 446 540 473 543 512 525

取引先企業の総数（b）注6 10,388 10,426 10,523 10,553 10,491 10,457

割合（a）/(ｂ) 4.29 5.17 4.49 5.14 4.88 5.02

H24/9期 25/3期 25/9期 26/3期 26/9期 27/3期 始期比

計画 計画 計画 計画 計画 計画 増減

創業・新事業開拓支援 31 31 33 33 33 33 2

経営相談 472 472 473 473 473 476 0

早期事業再生支援 5 7 8 8 10 12 10

事業承継支援 1 1 2 2 3 4 4

担保・保証に過度に依存しない融資促進 18 18 20 20 23 25 9

合計　経営支援等取組先数（a） 527 529 536 536 542 550 25

取引先企業の総数（b） 10,470 10,485 10,495 10,510 10,515 10,530 73

割合（a）/(ｂ) 5.03 5.04 5.10 5.09 5.15 5.22 0.20  
注1 ① 創業・新事業支援に資金使途を限定した融資商品（秋田県信用保証協会保証制度：新事

業展開資金<事業確信資金、創業支援資金>）の貸出実績、及びプロパー融資等のうち創

業・新事業支援融資を行った先  

② 「フィデア中小企業成長応援ファンド」等による出資先 

③ 秋田県内中小企業への助成制度「あきた起業促進事業（起業支援補助金）」「あきた企

業応援ファンド」等による各種補助金・助成金の活用支援を行った先   

注2 ① 「中小企業支援ネットワーク強化事業」を活用した先  

② 各種商談会・相談会等を通じて当行の積極的な関与により成約した先数 

③ 当行のコンサルティング機能・情報提供機能を活用して、課題解決・販路拡大・業務委

託・工事の受注等の企業間の業務上のビジネスニーズのマッチングをさせた成約先数 

④ あきた企業活性化センターなど外部関係機関との連携による企業支援取組先数 

⑤ 「ほくと成長戦略ファンド」の取組先数（融資実行先数） 

⑥ 経営改善計画（修正経営改善計画を含む）の策定をサポートした先 

注3 ① 人材を派遣し再建計画策定等を支援した先 

② DES、DDS、DIPファイナンス等を活用した先 

③ 中小企業再生支援協議会と連携し再生計画を策定した先 

④ 株式会社整理回収機構（RCC）を活用した先 等 
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注4 ① 秋田県信用保証協会保証制度：新事業展開資金<事業承継資金>の活用支援を行った先 

② 融資取り組みなど当行関与による事業承継・M&A支援先数 

⑤ 外部専門機関への取次ぎによる事業承継・M&A支援先数 

注5 ① 顧客債権流動化業務の提案を行った先 

② スコアリングモデルを活用した融資商品で融資を行った先  

③ 財務制限特約条項（コベナンツ）を活用した融資商品で融資を行った先 

④ ABL（Asset Based Lending）手法の活用等、動産・債権担保融資を行った先 等 

注6 企業及び消費者ローン・住宅ローンのみの先を除く個人事業者の融資残高のある先で、政

府出資主要法人、特殊法人、地方公社、大企業が保有する各種債権又は動産・不動産流動

化スキームに係るSPC、及び当行の関連会社を含んでおります 

 

② 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 
「フィデア中小企業成長応援ファンド」等の活用により、ベンチャー企業や直接金融のニ

ーズのあるお取引先企業に対して出資を行い、資本の充実を図るとともに、企業の将来的な

成長を資金面から支援してまいります。 

また、包括提携している政府系金融機関との協調投融資や秋田県の補助金制度である経営

改革総合支援事業（フェニックスプラン21）の活用などより、企業のライフステージにおけ

る「創業・成長」を支援してまいります。 

 加えて、前述のとおり、女性専用の創業融資商品（制度）の開発・提供等により、女性

の起業支援を強化してまいります。 

 

③ 経営に関する相談その他の取引先の企業に対する支援に係る機能強化のため

の方策 
(イ) 中小企業支援ネットワーク強化事業の再構築 

中小企業支援ネットワーク強化事業とは、経済産業省が中小企業支援の専門知識や豊富

な実績を有する相談員（以下、ネットワークアドバイザー）を選定、ネットワークアドバ

イザーがネットワークを構成する支援機関を巡回し、そのお取引先企業の高度・専門的な

課題に直接対応する制度です。また、専門家派遣による企業の課題解決の実施や、営業店

担当者への課題解決に係るノウハウの蓄積を推進することを目的としております。 

当行には 2名のネットワークアドバイザーが在籍しており、いずれも迅速な対応と適確

な判断力を活かし中小企業支援の実績を積み重ねております。本部・営業店・アドバイザ

ーの連携により引き続き中小企業の課題解決のための支援体制拡充を図り、他行差別化を

推進してまいります。 

当事業については、全営業店への周知・活用が徹底されていなかったため、当事業の活

用を促進させる方策として、営業店に対する周知を徹底してまいります。支援活動により、

経営改善、与信取引の開始等が発生した等の好事例を制度概要とともに行内イントラネッ

トで配信するほか、CRM システムを活用し営業店、本部で情報を双方向で共有し、支援

のスピードアップを推進してまいります。 
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【図表 46】中小企業支援ネットワーク事業イメージ 
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(ロ) 経営改善支援活動の充実 

企業の経営改善支援専担部署である融資部経営改善グループが所管する専担先 47 社（平

成 24 年 6 月末現在）を中心に積極的に経営改善支援に取り組んでまいりましたが、中小企

業金融円滑化法の最終期限を見据え、出口戦略の推進として事業再生支援に軸足を置いた

スピード感ある活動を進めてまいります。 

具体的には、再生支援を含めた経営改善支援活動について事業の持続可能性等に応じて

提案するソリューションをベースに、お取引先企業のライフサイクルや程度に応じて A「特

に経営改善を必要としない先」、B「経営改善が必要な先」、C「事業再生や業種転換が必要

な先」、D「事業の持続可能性が見込まれない先」の 4類型区分に分類し、お取引先企業の

レベルに応じて 3グループ（経営改善グループ・融資グループ・金融円滑化推進室）に担

当を振分け、継続的な訪問等を通じたお取引先企業とのリレーション、きめ細かな経営相

談、経営指導等を通じて経営改善支援活動の充実を図ってまいります。 

 

(ハ) ビジネスマッチング支援の充実 

前計画期間中、ビジネスマッチング成約先数の実績は増加基調にあります【図表 47】。

これは、営業担当者のノウハウ向上及びお客さまのニーズ・課題に対する個々人の感度が

上がってきたことによるものと考えております。 
平成 11 年度から毎年開催し、今年で 14 回目を迎えるビジネス商談会は、「ビジネスマッ

チングフェア」として県内企業に定着しております。今後はその内容について継続して見

直し、お客さまの販路拡大支援に向けた取り組みを強化してまります。具体的には、業種

を絞りこんだ商談会の開催等により、長期的な取引拡大に繋がるビジネスマッチングニー
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ズの掘り起こしを図ってまいります。 

 

【図表 47】前計画期間中における当行のビジネスマッチング成約先数 
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④ 早期の事業再生に資する方策 
当行では、これまで再生子会社である北都ソリューションズ、融資部経営改善グループ

を中心に「実現可能性の高い抜本的な再生計画策定支援及びその再生計画の実行支援」を

行ってまいりました。 

具体的には、中小企業再生支援協議会、RCC、その他外部の専門家(会計士、税理士、コ

ンサルタント等)と連携し、「会社分割」「DDS」等の手法を活用した抜本的な再生計画を策

定し、平成 23 年度は 4社の事業再生に取り組んでまいりました。 

特に中小企業再生支援協議会の活用につきましては、平成24年4月に策定されました「中

小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」

を踏まえ積極的な協議会の機能の活用及び連携の強化を図ってまいります。平成 24 年度は

12 先を目標に取り組んでまいります。 

また、北都ソリューションズにおいて事業再生を経験した 3 名を融資部経営改善グルー

プに配置しており、培った事業再生ノウハウを活かしつつ、「経営陣の再生への意欲」「地

域における重要度、影響力」等を考慮した上で、中小企業の事業再生に向けた総合的な支

援活動を行ってまいります。 

 

⑤ 事業承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 
これまで取組んできたM&Aを活用した事業承継支援等に加え、同族会社が多くを占める秋

田県内中小企業の円滑な事業承継（資産承継）を支援するため、営業戦略部コンサルティン

ググループを主体に営業店と本部の連携を強化してまいります。 

具体的には、公的制度（経営承継関連保証制度）の活用、税理士との連携による株価試算・ 

資産承継を含めた支援、M&A活用による株式売却支援、株式公開の支援等を実施してまいり
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ます。 

加えて、外部専門機関との連携により、事業承継や M&A マッチングおけるお客さまの要

望に対応してまいります。 

 

⑥ 不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資の推進、又は事業価値を見極め

る融資手法をはじめ中小規模事業者等に適した資金供給手法の活用 
 CRD スコアリングを活用した秋田県信用保証協会との提携商品「真・戦力」の積極活用

や商品性の見直しによるお客さまの利便性向上、財務制限特約条項（コベナンツ）を活用

した融資商品の提供を積極的に推進してまいります 

また、売掛債権流動化への取り組み支援に加え、お客さまの抱える個々の債権保有事情

を勘案した債権流動化商品の提案を行い、ABL 手法の活用等独自性の高い商品の開発や提

案に努めてまいります。 
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７ 剰余金の処分の方針 
(１) 配当に対する方針 
① フィデア HD 
 フィデア HD の配当は、子銀行である当行と荘内銀行から受け取る配当額を配当原資とし

ております 

 フィデア HD の平成 25 年 3 月期以降の配当計画については、優先株式については約定に

従った配当を行うとともに、普通株式については 1 株当たり 5 円の配当を安定的に行って

いく方針です。 

 

② 北都銀行 
当行は、持株会社であるフィデア HD の 100％子会社となっており、当行の配当は 100％

フィデア HD への配当となっております。 

 当行は、経営強化計画の着実な遂行による収益力の強化と業務の効率化を図ることで安

定した業績を確保することにより、公的資金返済財源である内部留保の蓄積に努めていく

とともに、安定的な配当を継続してまいります。 

 

(２) 役員に対する報酬及び賞与についての方針 
① フィデア HD 

フィデア HD は、業績を加味した役員報酬の支払いを実施してまいります。 

 

② 北都銀行 
当行は、月額報酬に加え役員賞与支給という報酬体系となっておりますが、役員賞与に

ついては従前より支給を行っておりません。 
今後についても、業績を加味した役員報酬の支払いを実施してまいります。 

 

(３) 財源確保の方策 
 フィデア HD は、北都銀行の利益剰余金の積み上げにより、公的資金 100 億円の早期返済

を目指してまいります。 

 北都銀行は、経営強化計画を着実に履行し、収益力の強化と資産の健全化を進め、安定

した収益を確保してまいります。 

 北都銀行は、経営強化計画の着実な履行により、安定的な収益を確保することによって、

平成 32 年 3 月末には利益剰余金の額が 109 億円まで積み上がり、公的資金 100 億円の返済

財源が確保できる見込みです。 
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【図表 49】北都銀行の当期純利益、利益剰余金の計画 

（単位：億円）
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 （注）平成 26 年中を目処として、基幹系システムの移行を進めており、平成 32 年 3 月

期以降は、システム統合関連費用の支出が極小化し、安定した利益水準が確保でき

る見通しです。よって、平成 33 年 3 月期以降については、平成 32 年 3 月期の当期

純利益を採用する計画としております。 
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８ 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 
(１) 経営管理に係る体制 
① フィデア HD 及び北都銀行における内部統制基本方針 
 フィデア HD は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会の決議により「内部統制

システム基本方針」を定めており、当行も「内部統制システムの基本方針」に、当行及び

関連会社業務の適切性を確保するための体制について定めております。 

 

② フィデア HD における内部監査体制 
 フィデア HD は、グループ会社の内部監査業務を統括する「内部監査グループ」を設置し

ております。 

フィデア HD の内部監査グループは、グループ会社の目標達成に係る支援を目的として、

グループ会社の監査部と連携・協働により、フィデア HD 及びグループ会社の本部等監査、

営業店監査、資産監査、財務報告に係る内部統制の監査等を独立的・客観的な立場で行い、

グループ会社の諸活動等を評価するとともに、改善提言・提案等を実践しており、その内

容は取締役会等に報告しております。 

 

③ 北都銀行における内部監査体制 
 各業務執行部門等から独立した内部監査部門である監査部は、フィデア HD 内部監査グル

ープとともに、本部等監査、営業店監査、資産監査、財務報告に係る内部統制の監査等を

行い、事務処理等の問題点の発見、指摘に止まらず、内部管理態勢等の評価及び改善に向

けた提言等を実施しております。 

 また、内部監査の結果については、取締役会等へ報告しているほか、常勤監査役へ報告

する体制としております。 

 

④ フィデア HD 及び北都銀行における財務報告に係る内部統制の基本方針 
フィデア HD 及び当行は、金融商品取引法に基づく「内部統制報告書制度」への対応とし

て、グループ会社において、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため

の内部管理態勢の整備を図り、財務報告の信頼性を確保することを目的として、取締役会

決議により「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針」を制定しており

ます。 

 

(２) 北都銀行における各種のリスク管理の状況及び今後の方針等 
当行の各種のリスク管理態勢、信用リスク管理、市場リスク管理については、「項目

5-(2)リスク管理体制の強化のための方策」に記載のとおりです。 

その他のリスクとして、「流動性リスク管理」と「オペレーショナル・リスク管理」の

方針等については以下のとおりです。 
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① 流動性リスク管理 
リスク管理基本方針及び流動性リスク管理規程に基づき、資金繰りリスク及び市場流動性

リスクから成る流動性リスクを適切に把握しております。 

流動性リスク管理指標として、流動性リスク管理規程にて「流動性準備量」「資金ポジシ

ョン」「大口預金比率」を定めており、各管理指標について関連部門からの報告に基づきリ

スク管理部門が日次ベースで管理しているほか、定例的にリスク管理委員会に報告してお

ります。 

 

② オペレーショナル・リスク管理 
(イ) システムリスク 

システム障害の発生を未然に防止するとともに、発生した障害の影響を極小化すること

を基本方針としております。 

また、基幹系システムについては、フィデアグループのシステム基盤共通化を目的とし

て、富士通の「PROBANK（プロバンク）」から荘内銀行の現行基幹系システム（ＮＴＴデー

タ「地銀共同センター」）をベースとしたＮＴＴデータ「BeSTAcloud（ベスタクラウド）」

への移行を予定しております。平成 26 年中の移行に向け、移行時及び移行後のリスクを排

除すべくフィデアグループ及び当行として万全の態勢でシステム移行プロジェクトに臨ん

でおります。 

 

(ロ) 事務リスク 
当行のリスク管理基本方針及び統合的リスク管理規程に基づき制定したリスク管理規程

に則り、所管部が連携してリスクの顕在化の未然防止やリスクの極小化に努めております。

具体的には事務リスクを特定・把握するために事務事故や事務ミス並びに苦情トラブルを

収集・分析し、定性的又は定量的にリスクを評価しております。事務リスクをコントロー

ルするためには所管部と協力して事務処理及び事務処理の改善に必要な手続き等の制定・

見直し、指導を行っております。事務リスクの発生状況、管理状況等については定期的又

は必要に応じて担当役員及びリスク管理委員会に報告する態勢とし、適切な事務リスク管

理に取り組んでおります。 
今後は、一層の本部への事務集中による営業店事務リスクの軽減を図るとともに、事務

集中部門におけるリスク管理態勢の強化に努めてまいります。 
 

(ハ) その他オペレーショナル・リスク 
リスク管理基本方針及びオペレーショナル・リスク管理規程に則り、リスクの顕在化の

未然防止及び顕在化後の影響を極小化するとともに、リスクの発生状況、管理状況等につ

いて定期的又は必要に応じて経営陣に報告する態勢とし、適切なオペレーショナル・リス

ク管理に取り組んでおります。 
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９ 協定銀行が現に保有する取得株式等に係る事項 
(１) フィデア HD が株式会社整理回収機構に対して発行した株式の発行金額・条件 
  発行金額・条件については以下の通りです。 

項目 内容

1 種類 フィデアホールディングス株式会社 B種優先株式

2 申込期日（払込日） 平成22年3月31日

発行価額 1 株につき 400円

非資本組入れ額 1 株につき 200円

4 発行総額 10,000百万円

5 発行株式数 25百万株

6 議決権

本優先株主は、株主総会において、全ての事項について議決権を行使することができ
ない。ただし、本優先株主は、ある事業年度終了後、(i)(a)当該事業年度にかかる定
時株主総会の招集のための取締役会決議までに開催される全ての取締役会において、
本優先株主に対して当該事業年度の末日を基準日とするＢ種優先配当金の額全部（当
該事業年度において本優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）にか
かる剰余金（以下「当年度本優先配当金」という。）の配当を行う旨の決議がなされ
ず、かつ、当該事業年度にかかる定時株主総会に当年度本優先配当金を支払う旨の議
案が提出されない場合は、当該定時株主総会より、(b)当該定時株主総会において当該
議案が否決された場合は、当該定時株主総会の終結の時より、(ii)本優先株主に対し
てその翌事業年度以降の各事業年度の末日を基準日とする本優先配当金の額全部（当
該事業年度において本優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）にか
かる剰余金の配当を行う旨の取締役会決議または株主総会決議が最初になされる時ま
で、上記の期間中に開催される全ての株主総会において全ての事項について議決権を
行使することができる。

優先配当年率

12ヶ月日本円TIBOR＋1.00％
（平成22年3月31日を基準日とする期末の剰余金の配当の場合は、払込期日から平成22
年3月31日までの間の日数で日割計算により算出される割合とする）
ただし、8%を上限とする

優先中間配当 本優先配当金の2分の1を上限

累積条項 非累積

参加条項 非参加

8 残余財産の分配
普通株主に先立ち本優先株主が有する本優先株式１株当たりの払込金額相当額に経過
優先配当金相当額を加えた額を支払う。このほかの残余財産の分配は行わない。

取得請求権
（転換予約権）

本優先株主は、取得請求期間中、当社が本優先株式を取得するのと引換えに当社の普
通株式を交付することを請求することができる。

取得請求期間の開始日 平成25年4月1日

取得請求期間の終了日 平成37年3月31日

当初取得価額
（当初転換価額）

取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額とす
る。
（※5連続取引日は、取得請求期間の初日を含まず、東京証券取引所における当社の普
通株式の終値が算出されない日を除く）

取得請求期間中の取得価額修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日の翌日以降、取得価額は、決定日まで（当日を
含む。）の直近の5連続取引日の終値の平均値に相当する金額に修正

取得価額の上限 無し

取得価額の下限
発行決議日から（当該日含まない）の5連続取引日における終値の平均値の50%に相当
する金額

金銭を対価とする取得条項

当社は、平成32年4月1日以降、取締役会が別に定める日（当該取締役会開催日までの
30連続取引日（当該日含む）の全ての日において終値が取得価額の下限を下回ってお
り、かつ金融庁の事前承認を得ている場合に限る）が到来したときに、法令上可能な
範囲で、本優先株式の全部または一部を金銭を対価として取得することができる。

対価となる金額
本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額に経過優先配当金相当
額を加えた金額

普通株式を対価とする取得条項

当社は、取得請求期間の終了日までに当社に取得されていない本優先株式の全てを取
得請求期間の終了日の翌日（以下、「一斉取得日」という）をもって取得する。当社
は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、本優先株主が有する本優先株式数に
本優先株式1株当たりの払込金額相当額を乗じた額を一斉取得価額で除した数の普通株
式を交付する。

一斉取得価額
一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値（終値が
算出されない日を除く。）に相当する金額

取得価額の上限 無し

取得価額の下限
発行決議日から（当該日含まない）の5連続取引日における終値の平均値の50%に相当
する金額

3
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(２) 北都銀行がフィデア HD 対して発行した株式の発行金額・条件 
発行金額・条件については以下の通りです。 

項目 内容

1 種類 株式会社北都銀行 C種優先株式

2 申込期日（払込日） 平成22年3月31日

発行価額 1 株につき 400円

非資本組入れ額 1 株につき 200円

4 発行総額 10,000百万円

5 発行株式数 25百万株

6 議決権

本優先株主は、株主総会において、全ての事項について議決権を行使することができ
ない。ただし、本優先株主は、定時株主総会に本優先配当金の額全部（本優先中間配
当金を支払ったときは、その額を控除した額）の支払を受ける旨の議案が提出されな
いときはその定時株主総会より、本優先配当金の額全部（本優先中間配当金を支払っ
たときは、その額を控除した額）の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否
決されたときはその定時株主総会の終結の時より、本優先配当金の額全部（本優先中
間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）の支払を受ける旨の決議がなされ
る時までの間は、上記の期間中に開催される全ての株主総会において全ての事項につ
いて議決権を行使することができる。

優先配当年率

12ヶ月日本円TIBOR＋1.00％
（平成22年3月31日を基準日とする期末の剰余金の配当の場合は、払込期日から平成22
年3月31日までの間の日数で日割計算により算出される割合とする）
ただし、8%を上限とする

優先中間配当 本優先配当金の2分の1を上限

累積条項 非累積

参加条項 非参加

8 残余財産の分配
普通株主に先立ち本優先株主が有する本優先株式１株当たりの払込金額相当額に経過
優先配当金相当額を加えた額を支払う。このほかの残余財産の分配は行わない。

取得請求権
（転換予約権）

本優先株主は、取得請求期間中、当銀行が本優先株式を取得するのと引換えに当銀行
の普通株式を交付することを請求することができる。

取得請求期間の開始日 平成25年4月1日

取得請求期間の終了日 平成37年3月31日

当初取得価額
（当初転換価額）

取得請求期間の初日における連結BPSに相当する金額
　（※連結BPS：直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書における普通株
式1株当たり純資産額。以下同様）
但し、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日までの期間において、当銀行の普
通株式が上場等をしている場合、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日の毎日の終
値の平均値に相当する金額
　（※5連続取引日：取得請求期間の初日を含まない）
　（※終値：当銀行の普通株式の終値。気配表示を含む。以下同様）

取得請求期間中の取得価額修正

取得請求期間において、毎月1日（以下、それぞれ「決定日」という。）の翌日以降、
決定日における連結BPSに相当する金額に修正
但し、決定日を最終日とする5連続取引日（同日を含む。）の期間において、当銀行の
普通株式が上場等をしている場合、当該決定日（当日を含む。）までの直近の5連続取
引日の終値の平均値に相当する金額に修正

取得価額の上限 無し

取得価額の下限 50円

金銭を対価とする取得条項

当銀行は、平成32年4月1日以降、取締役会が別に定める日（当該取締役会開催日まで
の30連続取引日（当該日含む）の全ての日において普通株式時価が取得価額の下限を
下回っており、かつ金融庁の事前承認を得ている場合に限る）が到来したときに、法
令上可能な範囲で、本優先株式の全部または一部を金銭を対価として取得することが
できる。
　（※普通株式時価：連結BPS。但し、取得日を決定する取締役の開催日を最終日とす
る30営業日の期間において、当銀行の普通株式が上場等をしている場合、終値）

対価となる金額
本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額に経過優先配当金相当
額を加えた金額

普通株式を対価とする取得条項

当銀行は、取得請求期間の終了日までに当銀行に取得されていない本優先株式の全て
を取得請求期間の終了日の翌日（以下、「一斉取得日」という）をもって取得する。
当銀行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、本優先株主が有する本優先株
式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額を乗じた額を一斉取得価額で除した数の
普通株式を交付する。

一斉取得価額

連結BPSに相当する金額（但し、一斉取得日からこれに先立つ45連続取引日までの期間
において、当銀行の普通株式が上場等をしている場合、一斉取得日に先立つ45取引日
目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値（終値が算出されない日を除く。）に
相当する金額）

取得価額の上限 無し

取得価額の下限 50円
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１０ 経営強化のための計画の前提条件 
 
（前提となる経済環境） 

足元の国内経済は、東日本大震災の影響から生産面を中心に大幅な調整を余儀なくさ

れたものの、比較的早い時期にサプライチェーンの復旧が進み、自粛ムードが緩和に向

かったことから、昨年夏頃から生産や輸出が持ち直しの動きを示し、個人消費も底堅く

推移しております。 

しかしながら、昨年秋以降は欧州債務危機による海外経済の減速や歴史的な円高の進

行に加え、タイの洪水被害の影響もあり、生産や輸出が減速するなど、景気の持ち直し

には足踏み感が色濃く残っております。 

秋田県においては、個人消費が底堅く推移したものの、公共投資や住宅投資が低水準

にとどまり、外需の減少などを映じて主力の電子部品が鈍化傾向を強めるなど、足踏み

感の強い状況が続くものと予想しております。 

 

（金利） 

本格的な景気回復が想定し難い状況下であることからも、日本銀行は低金利政策を維

持すると予想しております。政策誘導金利は現行の 0～0.1％のレンジでの動きとなり、

長期金利も概ね低位での推移が続くと予想しております。 

 

（為替） 

欧州債務問題の今後の展開、米国経済の回復力、新興国・資源国の物価安定と成長の

両立の可能性など、世界経済を巡る不確実性が引き続き大きく、為替相場は本計画期間

内においては横這いの前提といたしました。 

 

（株価） 

欧州債務問題の長期化等を背景に先行きに対し不透明感が強く、計画期間においては、

平成 24 年 5 月末及び足下の日経平均株価水準を参考に、保守的に横這いの前提といたし

ました。 

H24/3 H24/5 H24/9 H25/3 H25/9 H26/3 H26/9 H27/3
指標 

実績 実績 前提 前提 前提 前提 前提 前提 

無担保コール翌日物（％） 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

TIBOR3 ヵ月（％） 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33

新発 10 年国債利回り（％） 0.98 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

ドル/円レート（円） 82.14 78.93 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00

日経平均株価（円） 10,083 8,542 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

 

以 上 
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連 結 貸 借 対 照 表 
（平成24年３月31日現在） 

（単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 預 け 金 56,811 預 金 2,054,860 

コールローン及び買入手形 21,000 譲 渡 性 預 金 113,569 

買 入 金 銭 債 権 5,448 コールマネー及び売渡手形 40,218 

商 品 有 価 証 券 191 借 用 金 40,430 

金 銭 の 信 託 1,956 外 国 為 替 42 

有 価 証 券 700,982 社 債 5,000 

貸 出 金 1,519,421 そ の 他 負 債 18,219 

外 国 為 替 1,933 賞 与 引 当 金 368 

そ の 他 資 産 12,418 退 職 給 付 引 当 金 1,676 

有 形 固 定 資 産 21,921 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 381 

建 物 9,096 偶 発 損 失 引 当 金 333 

土 地 10,961 そ の 他 の 引 当 金 60 

リ ー ス 資 産 273 繰 延 税 金 負 債 17 

建 設 仮 勘 定 52 再評価に係る繰延税金負債 666 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 1,538 支 払 承 諾 13,909 

無 形 固 定 資 産 1,304 負 債 の 部 合 計 2,289,754 

ソ フ ト ウ ェ ア 794 （純資産の部）  

の れ ん 371 資 本 金 15,000 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 138 資 本 剰 余 金 24,744 

繰 延 税 金 資 産 12,120 利 益 剰 余 金 19,344 

支 払 承 諾 見 返 13,909 自 己 株 式 △ 1 

貸 倒 引 当 金 △ 17,143 株 主 資 本 合 計 59,087 

  その他有価証券評価差額金 998 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 16 

  土 地 再 評 価 差 額 金 1,119 

  その他の包括利益累計額合計 2,101 

  少 数 株 主 持 分 1,331 

  純 資 産 の 部 合 計 62,520 

資 産 の 部 合 計 2,352,274 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 2,352,274 

 

2



連 結 損 益 計 算 書 
自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日 

（単位：百万円） 

科   目 金   額 

経 常 収 益  49,126 

資 金 運 用 収 益 33,676  

貸 出 金 利 息 28,756  

有 価 証 券 利 息 配 当 金 4,824  

コールローン利息及び買入手形利息 64  

預 け 金 利 息 1  

そ の 他 の 受 入 利 息 29  

役 務 取 引 等 収 益 8,544  

そ の 他 業 務 収 益 4,140  

そ の 他 経 常 収 益 2,765  

償 却 債 権 取 立 益 428  

そ の 他 の 経 常 収 益 2,336  

経 常 費 用  41,603 

資 金 調 達 費 用 3,030  

預 金 利 息 2,500  

譲 渡 性 預 金 利 息 127  

コールマネー利息及び売渡手形利息 5  

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 0  

借 用 金 利 息 145  

社 債 利 息 227  

そ の 他 の 支 払 利 息 22  

役 務 取 引 等 費 用 2,624  

そ の 他 業 務 費 用 1,957  

営 業 経 費 29,180  

そ の 他 経 常 費 用 4,809  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,546  

そ の 他 の 経 常 費 用 2,263  

経 常 利 益  7,523 

特 別 利 益  592 

固 定 資 産 処 分 益 84  

確 定 拠 出 年 金 移 行 差 益 500  

そ の 他 の 特 別 利 益 6  

特 別 損 失  187 

固 定 資 産 処 分 損 94  

減 損 損 失 83  

そ の 他 の 特 別 損 失 9  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  7,928 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 229  

法 人 税 等 調 整 額 3,315  

法 人 税 等 合 計  3,544 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益  4,383 

少 数 株 主 利 益  140 

当 期 純 利 益  4,243 
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 
自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日 

（単位：百万円） 

科     目 金     額 

株主資本  

資本金  

当期首残高 15,000 

当期変動額  

当期変動額合計 ― 

当期末残高 15,000 

資本剰余金  

当期首残高 24,744 

当期変動額  

自己株式の処分 0 

当期変動額合計 0 

当期末残高 24,744 

利益剰余金  

当期首残高 16,764 

当期変動額  

剰余金の配当 △ 875 

当期純利益 4,243 

土地再評価差額金の取崩 1 

連結子会社合併に伴う増加高 1 

持分変動差額 △ 790 

当期変動額合計 2,579 

当期末残高 19,344 

自己株式  

当期首残高 △ 0 

当期変動額  

自己株式の取得 △ 0 

自己株式の処分 0 

当期変動額合計 △ 0 

当期末残高 △ 1 

株主資本合計  

当期首残高 56,508 

当期変動額  

剰余金の配当 △ 875 

当期純利益 4,243 

自己株式の取得 △ 0 

自己株式の処分 0 

土地再評価差額金の取崩 1 

連結子会社合併に伴う増加高 1 

持分変動差額 △ 790 

当期変動額合計 2,579 

当期末残高 59,087 
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（単位：百万円） 

科     目 金     額 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金  

当期首残高 △ 3,318 

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,317 

当期変動額合計 4,317 

当期末残高 998 

繰延ヘッジ損益  

当期首残高 △ 17 

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 

当期変動額合計 0 

当期末残高 △ 16 

土地再評価差額金  

当期首残高 1,024 

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 94 

当期変動額合計 94 

当期末残高 1,119 

その他の包括利益累計額合計  

当期首残高 △ 2,311 

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,412 

当期変動額合計 4,412 

当期末残高 2,101 

少数株主持分  

当期首残高 2,136 

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 805 

当期変動額合計 △ 805 

当期末残高 1,331 

純資産合計  

当期首残高 56,333 

当期変動額  

剰余金の配当 △ 875 

当期純利益 4,243 

自己株式の取得 △ 0 

自己株式の処分 0 

土地再評価差額金の取崩 1 

連結子会社合併に伴う増加高 1 

持分変動差額 △ 790 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,607 

当期変動額合計 6,186 

当期末残高 62,520 
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連結計算書類の作成方針 

 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結される子会社及び子法人等          12社 

株式会社荘内銀行 

株式会社北都銀行 

荘銀事務サービス株式会社 

荘銀カード株式会社 

株式会社フィデアベンチャーキャピタル 

株式会社フィデア総合研究所 

北都銀ビジネスサービス株式会社 

株式会社北都ソリューションズ 

株式会社北都情報システムズ 

株式会社北都カードサービス 

北都チャレンジファンド１号投資事業組合 

フィデア中小企業成長応援ファンド１号投資事業組合 

連結される子法人等である株式会社ＩＳＢコンサルティングは、平成23年４月１日に株式会社フィデア総合

研究所を存続会社として吸収合併しております。 

連結される子会社である北都総研株式会社は、平成24年３月１日に株式会社北都銀行を存続会社として吸収

合併しております。 

 

(2）非連結の子会社及び子法人等            

  該当ありません。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等      

  該当ありません。 

 

(2）持分法適用の関連法人等              

  該当ありません。 

 

(3）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等     

  該当ありません。 

 

(4）持分法非適用の関連法人等             

  該当ありません。 

 

３．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び平成21年度以前に発生した負ののれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、発生年度に全額償却しております。 
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連結注記表 
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。 

 

会計処理基準に関する事項 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券の

うち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算

定）、ただし株式については連結会計年度末前１カ月の市場価格の平均に基づく時価法、時価を把握することが極

めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、

時価法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び銀行業を営む連結される子会社の有形固定資産は、定率法（ただし、一部の子銀行においては、平成10

年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物：６年～50年 

その他：４年～20年 

その他の連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定

額法により償却しております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結さ

れる子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

(3）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし

た定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価

保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５．貸倒引当金の計上基準 

銀行業を営む連結子会社及び主要な連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基

準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと

同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、原則債権額から、担保の処分可能

見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にない

が、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、

債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を

総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実

績率等に基づき引当てております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施した上

で資産査定部署より独立した資産監査部署で監査を行い、その査定結果により上記の引当を行っております。 

なお、株式会社北都銀行及び一部の主要な連結される子会社及び子法人等における破綻先及び実質破綻先に対する

担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額

を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は18,967百万円であります。 

その他の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金については貸倒実績率等に基づく処理を行っております。 

６．賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度

に帰属する額を計上しております。 
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７．退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の処理方法は以下のとおりであ

ります。 

過去勤務債務     当社の連結される子会社である株式会社荘内銀行においては、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により損益処理。 

当社の連結される子会社である株式会社北都銀行においては、発生時に一括損益処理。 

数理計算上の差異   各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年～15年）によ

る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

なお、会計基準変更時差異（2,710百万円）については、15年による按分額を費用処理しております。 

８．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻

請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

９．偶発損失引当金の計上基準 

信用保証協会の責任共有制度に係る信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来発生する可能性のある負

担金支払見積額を計上しております。 

10．その他の引当金の計上基準 

その他の引当金のうち、連結される子会社及び子法人等が行っているクレジット業務に係る交換可能ポイントにつ

いて、将来使用された場合の負担に備え、将来使用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上して

おります。また、連結される子会社及び子法人等が利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息の返還請求に備える

ため、過去の返還状況等を合理的に見積った額及び一定期間経過後に収益計上した未回収の商品券等について、将来

回収された場合に発生する損失に備えるため合理的に見積った額をそれぞれ計上しております。 

11．外貨建資産・負債の換算基準 

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日の為替相場による円換算額を付

しております。 

12．リース取引の処理方法 

一部の連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成

20年４月１日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっており

ます。 

13．重要なヘッジ会計の方法 

(1）金利リスク・ヘッジ 

銀行業を営む連結される子会社における金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委

員会報告第24号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッ

ジの有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッ

ジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、

キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証によ

り有効性を評価しております。 

(2）為替変動リスク・ヘッジ 

銀行業を営む連結される子会社における外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の

方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種

別監査委員会報告第25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっておりま

す。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワ

ップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段

の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建

有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること

等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。 

14．消費税等の会計処理 

 当社並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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追加情報 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月４日)を適用しております。なお、「金融商品会計に関する実務指針」

(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号)に基づき、当連結会計年度の「償却債権取立益」は「その他経常収

益」に計上しております。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は2,572百万円、延滞債権額は26,433百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息

の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下

「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイから

ホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目

的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は49百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破

綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は16,445百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以

上延滞債権に該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は45,500百万円であります。 

なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外

国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、7,744百

万円であります。 

６．当社の連結される子会社である株式会社北都銀行の住宅ローン債権証券化により、信託譲渡した貸出金元本の当連

結会計年度末残高は、8,913百万円であります。なお、劣後受益権7,092百万円を継続保有し、「貸出金」中の証書貸

付に5,992百万円、現金準備金として「現金預け金」中の預け金に1,100百万円を計上しております。 

７．ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号に基づいて、

原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、連結貸借対照表計上額は、1,390百万円でありま

す。 

８．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券          104,754百万円 

担保資産に対応する債務 

コールマネー        39,800百万円 

借用金           34,630百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券171,852百万円、現金預

け金８百万円を差入れております。 

また、その他資産のうち保証金は589百万円であります。 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら

の契約に係る融資未実行残高は422,667百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期

に無条件で取消可能なもの）が421,024百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連

結される子会社及び子法人等の将来キャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くに

は、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結される子会社及び子法人等が実行申し込

みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時にお

いて必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧

客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 
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10．有形固定資産の減価償却累計額    32,350百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額        20百万円 

12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額

は8,487百万円であります。 

 

（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常費用」には、株式等売却損1,058百万円を含んでおります。 

２．特別利益の「確定拠出年金移行差益」は、当社の連結される子会社である北都銀行の企業型確定拠出年金制度の導

入に伴うものであります。 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株） 

 
当連結会計年度期首

株式数 
当連結会計年度 
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末
株式数 

摘要 

発行済株式数      

 

普通株式 143,464 ― ― 143,464  

Ｂ種優先株式 25,000 ― ― 25,000  

合計 168,464 ― ― 168,464  

自己株式      

 
普通株式 4 1 0 6 （注） 

合計 4 1 0 6  

（注） 増加株式数は単元未満株式の買取請求によるものであり、減少株式数は単元未満株式の買増請求によるもので

あります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当ありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1）当連結会計年度中の配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の
総額 

１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 

平成23年５月12日 
取締役会 

普通株式 717百万円 5.00円 平成23年３月31日 平成23年６月27日

 Ｂ種優先株式 158百万円 6.328円 平成23年３月31日 平成23年６月27日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの 

（決議） 株式の種類 
配当金の
総額 

配当の原資
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 

平成24年５月11日 
取締役会 

普通株式 717百万円 利益剰余金 5.00円 平成24年３月31日 平成24年６月27日

 Ｂ種優先株式 147百万円 利益剰余金 5.88円 平成24年３月31日 平成24年６月27日
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（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 

当社グループは、主として国内の法人や個人のお客さまへの貸出及び債券や株式、投資信託等の有価証券による

運用などの銀行業務を中心とした金融情報サービスを行っております。これらの事業を健全に行っていくため、経

営体力の範囲内でリスクを許容し、収益力の向上を目指しております。 

当社グループでは、主として金利変動等を伴う金融資産及び金融負債を保有していることから、金利変動等によ

る不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合管理（ALM）を行うほか、必要に応じてデリバティブ取引を

実施しております。 

(2）金融商品の内容及びそのリスク 

当社グループが保有する金融資産には、主として国内の法人及び個人のお客さまに対する貸出金があり、顧客の

契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。また、有価証券は、主に株式、債券、投資信託

及び組合出資金であり、純投資目的及び政策投資目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リス

ク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。 

主な金融負債である預金、譲渡性預金は、主として国内の法人及び個人のお客さまの預け入れによるものです。

集中的な預金の解約等による流動性リスクに留意する必要がありますが、預金等の大部分は個人のお客さまによる

もので小口分散されているほか、大口預金の比率を一定以下にコントロールするなどにより当該リスクを抑制して

おります。 

デリバティブ取引には、ALM の一環で行っている金利スワップ取引、及びその他有価証券で保有する債券に対す

る先物取引、オプション取引等があります。また、その他にデリバティブを組み込んだ複合金融商品取引がありま

す。デリバティブ取引は投機的な取引を目的とするものではなく、主としてヘッジ目的で実施しております。 

(3）金融商品に係るリスク管理体制 

当社グループでは、「リスク管理基本方針」及び各種リスク管理規程を定め、以下のリスク管理を実施する体制

を整備しております。 

① 信用リスクの管理 

当社グループは、「クレジットポリシー」及び「信用リスク管理規程」等に従い、貸出金について、個別案件

ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、自己査定等の事後管理、保証や担保の設定、問題債権

への対応、与信集中リスク管理など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、各

営業店のほか融資担当部門により行われ、また、定期的に経営会議等を開催し、審議･報告を行っております。

さらに、与信管理の状況については監査担当部門がチェックしております。 

② 市場リスクの管理 

市場取引については、フロントオフィス、ミドルオフィス及びバックオフィスをそれぞれ独立した部署とし、

相互に牽制する体制としております。 

(ｲ）金利リスクの管理 

当社グループは、ALM によって金利の変動リスクを管理しております。「市場リスク管理規程」等の規程に

従い、金利リスク量を計測するとともに、定期的にギャップ分析や感応度分析等によりモニタリングを実施し、

定期的に経営会議等に報告しております。また、現状分析を踏まえた今後の対応等の協議を行っております。 

(ﾛ）為替リスクの管理 

当社グループは、「市場リスク管理規程」等に従い、為替の変動リスクに関して、総合持高、損失限度額を

設定する、若しくはヘッジ取引を行う等により管理しております。 

(ﾊ）価格変動リスクの管理 

当社グループは、「市場リスク管理規程」等に従い、価格変動リスクを管理しております。有価証券のリス

クはバリュー･アット･リスク(VaR)、10BPV 等リスク指標に基づいて、予め設定した限度額に対する使用状況

をリスク管理部門が日次でモニタリングするとともに、経営会議等に報告しております。 

(ﾆ）デリバティブ取引 

デリバティブ取引の取扱いにつきましては、取引の執行、ヘッジ取引の有効性検証、事務管理に係る部門を

分離し、取扱規程に基づいた運用・管理のもとに行っております。 

③ 流動性リスクの管理 

当社グループは、「流動性リスク管理規程」等に従い、流動性リスク管理に係る限度額を設定し、実績を日次

でモニタリングするとともに、経営会議等に報告しております。 
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(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には理論価格等の合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等

によった場合、当該価額が異なることもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成24年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価

を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 時   価 差   額 

(1）現金預け金 56,811 56,811 ─ 

(2）コールローン及び買入手形 21,000 21,000 ─ 

(3）買入金銭債権（＊１） 5,390 5,390 ─ 

(4）商品有価証券    

売買目的有価証券 191 191 ─ 

(5）金銭の信託 1,956 1,956 ─ 

(6）有価証券    

その他有価証券 698,058 698,058 ─ 

(7）貸出金 1,519,421   

貸倒引当金（＊１） △ 16,588   

 1,502,832 1,543,046 40,213 

(8）外国為替（＊１） 1,932 1,932 ─ 

資産計 2,288,174 2,328,387 40,213 

(1）預金 2,054,860 2,055,145 285 

(2）譲渡性預金 113,569 113,569 ─ 

(3）コールマネー及び売渡手形 40,218 40,218 ─ 

(4）借用金 40,430 40,431 1 

(5）外国為替 42 42 ─ 

(6）社債 5,000 5,102 102 

負債計 2,254,121 2,254,510 389 

デリバティブ取引（＊２）    

ヘッジ会計が適用されていないもの 128 128 ─ 

ヘッジ会計が適用されているもの （25） （25） ─ 

デリバティブ取引計 102 102 ─ 

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権、外国為替に

対する貸倒引当金については重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。 

（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、（ ）で表示しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1）現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

満期のある預け金については、ほとんどが残存期間１年以内の短期間のものであり、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(2）コールローン及び買入手形 

これらは、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時

価としております。 

(3）買入金銭債権 

買入金銭債権は、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。 
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(4）商品有価証券 

ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から提示

された価格によっております。 

(5）金銭の信託 

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。 

(6）有価証券 

株式は取引所の価格（連結会計年度末前1カ月の市場価格の平均）、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提

示された価格等によっております。投資信託は、公表されている基準価格等によっております。 

私募債は、内部格付、期間に基づく区分毎に、将来のキャッシュ・フローを信用格付毎の信用リスクスプレッド

及び市場金利で割り引いて時価を算定しております。 

変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格を時価とみなせない状

態にあると判断し、当連結会計年度末においては、合理的に算定された価額をもって連結貸借対照表計上額として

おります。これにより、市場価格をもって連結貸借対照表計上額とした場合に比べ、「有価証券」は1,832百万円増

加、「繰延税金資産」は648百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は1,184百万円増加しております。 

変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フローを、同利回

りに基づく割引率を用いて割り引いた価額であり、国債の利回り及び同利回りのボラティリティが主な価格決定変

数であります。 

(7）貸出金 

貸出金のうち、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限る等の特性により返済期限を設けてい

ないものについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため当

該帳簿価額を時価としております。 

固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分毎に、元利金の合計額を信用格付毎の信

用リスクスプレッド及び市場金利で割り引いて時価を算定しております。また、変動金利によるものも、固定金利

によるものと同様に、内部格付、期間に基づく区分毎に、元利金の合計額を信用格付毎の信用リスクスプレッド及

び市場金利で割り引いて時価を算定しております。なお、信用リスクスプレッドは信用格付毎の累積デフォルト率、

債務者区分別ロス率を基に残存期間帯別に計算しております。 

仕組貸出は、利子率推計モデルにより計算した将来金利と、貸出金の信用格付毎の信用リスクスプレッドから、

モンテカルロ・シミュレーションにより計算しております。 

貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの

現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日にお

ける連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

(8）外国為替 

外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金（外国他店預け）、輸出手形・旅行小切手等（買入外国為替）、輸入手

形による手形貸付（取立外国為替）であります。これらは、満期のない預け金、又は残存期間が短期間（１年以

内）であり、それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 
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負 債 

(1）預金及び(2）譲渡性預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、

定期預金の時価は、一定の期間毎に区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しておりま

す。その割引率は、新規に預金を受け入れる際の店頭表示基準利率を用いております。なお、残存期間が短期間

（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(3）コールマネー及び売渡手形 

これらは、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時

価としております。 

(4）借用金 

借用金のうち、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。 

残存期間が１年超のもので、期限前償還コールオプション、ステップアップ条項の付いた劣後借入金については、

期限前償還の可能性を考慮した見積りキャッシュ・フローを見積り期間に対応した市場金利に連結子会社の信用リ

スクを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。 

(5）外国為替 

外国為替については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価

としております。 

(6）社債 

期限前償還コールオプション、ステップアップ条項の付いた劣後債については、期限前償還の可能性を考慮した

見積りキャッシュ・フローを見積り期間に対応した市場金利に当該子会社の信用リスクを加味した利率で割り引い

て時価を算定しております。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、通貨関連取引（通貨先物、

通貨オプション、通貨スワップ等）、債券関連取引（債券先物、債券先物オプション等）及びデリバティブを組み

込んだ複合金融商品取引であり、取引所の価格、割引現在価値等により算出した価額によっております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産

(6）その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区   分 連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式（＊１）（＊２） 1,722 

② 組合出資金（＊３） 1,200 

合計 2,923 

（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示

の対象とはしておりません。 

（＊２）当連結会計年度において、非上場株式について83百万円減損処理を行っております。 

（＊３）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式等時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成され

ているものについては、時価開示の対象としておりません。 
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（税効果会計関係） 

  「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成

23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の

引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。 

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.6％から、平成24年４月１

日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については

37.9％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については35.5％となりま

す。 

この税率変更により、繰延税金資産は1,093百万円、繰延税金負債は２百万円減少し、その他有価証券評価差額金

は79百万円増加し、法人税等調整額は1,169百万円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は95百万円減少し、

土地再評価差額金は同額増加しております。 

 

（関連当事者との取引関係） 

１．親会社及び法人主要株主等 

該当ありません。 

２．関連会社等 

該当ありません。 

３．兄弟会社等 

該当ありません。 

４．役員及び個人主要株主等 

（単位：百万円） 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 
取引 
金額 

科目 
期末 
残高 

役員及びその 
近親者が議決 
権の過半数を 
所有している 
会社 

石井商事㈱ 
（注１） 

（被所有） 
直接  0.0%

与信取引 資金の貸付 73 貸出金 62

ネッツトヨタ秋田㈱ 
（注２） 

（被所有） 
直接  0.0%

与信取引 資金の貸付 472 貸出金 400

㈱秋田クボタ 
（注１） 

（被所有） 
直接  0.0%

与信取引 資金の貸付 243 貸出金 420

㈱トヨタレンタリース
秋田（注２） 

（被所有） 
直接  0.0%

与信取引 資金の貸付 212 貸出金 300

羽後設備㈱ 
（注３） 

（被所有） 
直接  0.0%

与信取引
資金の貸付 
債務の保証 

270 
20 

貸出金 
支払承諾見返

317
23

羽後電設工業㈱ 
（注４） 

（被所有） 
直接  0.0%

与信取引
資金の貸付 
債務の保証 

8 
75 

貸出金 
支払承諾見返

―
59

羽後発変電工事㈱ 
（注４） 

― 与信取引
資金の貸付 
債務の保証 

51 
0 

貸出金 
支払承諾見返

41
0

（注）１．当社の重要な連結される子会社である㈱北都銀行の取締役石井資就及びその近親者が石井商事㈱の議決権の

過半数を所有しております。また、㈱秋田クボタは石井商事㈱の子会社であります。 

２．当社の重要な連結される子会社である㈱北都銀行の取締役石井資就並びにその近親者及び石井商事（株）が

ネッツトヨタ秋田㈱の議決権の過半数を所有しております。また、㈱トヨタレンタリース秋田はネッツトヨタ

秋田㈱の子会社であります。 

３．当社の重要な連結される子会社である㈱北都銀行の取締役佐藤裕之及びその近親者が羽後設備㈱の議決権の

過半数を所有しております。 

４．当社の重要な連結される子会社である㈱北都銀行の監査役七山慎一及びその近親者が羽後電設工業㈱の議決

権の過半数を所有しております。また、羽後発変電工事㈱は羽後電設工業㈱の子会社であります。 

５．取引条件及び取引条件の決定方針等 

一般取引先と同様であります。 

６．取引金額は平均残高を記載しております。 

 

（１株当たり情報） 

  １株当たりの純資産額         355円79銭 

  １株当たりの当期純利益金額       28円55銭 
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（重要な後発事象） 

  カード事業会社の合併 

   当社の連結される子会社及び子法人等である荘銀カード株式会社（以下、「荘銀カード」）及び株式会社北都カー

ドサービス（以下、「北都カードサービス」）は、荘銀カードを吸収合併存続会社、北都カードサービスを吸収合併

消滅会社として、平成24年４月１日に合併し、商号を「フィデアカード株式会社」としております。 
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 フィデアホールディングス（平成24年3月期）

３．連結自己資本比率
(2)総括表（第二基準） （単位：百万円、％）

15,000

-

-

24,744

19,344

1
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-

-

-

1,331

-

-

371

-

365

-

-

-

58,812

-

803

7,262

-

10,800

-

10,800

1,376

17,489

-

-

- ％ ％

76,301 ％ ％6.24

-

22,228

847,943

-

71,545

-

-

-

241

76,060

-

241

-

-

-

-

当期末

（ 自 己 資 本 ）

項目 当期末 前期末 項目

他の金融機関の資本調達手段の
意図的な保有相当額

-

告示第18条第1項第4号及び第5
号に掲げるもの

資 本 金

利 益 剰 余 金

企業結合等により計上される
無 形 固 定 資 産 相 当 額 ( △ )

新 株 式 申 込 証 拠 金

資 本 剰 余 金

※繰延税金資産の控除前の[基本
的項目]計(上記各項目の合計額)

※繰延税金資産の控除金額(△)

内部格付手法採用行において、
期待損失額が適格引当金を上回
る 額 の 50 ％ 相 当 額 （ △ ）

証券化取引により増加した自己
資 本 に 相 当 す る 額 （ △ ）

連結子法人等の少数株主持分

その他有価証券の評価差損(△)

自 己 株 式 ( △ )

うち海外特別目的会社の発行す
る 優 先 出 資 証 券

自 己 株 式 申 込 証 拠 金

社 外 流 出 予 定 額 ( △ )

新 株 予 約 権

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等

[ 基 本 的 項 目 ] 計 (A)

内部格付手法採用行において、
適格引当金が期待損失額を上回
る額

うち告示第１７条第２項に掲げ
るもの

土地の再評価額と再評価の直前
の帳簿価額の差額の45%相当額

一 般 貸 倒 引 当 金

自 己 資 本 総 額 (A+B+C) (D)

[ 補 完 的 項 目 ] 計 (B)

補 完 的 項 目 不 算 入 額 ( △ )

告示第18条第1項第3号に掲げる
もの

前期末

為 替 換 算 調 整 勘 定

営 業 権 相 当 額 ( △ )

の れ ん 相 当 額 ( △ )

告示第20条第1項第2号に規定す
る連結の範囲に含まれないもの
に対する投資に相当する額

非同時決済取引に係る控除額及
び信用リスク削減手法として用
いる保証又はクレジット･デリバ
ティブの免責額に係る控除額

告示第18条第1項第3号に掲げる
もの及びこれに準ずるもの

告示第18条第1項第4号及び第5
号に掲げるもの及びこれらに準
ずるもの

う ち 非 累 積 的 永 久 優 先 株

短 期 劣 後 債 務

参考：Tier1 比率（第二基準)
(A)/(G)

自 己 資 本 比 率 ( 第 二 基 準 )
(F)/(G)

[ 準 補 完 的 項 目 ] 計 (C) 8.07

準 補 完 的 項 目 不 算 入 額 ( △ )

ｵ ﾌ ･ ﾊ ﾞ ﾗ ﾝ ｽ 取 引 等 項 目

資 産 ( ｵ ﾝ ･ ﾊ ﾞ ﾗ ﾝ ｽ ) 項 目

自 己 資 本 額 (D)-(E) （ Ｆ ）

控 除 項 目 不 算 入 額 ( △ )

( 控 除 項 目 ) 計 （ Ｅ ）

( リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 )

内部格付手法採用行において、
期待損失額が適格引当金を上回
る額の50％相当額

PD/LGD方式の適用対象となる株
式等エクスポージャーの期待損
失額

基本的項目からの控除分を除
く、自己資本控除とされる証券
化エクスポージャー及び信用補
完機能を持つI/ Oストリップス
（告示第225条を準用する場合を
含む。）

短期劣後債務及びこれに準ずる
もの

ﾏｰｹｯﾄ･ﾘｽｸ相当額を8%で除して得
た額

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸ相当額を8%で除し
て得た額

信用リスク・アセット調整額

オ ペ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク
相 当 額 調 整 額

合 計 （ Ｇ ）

-

941,717
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 フィデアホールディングス（平成24年3月期）

 (注) 1．本表は、第二基準の適用を受ける銀行持株会社が記載するものとする。
　　　2．本表における「告示」とは、「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本
　　　　の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第20号）を指す。
      3．「その他有価証券の評価差損(△)」欄は、算出した金額が負の値である場合に限り、税効果調整後の金額を記載するものとする。ただし、平成24年3月31日
        までの間は、平成20年金融庁告示第79号に基づく特例に従い、当該金額の記載を要しない。なお、特例を考慮しない場合の金額は以下のとおり。

百万円
　　　4．本表において各種「不算入額(△)」欄を含む項目については、当該項目の構成項目は算入制限・除外規定等適用前の金額（グロス）を記載する。
      5．「企業結合等により計上される無形固定資産相当額(△)」は、企業結合に伴う再評価により生じた評価差額が正の値である場合の当該評価差額又は子会
　　　　社株式の追加取得に伴う再評価により生じた評価差額が正の値である場合の当該評価差額に限る。
      6．「内部格付手法採用行において、期待損失額が適格引当金を上回る額の50％相当額」については、事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向け
　　　　エクスポージャーの期待損失額の合計額が適格引当金の合計額を上回る額が正の値である場合に限り、記載するものとする。
      7．「内部格付手法採用行において、適格引当金が期待損失額を上回る額」は、適格引当金の合計額が事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向け
　　　　エクスポージャーの期待損失額の合計額を上回る場合における当該上回る額を記載するものとする。但し、告示第152条第1号に定める額の0.3%を限度とする。
　　　8．補完的項目(Ｂ)、準補完的項目(Ｃ)には、自己資本総額(Ｄ)に算入した金額を記載するものとする。控除項目(Ｅ)には、不算入額(△)を除い
　　　　た金額を記載するものとする。
      9．補完的項目に算入できる一般貸倒引当金の額は、自己資本比率の算式の分母（内部格付手法採用行にあっては、当該分母のうち「信用リスク・アセットの額
　　　　の合計額」については、標準的手法を適用する部分につき当該手法により算出した額の合計額とする。）の0.625％を限度とする。
　　　10．「告示第18条第１項第４号及び第５号に掲げるもの」については、累積的な減価後の計数であり、基本的項目の50％を超過している分を含む金額を記載
         するものとする。
　　　11．「短期劣後債務」には、告示第7条各号に掲げる性質のすべてを有する劣後債務の金額を記載するものとする。
　　　12．土地再評価差額金について対象資産の時価が土地再評価差額金の帳簿価額を下回っている場合、その額は、次のとおり。
        なお、中間期については、土地の再評価は不要であり、売却等による変動後の金額を記載するものとする。

1,506 百万円
　　　13．特定取引勘定非設置行を子会社とする銀行持株会社にあっては以下の左表の計数について、特定取引勘定設置行を子会社とする銀行持株会社にあっては以下の
          右表の計数について記載すること。ただし、マーケット・リスク相当額を算入しない金融機関においては、以下の表の記載を要しない。

(参考) (単位：百万円) (単位：百万円)

- -

- -

- -

- -

- ％ - ％
(注)それぞれの項目は、本表作成の基になった連結財務諸表により記載するものとする。

　　　14．金融庁長官が別に定める銀行持株会社については、※欄についても記載するものとし、繰延税金資産の算入上限額は、繰延税金資産の控除前の
         [基本的項目]計に20％を乗じて得た額とする。
         なお、｢繰延税金資産の純額に相当する額｣は 百万円であり、｢繰延税金資産の算入上限額｣は 百万円
　　　15．繰延税金資産の純額に相当する額が、繰延税金資産の算入上限額以内に収まっている場合には、繰延税金資産の控除金額(△)欄には、｢-｣と記入する。
      16．信用リスクに関する記載：（標準的手法採用行＝１、基礎的内部格付手法採用行＝２、先進的内部格付手法採用行＝３）　 1
      17．市場リスクの一般市場リスクに関する記載：（標準的方式のみ使用＝１、内部モデル方式のみ使用＝２、両方式併用＝３）　 0
      18．市場リスクの個別リスクに関する記載：（標準的方式のみ使用＝１、内部モデル方式のみ使用＝２、両方式併用＝３）　 0
      19．マーケット・リスク相当額を不算入とする銀行は、上記(注)17. 及び18. についてそれぞれ０を記載する。
      20．オペレーショナル・リスクに関する記載：（基礎的手法を使用＝１、粗利益配分手法を使用＝２、先進的計測手法を使用＝３）　 1
      21. 前期データのうち、遡及適用又は財務諸表の組替えにより変更が生じた箇所については、変更後の金額を欄外に注記すること。

(参考)自己資本に関する補足データ (単位：百万円)

株主資本

うち公的資金優先株

繰延ヘッジ損益

　

無形固定資産

うちソフトウエア

繰延税金資産（グロスの金額）

うち評価性引当額（△）

繰延税金負債（グロスの金額）

 (注) 1．「キャッシュフローヘッジに係る評価損益」は、貸借対照表上の繰延ヘッジ損益のうち、キャッシュフローを固定するヘッジ取引に係る

　　　　繰延ヘッジ損益（税引後）を記載するものとする。

　　　2．「繰延税金資産（グロスの金額）」及び「繰延税金負債（グロスの金額）」については、繰延税金資産と繰延税金負債とを相殺する前の金額を

　　　　記載するものとする。

　　　3．「繰延税金資産（グロスの金額）」の内訳については、「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第10号）31なお書きに

　　　　定める方法（いわゆる合計控除法）にて算出した金額を記載するものとする。

うち自己資本控除となる証券化
エクスポージャー

241

うち信用補完機能を持つI/Oス
トリップス

-

9,403

1,908

自己資本控除となる証券化エク
スポージャー及び信用補完機能
を持つI/Oストリップス（告示第
225条を準用する場合を含む。）

794

14,011

うち繰越欠損金に起因するもの 5,003

10,000

うちキャッシュフローヘッジに
係る評価損益

-

項目 当期末

うち普通株転換権付優先株に係る
残 余 財 産 分 配 請 求 権 の 合 計 額

10,000

- -

特 定 取 引 負 債

比 率 ( イ ／ ロ ) 比 率 ( イ ／ ロ )

計      (イ)

-

区 分 当 期 末 残 高区 分 当 期 末 残 高

-

計      (イ)

資 産 合 計 ( ロ ) 総 資 産 ( ロ )

商 品 有 価 証 券 特 定 取 引 資 産

売 付 商 品 債 券
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株  式  会  社 

北  都  銀  行 
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第204期末(平成24年3月31日現在) 貸借対照表 

(単位:百万円)

金　　額 金　　額

29,566 1,081,499

現 金 15,923 37,619

預 け 金 13,642 427,590

2,270 17,392

149 6,266

商 品 国 債 28 579,638

商 品 地 方 債 120 8,590

999 4,400

437,601 37,850

国 債 170,194 30,000

地 方 債 87,283 14,430

社 債 118,764 14,430

株 式 16,672 0

そ の 他 の 証 券 44,687 0

720,210 4,329

割 引 手 形 5,041 3

手 形 貸 付 31,097 48

コ ー ル マ ネ ー

金 銭 の 信 託

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

有 価 証 券

科　　　　　目

（ 資 産 の 部 ）

現 金 預 け 金

借 用 金

借 入 金

貯 蓄 預 金

貸 出 金

科　　　　　目

（ 負 債 の 部 ）

預 金

当 座 預 金

普 通 預 金

そ の 他 負 債

未 決 済 為 替 借

未 払 法 人 税 等

通 知 預 金

定 期 預 金

定 期 積 金

譲 渡 性 預 金

そ の 他 の 預 金

外 国 為 替

売 渡 外 国 為 替

証 書 貸 付 621,612 1,337

当 座 貸 越 62,459 375

1,104 0

外 国 他 店 預 け 1,100 16

買 入 外 国 為 替 3 2,547

5,419 283

前 払 費 用 2 233

未 収 収 益 1,398 249

金 融 派 生 商 品 98 再評価に係る繰延税金負債 1,487

そ の 他 の 資 産 3,920 8,791

13,227 1,179,154

建 物 3,702

土 地 8,479 11,000

リ ー ス 資 産 15 18,499

建 設 仮 勘 定 52 11,000

その他の有形固定資産 978 7,499

361 2,774

ソ フ ト ウ ェ ア 296 2,774

その他の無形固定資産 65 　繰 越 利 益 剰 余 金 2,774

6,524 32,273

8,791 2,131

△ 8,112 2,452

△ 2,101 4,583

36,857

1,216,012 1,216,012

外 国 為 替

そ の 他 資 産

繰 延 税 金 資 産

無 形 固 定 資 産

そ の 他 の 負 債

睡眠預金払戻損失引当金

前 受 収 益

支 払 承 諾 見 返

偶 発 損 失 引 当 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

未 払 費 用

純資産の部合計

投 資 損 失 引 当 金

（ 純 資 産 の 部 ）

有 形 固 定 資 産

利 益 剰 余 金

評価・換算差額等合計

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

土 地 再 評 価 差 額 金貸 倒 引 当 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

リ ー ス 債 務

そ の 他 資 本 剰 余 金

給 付 補 て ん 備 金

賞 与 引 当 金

負 債 の 部 合 計

支 払 承 諾

資 本 金
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 平成２３年 ４ 月 １ 日から
　　　　第２０４期        損 益 計 算 書 

 平成２４年 ３ 月３１日まで
(単位:百万円)

金          額
23,568

17,060
13,326
3,665

53
1

14
3,847
1,005
2,841
1,501

17
4

1,479
1,158

216
509

0
431

20,363
1,153
1,093

44

受 入 為 替 手 数 料

商 品 有 価 証 券 売 買 益

資 金 調 達 費 用

そ の 他 経 常 収 益
償 却 債 権 取 立 益

金 銭 の 信 託 運 用 益
株 式 等 売 却 益

経 常 費 用

国 債 等 債 券 売 却 益

外 国 為 替 売 買 益

預 け 金 利 息

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益
そ の 他 の 役 務 収 益

そ の 他 の 受 入 利 息

預 金 利 息

そ の 他 の 経 常 収 益

譲 渡 性 預 金 利 息

コ ー ル ロ ー ン 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金

経 常 収 益
科 目

資 金 運 用 収 益
貸 出 金 利 息

1
13
0

1,112
173
938
732
127
429
176

14,805
2,559
1,119

5
151
94
19

1,167
3,204

334
83

244
5

971
655
93

221
2,567

29
1,015
1,044
1,522

借 用 金 利 息

役 務 取 引 等 費 用
そ の 他 の 支 払 利 息

そ の 他 業 務 費 用
そ の 他 の 役 務 費 用

株 式 等 売 却 損

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

金 銭 の 信 託 運 用 損
そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益

確 定 拠 出 年 金 移 行 差 益

法 人 税 等 合 計

抱 合 せ 株 式 消 滅 差 損

法 人 税 等 調 整 額

固 定 資 産 処 分 損

そ の 他 の 特 別 利 益
特 別 損 失

そ の 他 経 常 費 用

特 別 利 益

株 式 等 償 却

当 期 純 利 益

固 定 資 産 処 分 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
税 引 前 当 期 純 利 益

減 損 損 失

貸 出 金 償 却

支 払 為 替 手 数 料

金 融 派 生 商 品 費 用
そ の 他 の 業 務 費 用

譲 利

営 業 経 費

国 債 等 債 券 売 却 損

コ ー ル マ ネ ー 利 息
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　　　　　　    平成２３年 ４ 月 １ 日から
第２０４期 　　　　         　　株主資本等変動計算書
　　　　　　    平成２４年 ３ 月３１日まで

（単位：百万円）

金　　額
株主資本
　資本金
　　当期首残高 11,000
　　当期変動額
　　　当期変動額合計 ―
　　当期末残高 11,000
　資本剰余金
　　資本準備金
　　　当期首残高 11,000
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 ―
　　　当期末残高 11,000
　　その他資本剰余金
　　　当期首残高 7,499
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 ―
　　　当期末残高 7,499
　　資本剰余金合計
　　　当期首残高 18,499
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 ―
　　　当期末残高 18,499

利益剰余金

科　　　　　　目

　利益剰余金
　　その他利益剰余金
　　　繰越利益剰余金
　　　　当期首残高 1,660
　　　　当期変動額
　　　　　剰余金の配当 △ 257
　　　　　当期純利益 1,522
　　　　　土地再評価差額金の取崩 △ 150
　　　　　当期変動額合計 1,113
　　　　当期末残高 2,774
　　利益剰余金合計
　　　当期首残高 1,660
　　　当期変動額
　　　　剰余金の配当 △ 257
　　　　当期純利益 1,522
　　　　土地再評価差額金の取崩 △ 150
　　　　当期変動額合計 1,113
　　　当期末残高 2,774
　株主資本合計
　　当期首残高 31,160
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △ 257
　　　当期純利益 1,522
　　　土地再評価差額金の取崩 △ 150
　　　当期変動額合計 1,113
　　当期末残高 32,273
評価・換算差額等
　その他有価証券評価差額金
　　当期首残高 2,644
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 513
　　　当期変動額合計 △ 513
　　当期末残高 2,131
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金　　額科　　　　　　目
　土地再評価差額金
　　当期首残高 2,089
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 362
　　　当期変動額合計 362
　　当期末残高 2,452
　評価・換算差額等合計
　　当期首残高 4,734
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 150
　　　当期変動額合計 △ 150
　　当期末残高 4,583
純資産合計
　当期首残高 35,894
　当期変動額
　　剰余金の配当 △ 257
　　当期純利益 1,522
　　土地再評価差額金の取崩 △ 150
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 150
　　当期変動額合計 963
　当期末残高 36,857
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個別注記表
  記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 重要な会計方針

１． 商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。

２． 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・

子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある
ものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただ
し株式については決算期末前１カ月の市場価格の平均に基づく時価法、時価を把握することが極めて困難
と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
  なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(2)   有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の
評価は、時価法により行っております。

３． デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

４． 固定資産の減価償却の方法
(1) 　有形固定資産（リース資産を除く）

  有形固定資産は、定率法を採用しております。
  また、主な耐用年数は次のとおりであります。
    建　物　　６年～30年
    その他　　４年～20年

(2) 　無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内に
おける利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

(3) 　リース資産
  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用
年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあ
るものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

５． 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

６． 引当金の計上基準
(1) 　貸倒引当金

  貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております｡
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権
及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお
書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可
能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証に
よる回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計
上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上
しております。
  すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立
した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保
証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、
その金額は 11,727百万円であります。
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(2)   投資損失引当金
  投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要
と認められる額を計上しております。

(3)   賞与引当金
  賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事
業年度に帰属する額を計上しております。

(4)   退職給付引当金
  退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の処理方法は
以下のとおりであります。
　　過去勤務債務　　　　　　発生時に一括損益処理
　　数理計算上の差異　　　　各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定
　　　　　　　　　　　　　　額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

(5) 　睡眠預金払戻損失引当金
  睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、
将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

(6) 　偶発損失引当金
  信用保証協会の責任共有制度に係る信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来発生する可能
性のある負担金支払見積額を計上しております。

７．  ヘッジ会計の方法
(1)  金利リスク・ヘッジ

  金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基
準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下
「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価
の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段
である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、
キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の
検証により有効性の評価をしております。

(2) 為替変動リスク・ヘッジ
　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨
建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第
25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ
有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワッ
プ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッ
ジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

８．   消費税等の会計処理
  消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。
  ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

 追加情報
　当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の
訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に
関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号平成21年12月４日）を適用しております。
  なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）に基づき、
当事業年度の「償却債権取立益」は「その他経常収益」に計上しております。
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 注記事項
 （貸借対照表関係）
１．   貸出金のうち、破綻先債権額は 1,042百万円、延滞債権額は 14,505百万円であります。

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元
本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行
った部分を除く。以下｢未収利息不計上貸出金｣という。)のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）
第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であ
ります。
  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

２．   貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はございません。
  なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している
貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

３．   貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 5,080百万円であります。
  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、
延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

４．   破綻先債権額、 延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 20,628百万円
であります。
  なお、上記１.から４.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

５． 　手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認
会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入
れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しており
ますが、その額面金額は、5,044百万円であります。

６． 　住宅ローン債権証券化により、信託譲渡をした貸出金元本の当期末残高は、8,913百万円であります。
なお、当行は劣後受益権 7,092百万円を継続保有し、「証書貸付」に 5,992百万円、現金準備金として
「預け金」に 1,100百万円を計上しております。

７． 　ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号
に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は、
500百万円であります。

８．   担保に供している資産は次のとおりであります。
　　担保に供している資産
　　　　有価証券 74,332 百万円
　　担保資産に対応する債務
　　　　コールマネー 30,000 百万円
　　　　借用金 14,430 百万円

  上記のほか、為替決済、日銀代理店等の取引の担保として、 有価証券 72,191百万円及び預け金８百万
円を差し入れております。
  また、その他の資産のうち保証金は 137百万円であります。

９．   当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契
約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、264,781百万円であります。 このうち原契約期間
が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 264,781百万円であります。
  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが
必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、
金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒
絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要
に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき
顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
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10．   土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の
部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
  再評価を行った年月日　　　　　　　　　　平成11年３月31日
  同法律第３条第３項に定める再評価の方法　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政令第119号)第２条第４号に定める「地価税法第16条に規
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定した価額」に合理的な調整を行って算定。
  同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土
地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 4,373 百万円

11．   有形固定資産の減価償却累計額 百万円

12．   有形固定資産の圧縮記帳額 百万円

13． 　「有価証券」中の「社債」のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す
る当行の保証債務の額は 460百万円であります。

14．   取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額
百万円

15．   関係会社に対する金銭債権総額 百万円

16．   関係会社に対する金銭債務総額 百万円

 （損益計算書関係）
１． 　「その他の経常費用」には、投資損失引当金繰入額 790百万円を含んでおります。

２． 　特別利益の「確定拠出年金移行差益」は、企業型確定拠出年金制度の導入に伴うものであります。

３． 　関係会社との取引による収益
　　資金運用取引に係る収益総額　 17 百万円
　　役務取引等に係る収益総額 11 百万円
　　その他業務・その他経常取引に係る収益総額 10 百万円
　関係会社との取引による費用
　　役務取引等に係る費用総額 122 百万円
　　その他業務・その他経常取引に係る費用総額 1,313 百万円

※上記関係会社との取引には、当事業年度末において関係会社に該当しなくなった株式会社北都情報シ
　ステムズ及び株式会社北都カードサービスとの取引を含んでおります。

 （株主資本等変動計算書関係）
  自己株式の種類及び株式数に関する事項
  当事業年度期首において自己株式はなく、当事業年度における異動がありませんので、自己株式の種類
及び株式数については記載しておりません。
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4,212

23,414
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　（有価証券関係）
　　貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含まれ
　ております。

１． 　売買目的有価証券（平成24年３月31日現在）
 当事業年度の損益に含ま
 れた評価差額（百万円）

 売買目的有価証券

２． 　満期保有目的の債券（平成24年３月31日現在）
該当ありません。

３．   子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成24年３月31日現在）
貸借対照表 時価 差額

 計上額（百万円) （百万円) （百万円)
 子会社・子法人等株式
 関連法人等株式
 　合計

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式等
 貸借対照表計
 上額（百万円)

 子会社・子法人等株式
 関連法人等株式
 組合出資金
 　合計
　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。

４．   その他有価証券（平成24年３月31日現在）
 貸借対照表計 取得原価 差額
 上額（百万円) （百万円) （百万円)

 株式
 貸借対照表計  債券
 上額が取得原  　国債
 価を超えるも  　地方債
 の  　社債

 その他
小計

 株式
 貸借対照表計  債券
 上額が取得原  　国債
 価を超えない  　地方債
 もの  　社債

 その他
小計

合計
（追加情報）
　  変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格
　を時価とみなせない状態にあると判断し、当事業年度末においては、合理的に算定された価
　額をもって貸借対照表計上額としております。これにより、市場価格をもって貸借対照表価
　額とした場合に比べ、「有価証券」は 1,409百万円増加、「繰延税金資産」は 498百万円減
  少、「その他有価証券評価差額金」は 910円百万円増加しております。
　  変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシ
  ュ・フローを、同利回りに基づく割引率を用いて割り引いた価額であり、国債の利回り及び
  同利回りのボラティリティが主な価格決定変数であります。

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券
 貸借対照表計
 上額（百万円)

 株式
 その他
 　合計
　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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５．   当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）
該当ありません。

６．   当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）
 売却額  売却益の合計額  売却損の合計額
（百万円） （百万円） （百万円）

 株式
 債券
 　国債
 　地方債
 　社債
 その他
 　合計

７．   保有目的を変更した有価証券
該当ありません。

８．   減損処理を行った有価証券
　有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得
原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないも
のについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損
失として処理（以下「減損処理」という。）しております。
　当事業年度における減損処理額は、44百万円（うち株式 44百万円）であります。
　また、「時価が著しく下落した」と判断する基準は、株式については個々の銘柄の当事業年度
末前１カ月の市場価格の平均に基づいて算定された額並びにそれ以外については当事業年度末日
における時価が、取得原価に比較して50％以上下落した場合は全て実施し、30％以上50％未満の
下落率の場合は、発行会社の業況や過去の一定期間における時価の推移等を考慮し、時価の回復
可能性が認められないと判断されるものについて実施しております。

　（金銭の信託関係）
１．   運用目的の金銭の信託（平成24年３月31日現在）

 貸借対照表計上額  当事業年度の損益に含ま
（百万円）  れた評価差額（百万円）

 運用目的の金銭の信託

２． 　満期保有目的の金銭の信託（平成24年３月31日現在）
該当ありません。

３． 　その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成24年３月31日現在）
該当ありません。
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　（税効果会計関係）
１． 　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。

繰延税金資産
　貸倒引当金 百万円
  投資損失引当金
  税務上の繰越欠損金
　退職給付引当金
　有価証券償却
　減価償却
　その他
繰延税金資産小計
評価性引当額
繰延税金資産合計
繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金
　その他
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 百万円

２．   「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年
法律 第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別
措置法」（平成23年法律 第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事業年
度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産
及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.4％から、平成24年４月１日に開始する事業年度
から平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については37.7％に、平成27年４月
１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については35.3％となります。この税率変更によ
り、繰延税金資産は657百万円減少し、その他有価証券評価差額金は137百万円増加し、法人税等調整額は 794
百万円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は 211百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加して
おります。

 （関連当事者との取引関係）
１． 　親会社及び法人主要株主等 (単位：百万円）

種類 取引金額 科目 期末残高

親会社 フィデアホール 被所有  役員の兼任 経営管理 879
ディングス㈱ 直接 100.00% 資金の貸付 440 貸出金 2,060

(注)
　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
　　　　　　　一般の取引先と同様に決定しております。
　　　　２．資金の貸付の取引金額については平均残高を記載しております。

２． 　子会社及び関連会社等
　会社法第２条第３号に定める子会社及び関連会社との取引はありますが、各取引項目につきまして重要性が
ないため記載を省略しております。　　　　　

３． 　兄弟会社等 (単位：百万円）
種類 取引金額 科目 期末残高

親会社の ㈱北都カード 所有  役員の兼任 住宅ローン等
子法人等 サービス (注3) 直接 4.97% の保証 (注2) ― ―

間接 ―
　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　　一般の取引先と同様に決定しております。
　　 　 ２．㈱北都カードサービスは、当行の住宅ローン等の保証を引受けており、平成24年３月末の保証残高は 149,512百
　　　　　万円であります。また、当行の同社に対する期中の保証料の支払額は 122百万円であり、代位弁済額は 302百万円
　　　　　であります。
　　　　３．株式会社北都カードサービスは、荘銀カード株式会社を吸収合併存続会社、株式会社北都カードサービスを吸収
　　　　　合併消滅会社として平成24年４月１日に合併し、商号を「フィデアカード株式会社」としております。
　　　　なお、上記以外につきましても、兄弟会社との取引はありますが、各取引項目につきまして重要性がないため記載を
　　　省略しております。

有）割合

 役務の提供

有）割合

 貸出金の被保証

会社等の名称 議決権等の 関連当事者 取引の
所有（被所 との関係 内容

16,621

△ 1,494
6,524

△ 8,603
8,018

△ 960
△ 533

所有（被所 との関係 内容

6,099
3,876
2,733
1,246

1,096
1,176

392

会社等の名称 議決権等の 関連当事者 取引の
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４．   役員及び個人主要株主等
(単位：百万円）

種類 取引金額 科目 期末残高

役員及びそ 石井商事㈱
の近親者が  資金の貸付 73 貸出金 62
議決権の過 （注1）
半数を所有 ネッツトヨタ
している会 秋田㈱  資金の貸付 472 貸出金 400
社等 （注2）

㈱秋田クボタ
 資金の貸付 243 貸出金 420

（注1）
㈱トヨタレンタ
リース秋田  資金の貸付 212 貸出金 300
（注2）
羽後設備㈱

 資金の貸付 270 貸出金 317
（注3）

 債務の保証 20 23

羽後電設工業㈱
 資金の貸付 8 貸出金 －

（注4）

 債務の保証 75 59

羽後発変電工事㈱
（注4）  資金の貸付 51 貸出金 41

 債務の保証 0 0

　（注）１．当行取締役石井資就及びその近親者が石井商事㈱の議決権の過半数を所有しております。また、㈱秋田クボタは
　　　　　石井商事㈱の子会社であります。
　　　　２．当行取締役石井資就並びにその近親者及び石井商事㈱がネッツトヨタ秋田㈱の議決権の過半数を所有しておりま
　　　　　す。また、㈱トヨタレンタリース秋田はネッツトヨタ秋田㈱の子会社であります。
　      ３．当行取締役佐藤裕之及びその近親者が羽後設備㈱の議決権の過半数を所有しております。
　　　　４．当行監査役七山慎一及びその近親者が羽後電設工業㈱の議決権の過半数を所有しております。また、羽後発変電
　　　　　工事㈱は羽後電設工業㈱の子会社であります。
　　　　５．取引条件及び取引条件の決定方針等
　　　　　　一般取引先と同様であります。
　　　　６．取引金額は平均残高を記載しております。 

　（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 113 円 40 銭

１株当たりの当期純利益金額  9 円 31 銭

支払承
諾見返

 与信取引

－  与信取引

支払承
諾見返

－  与信取引

有）割合

支払承
諾見返

取引の
内容

－  与信取引

－  与信取引

－

－

会社等の名称
又は氏名

議決権等の
所有（被所

関連当事者

 与信取引－

との関係

 与信取引
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　（企業結合等関係）
　　共通支配下の取引等
１． 　結合当事企業及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の概要
(1)   結合当事企業の名称及びその事業の内容

① 結合企業

　名称 株式会社北都銀行

  事業の内容 銀行業
② 被結合企業

　名称 北都総研株式会社（当行連結子会社）

  事業の内容 社宅等不動産賃貸業務

(2) 　企業結合日
平成24年３月１日

(3) 　企業結合の法的形式
　当行を吸収合併存続会社とし、北都総研株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併

(4) 　結合後企業の名称
　株式会社北都銀行

(5) 　取引の目的を含む取引の概要
　北都総研株式会社（以下「北都総研」という）」は、調査・研究業務を平成22年７月に当行親会社
である株式会社フィデアホールディングス（以下「フィデアホールディングス」という）のグループ
企業である株式会社フィデア総合研究所へ移管いたしました。また、株式会社北都銀行（以下「北都
銀行」という）の連結子会社における中間持株会社的な役割を担っておりましたが、保有する北都銀
行子会社株式を平成23年度中にフィデアホールディングスへ売却したことにより、フィデアホールデ
ィングスグループの業務効率化を図ることを目的として、北都総研を北都銀行へ吸収合併いたしまし
た。なお、吸収合併による資本金の増加はありません。

２． 　実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及
び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成20年12月26日)に基づき、
共通支配下の取引として会計処理を行いました。
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 220-0120-12-03  北都銀行（平成24年3月期）

10.単体自己資本比率

(2)総括表(国内基準) (単位：百万円、％)

他の金融機関の資本調達手段の意
図的な保有相当額

-

告示第41条第1項第3号に掲げるもの及びこ
れに準ずるもの -

う ち 非 累 積 的 永 久 優 先 株
告示第41条第1項第4号及び第5号に掲げる
もの及びこれらに準ずるもの -

短期劣後債務及びこれに準ずる
もの

-

非同時決済取引に係る控除額及
び信用リスク削減手法として用
いる保証又はクレジット･デリ
バティブの免責額に係る控除額

-

内部格付手法採用行において、
期待損失額が適格引当金を上回
る額の50％相当額

-

PD/LGD方式の適用対象となる株
式等エクスポージャーの期待損
失額

-

基本的項目からの控除分を除
く、自己資本控除とされる証券
化エクスポージャー及び信用補
完機能を持つI/ Oストリップス
（告示第247条を準用する場合
を含む。）

-

控 除 項 目 不 算 入 額 ( △ ) -

( 控 除 項 目 ) 計 （ Ｅ ） -

自己資本額 (D)-(E) （Ｆ） 36,101

( リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 )

資産(オン・バランス)項目 377,516

ｵ ﾌ ･ ﾊ ﾞ ﾗ ﾝ ｽ 取 引 等 項 目 15,680

ﾏｰｹｯﾄ･ﾘｽｸ相当額を8%で除して
得た額

-

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸ相当額を8%で除
して得た額

35,293

信用リスク・アセット調整額 -

うち告示第４０条第２項に掲げ
るもの

オペレー ショ ナル ・リ スク
相 当 額 調 整 額

-

うち告示第４０条第３項に掲げ
るもの

合 計 （ Ｇ ） 428,490

告示第41条第1項第3号に掲げる
もの
告示第41条第1項第4号及び第5
号に掲げるもの

自 己 資 本 比 率 ( 国 内 基 準 )
(F)/(G)

8.42 ％ ％

参考：Tier1比率（国内基準)
(A)/(G)

7.38 ％ ％36,101

-

-

4,450

-

-

742

3,420

1,772

-

-

-

-

-

-

-

365

-

-

-

257

-

4,984

-

11,000

7,499

-

2,774

短 期 劣 後 債 務

準 補 完 的 項 目 不 算 入 額 ( △ )

企 業 結 合 に よ り 計 上 さ れ る
無 形 固 定 資 産 相 当 額 ( △ )

自 己 株 式 ( △ )

自 己 株 式 申 込 証 拠 金

-

-

31,650

[ 準 補 完 的 項 目 ] 計 (C)

-

-

そ の 他 資 本 剰 余 金

その他有価証券の評価差損(△)

[ 補 完 的 項 目 ] 計 ( Ｂ )

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

そ の 他

新 株 予 約 権

自 己 資 本 総 額 (A+B+C) (D)

営 業 権 相 当 額 ( △ )

[ 基 本 的 項 目 ] 計 ( Ａ )

一 般 貸 倒 引 当 金

土地の再評価額と再評価の直前の
帳簿価額の差額の45％相当額

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等

補 完 的 項 目 不 算 入 額 ( △ )

※繰延税金資産の控除前の[基本
的項目]計(上記各項目の合計額)

※繰延税金資産の控除金額(△)

の れ ん 相 当 額 ( △ )

項目 当期末

11,000

証券化取引により増加した自己資
本 に 相 当 す る 額 （ △ ）

内部格付手法採用行において、
期待損失額が適格引当金を上回る
額 の 50 ％ 相 当 額 （ △ ）

( 自 己 資 本 )

資 本 金

社 外 流 出 予 定 額 ( △ )

-

当期末 前期末前期末 項目

新 株 式 申 込 証 拠 金

資 本 準 備 金

内部格付手法採用行において、
適格引当金が期待損失額を上回る
額
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 220-0120-12-03  北都銀行（平成24年3月期）

 (注) 1．本表は、国内基準の適用を受ける銀行が記載するものとする。

　　　2．本表における「告示」とは、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを

　　　　判断するための基準」（平成18年金融庁告示第19号）を指す。

　　　3．本表において各種「不算入額(△)」欄を含む項目については、当該項目の構成項目は算入制限・除外規定等適用前の金額（グロス）を記載する。

      4．「その他有価証券の評価差損(△)」欄は、算出した金額が負の値である場合に限り、税効果調整後の金額を記載するものとする。ただし、平成24年3月31日

　　　　までの間は、平成20年金融庁告示第79号に基づく特例に従い、当該金額の記載を要しない。なお、特例を考慮しない場合の金額は次のとおり。

百万円

      5．「企業結合により計上される無形固定資産相当額(△)」は、企業結合に伴う再評価により生じた評価差額が正の値である場合の当該評価差額に限る。

      6．「内部格付手法採用行において、期待損失額が適格引当金を上回る額の50％相当額」については、事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向け

　　　　エクスポージャーの期待損失額の合計額が適格引当金の合計額を上回る額が正の値である場合に限り、記載するものとする。

      7．「内部格付手法採用行において、適格引当金が期待損失額を上回る額」は、適格引当金の合計額が事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向け

　　　　エクスポージャーの期待損失額の合計額を上回る場合における当該上回る額を記載するものとする。但し、告示第152条第1号に定める額の0.3%を限度とする。

　　　8．補完的項目(Ｂ)、準補完的項目(Ｃ)には、自己資本総額(Ｄ)に算入した金額を記載するものとする。控除項目(Ｅ)には、不算入額(△)を除い

　　　　た金額を記載するものとする。

      9．補完的項目に算入できる一般貸倒引当金の額は、自己資本比率の算式の分母（内部格付手法採用行にあっては、当該分母のうち「信用リスク・アセットの額

　　　　の合計額」については、標準的手法を適用する部分につき当該手法により算出した額の合計額とする。）の0.625％を限度とする。

　　　10．「告示第41条第１項第４号及び第５号に掲げるもの」については、累積的な減価後の計数であり、基本的項目の50％を超過している分を含む金額を記載

         するものとする。

　　　11．「短期劣後債務」には、告示第7条各号に掲げる性質のすべてを有する劣後債務の金額を記載するものとする。

　　　12．土地再評価差額金について対象資産の時価が土地再評価差額金の帳簿価額を下回っている場合、その額は、次のとおり。

         なお、中間期については、土地の再評価は不要であり、売却等による変動後の金額を記載するものとする。

4,373 百万円

　　　13．特定取引勘定非設置行にあっては以下の左表の計数について、特定取引勘定設置行にあっては以下の右表の計数について記載すること。

　　　　　ただし、マーケット・リスク相当額を算入しない金融機関においては、以下の表の記載を要しない。

(参考) (単位：百万円) (単位：百万円)

- -

- -

- -

- -

- ％ - ％

　　　14．金融庁長官が別に定める銀行については、※欄についても記載するものとし、繰延税金資産の算入上限額は、繰延税金資産の控除前の[基本的項目]計に

         20％を乗じて得た額とする。

         なお、｢繰延税金資産に相当する額｣は 百万円であり、「繰延税金資産の算入上限額｣は 百万円

　　　15．繰延税金資産に相当する額が、繰延税金資産の算入上限額以内に収まっている場合には、繰延税金資産の控除金額(△)欄には、｢-｣と記入する。

      16．信用リスクに関する記載：（標準的手法採用行＝１、基礎的内部格付手法採用行＝２、先進的内部格付手法採用行＝３）　 1

      17．市場リスクの一般市場リスクに関する記載：（標準的方式のみ使用＝１、内部モデル方式のみ使用＝２、両方式併用＝３）　 0

      18．市場リスクの個別リスクに関する記載：（標準的方式のみ使用＝１、内部モデル方式のみ使用＝２、両方式併用＝３）　 0

      19．マーケット・リスク相当額を不算入とする銀行は、上記(注)17. 及び18. についてそれぞれ０を記載する。

      20．オペレーショナル・リスクに関する記載：（基礎的手法を使用＝１、粗利益配分手法を使用＝２、先進的計測手法を使用＝３）　 1

　　　21. 前期データのうち、遡及適用又は財務諸表の組替えにより変更が生じた箇所については、変更後の金額を欄外に注記すること。

(参考)自己資本に関する補足データ (単位：百万円)

株主資本

うち公的資金優先株

繰延ヘッジ損益

　
うちキャッシュフローヘッジに
係る評価損益

繰延税金資産（グロスの金額）

うち繰越欠損金に起因するもの

うち評価性引当額（△）

繰延税金負債（グロスの金額）

 (注) 1．「キャッシュフローヘッジに係る評価損益」は、貸借対照表上の繰延ヘッジ損益のうち、キャッシュフローを固定するヘッジ取引に係る

　　　　繰延ヘッジ損益（税引後）を記載するものとする。

　　　2．「繰延税金資産（グロスの金額）」及び「繰延税金負債（グロスの金額）」については、繰延税金資産と繰延税金負債とを相殺する前の金額を

　　　　記載するものとする。

　　　3．「繰延税金資産（グロスの金額）」の内訳については、「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第10号）31なお書きに

　　　　定める方法（いわゆる合計控除法）にて算出した金額を記載するものとする。

うち自己資本控除となる証券化エ
クスポージャー

-

うち信用補完機能を持つI/Oスト
リップス

-

2,733

8,603

1,494

自己資本控除となる証券化エクス
ポージャー及び信用補完機能を持つ
I/Oストリップス（告示第247条を準
用する場合を含む。）

10,000

-

8,018

項目 当期末

うち普通株転換権付優先株に係る
残 余 財 産 分 配 請 求 権 の 合 計 額

10,000

資 産 合 計 ( ロ )

比 率 ( イ ／ ロ )

総 資 産 ( ロ )

比 率 ( イ ／ ロ )

売 付 商 品 債 券

　　　計　　(イ)

特 定 取 引 負 債

計 ( イ )

商 品 有 価 証 券

当 期 末 残 高区 分

特 定 取 引 資 産

- -

区 分 当 期 末 残 高

-

「（参考）自己資本に関する補足データ」内の「うち公的資金優先株」欄の計数については、フィデアＨＤに対する公的資金によるもの
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末　残 日 計 表 （銀行勘定、国内店）
　　　　　　(平成24年5月末現在）

コード 金      額 コード 金      額
16058014 17,844 16059824 1,090,618
16058024 15,902 16059844 31,357
16058034 ( 286 ) 16059854 430,515
16058044 54 16109974 17,365
16058054 16059864 1,897
16058074 1,888 16059904 586,261
16058094 ( 526 ) 16059944 8,291
16058104 ( ) 16059874 13,848
16058124 16059884 230
16151044 16059974
16178174 16059984 850
16058134 16060004 ( 9,380 )
16058184 2,269 16060054 71,888
16058224 184 16060064 9,500
16058234 59 16151074
16058244 125 16178194
16058254 16060074
16140994 16141004
16058114 1,000 16060094 13,930
16058264 461,028 16060104
16058274 187,811 16060114 ( )
16058284 ( 96,111 ) 16060124 13,930
16058294 89,906 16060134 ( 13,930 )
16178184 16060144
16058304 122,044 16060164 34
16058314 ( 54,039 ) 16060174
16058324 ( 38,294 ) 16060184
16058334 ( 29,710 ) 16060194 34
16058344 16,522 16060204
16058354 19,501 16178204
16058404 25,241 16139294
16058444 727,811 16060024
16058494 3,579 16060214
16058504 ( 3,579 ) 16060224 4,268
16058514 724,232 16060234 7
16058534 ( 23,989 ) 16060304 48
16058554 ( 645,805 ) 16060314
16058564 ( 54,437 ) 16060324
16058574 1,013 16060334
16058584 1,012 16060344 0
16058594 16097964
16058604 0 16097974 0
16058614 16097984
16058624 6,000 16060354
16058634 16109854
16058644 16109864
16058654 16151084
16097924 16312794 15
16097934 1 16318594
16097944 16060364
16151054 16060384 1
16149934 16060244 0
16058724 16060394 65
16058714 2,891 16060404 553
16058734 3,107 16060414 3,574
16058674 16060254
16192024 13,232 16162594 283
16192034 3,702 16188634
16192044 8,479 16060524
16312774 15 16311584
16058834 52 16060534 482
16192054 982 16060544
16192064 366 16146184
16192074 301 16147214 1,487
16192084 16060574 8,284
16312784 65 16060594 34,726
16192094 16060604 11,000
16146174 7,484 16192114
16147204 16178214 18,499
16058884 8,284 16060634 11,000
16060504 △ 8,112 16165514 7,499
16149944 △ 2,101 16178254 2,774

16060644
16192124 2,774

積 立 金 16060664
繰 越 利 益 剰 余 金 16192134 2,774

16162604
16192144
16151104
16192154
16147224 2,452
16192164
16060744 804

合              計 16058894 1,236,307 合              計 16060754 1,236,307
コールローン(外貨建分を除く）のうち無担保分 コールマネー(外貨建分を除く）のうち無担保分

コールローンのうち外貨建分 コールマネーのうち外貨建分

割引手形のうち手形割引市場関係分 再割引手形のうち手形割引市場関係分

貸付金のうち金融機関貸付金 16065974 25,060 借入金のうち金融機関借入金 16066004
貸付金のうち現地貸付 定期預金のうち円デポ取引

そ の 他 利 益 剰 余 金

新 株 予 約 権
土 地 再 評 価 差 額 金

期 中 損 益

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

投 資 損 失 引 当 金

自 己 株 式
自 己 株 式 申 込 証 拠 金
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金

貸 倒 引 当 金
支 払 承 諾 見 返

支 払 承 諾
リ ー ス 資 産 純 資 産

資 本 金
新 株 式 申 込 証 拠 金
資 本 剰 余 金

そ の 他 資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

リ ー ス 資 産

繰 延 税 金 負 債
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他 の 引 当 金建 設 仮 勘 定
特 別 法 上 の 引 当 金そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

役 員 賞 与 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金

本 支 店 未 達

土 地

そ の 他 の 負 債そ の 他 の 資 産

建 物

預 金 利 子 税 等 預 り 金代 理 店 貸
仮 受 金仮 払 金

有 形 固 定 資 産
本 支 店 未 達

賞 与 引 当 金

未 払 配 当 金金 融 派 生 商 品
未 払 送 金 為 替社 債 発 行 費

先 物 取 引 差 入 証 拠 金
資 産 除 去 債 務先 物 取 引 差 金 勘 定
代 理 店 借

リ ー ス 債 務

保 管 有 価 証 券 等

売 付 債 券
未 収 収 益 金 融 派 生 商 品
前 払 費 用

借 入 有 価 証 券
未 決 済 為 替 貸 売 付 商 品 債 券

そ の 他 資 産

買 入 外 国 為 替 先 物 取 引 差 金 勘 定
取 立 外 国 為 替 借 入 商 品 債 券

外 国 他 店 預 け 給 付 補 て ん 備 金
先 物 取 引 受 入 証 拠 金外 国 他 店 貸

（ 当 座 貸 越 ） 前 受 収 益
従 業 員 預 り 金外 国 為 替

（ 手 形 貸 付 ） 未 払 法 人 税 等
（ 証 書 貸 付 ） 未 払 費 用

そ の 他 負 債
貸 付 金 未 決 済 為 替 借
（ う ち 商 業 手 形 ）

新 株 予 約 権 付 社 債
割 引 手 形 信 託 勘 定 借

貸 出 金

外 国 証 券 短 期 社 債
そ の 他 の 証 券 社 債

（ 事 業 債 ） 売 渡 外 国 為 替
株 式 未 払 外 国 為 替

（ 公 社 公 団 債 ） 外 国 他 店 預 り
（ 金 融 債 ） 外 国 他 店 借

短 期 社 債 当 座 借 越
社 債 外 国 為 替

借 入 金
地 方 債 ( う ち 日 銀 借 入 金 ）
（ う ち 手 元 現 在 高 ）

再 割 引 手 形
( う ち 日 銀 再 割 引 手 形 ）国 債

有 価 証 券

そ の 他 の 商 品 有 価 証 券 コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー

借 用 金金 銭 の 信 託

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金
商 品 政 府 保 証 債 売 渡 手 形
商 品 地 方 債

コ ー ル マ ネ ー
商 品 国 債 売 現 先 勘 定

商 品 有 価 証 券

買 入 手 形 ( 金 融 機 関 預 金 ）
買 入 金 銭 債 権 譲 渡 性 預 金

買 現 先 勘 定 非 居 住 者 円 預 金
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 外 貨 預 金

（ う ち 譲 渡 性 預 け 金 ） 別 段 預 金
コ ー ル ロ ー ン 納 税 準 備 預 金

預 け 金 定 期 預 金
（ う ち 日 銀 預 け 金 ） 定 期 積 金

外 国 通 貨 貯 蓄 預 金
金 通 知 預 金

現 金 当 座 預 金
（ う ち 切 手 手 形 ） 普 通 預 金

科　　　　　目 科　　　　　目
現 金 預 け 金 預 金

担当部署 経営企画部　主計グループ

（単位：百万円）
借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方

基準日(西暦年/月) 5
金融機関コード
金融機関名 株式会社　北都銀行

の れ ん

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産
繰 延 税 金 資 産

無 形 固 定 資 産
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